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0
獅
子
舞
・
権
現
舞
の
研
究
史

②
近
世
以
前
の
東
北
地
方
の
状
況

③
近
世
以
降
の
各
地
の
動
向

④
考
察

終
わ
り
に

［論
文
要
旨
］

　
本
論

は
、
山
伏
神
楽
・
番
楽
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
権
現
舞
と
獅
子
舞

を
、
そ
の
主
な
担
い
手
で
あ
っ
た
修
験
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
考
察
し
た
。

　
東
北
地
方
で
は
、
中
世
期
以
降
、
修
験
者
が
地
域
の
人
々
の
依
頼
に
応
じ
て
数
多
く
の
宗
教
儀

礼

を
担
っ
て
き
た
。
中
で
も
南
北
朝
以
降
の
青
森
県
、
秋
田
県
、
岩
手
県
、
山
形
県
の
特
定
地
域

で

は
、
修
験
者
が
自
分
た
ち
の
霞
場
や
旦
那
場
に
お
い
て
獅
子
頭
を
廻
し
、
祈
祷
を
行
う
こ
と
が

宗
教
活
動
の
大
き
な
分
野
を
占
め
て
い
た
。
近
世
期
に
修
験
者
が
地
域
に
定
着
す
る
と
、
宗
教
活

動
を
さ
ら
に
広
く
理
解
し
、
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
、
獅
子
を
廻
す
傍
ら
芸
能
が
演
じ
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
広
が
る
芸
能
の
中
で
も
旧
南
部
藩
領
に
属
し
て
い
た
岩
手
県
地
域
で
修
験

者
が

中
心
と
な
っ
て
演
じ
て
き
た
神
楽
が
あ
る
。
こ
れ
を
本
田
安
次
は
山
伏
神
楽
と
名
付
け
た
が
、

こ
れ
ら
の
地
域
で
そ
れ
に
相
当
す
る
集
合
名
称
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
便
利
な

名
称
と
し
て
一
人
歩
き
し
た
。
し
か
し
秋
田
県
、
山
形
県
地
域
で
は
修
験
者
が
主
に
担
っ
て
き
た

芸

能
は
、
地
元
で
比
較
的
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
番
楽
の
名
称
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
。
ま

た
本
田
の
著
作
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
旧
南
部
藩
領
の
青
森
県
下
北
半
島
地
域
に
伝
わ

る
能
舞
も
修
験
の
手
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
芸
能
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
個
々
の
修
験
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
演
じ
ら
れ
て
き
た
獅
子
舞
だ
け
で
は
な
く
、
一
山

を
構
え
修
験
集
落
を
形
成
し
て
き
た
地
域
で
も
、
獅
子
舞
は
重
要
な
儀
礼
と
宗
教
活
動
の
一
翼
を

担
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
一
山
を
形
成
し
て
き
た
修
験
集
落
が
、
他
の
仏
教
寺
院
と
同
じ
よ
う
に
、

法
会
の
後
や
、
任
位
・
任
官
な
ど
僧
侶
や
長
官
の
昇
進
や
就
任
儀
礼
の
場
に
、
賓
客
の
来
臨
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て

行
わ
れ
る
延
年
、
そ
れ
に
連
な
る
舞
楽
や
田
楽
と
も
つ
な
が
る
総
合
芸
能
の
姿
を
伝
え
て
い
た

か

ら
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
獅
子
舞
は
山
伏
神
楽
・
番
楽
だ
け
で
は
な
く
、
延
年
や
舞
楽
と
も
関

わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
修
験
者
が
関
わ
る
場
の
広
が
り
を
も
示
し
て

い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
場
を
想
定
し
て
、
今
後
は
修
験
者
が
関
わ
っ
て
き
た
儀
礼
や
芸
能

を
再
考
す
る
必
要
が
見
え
て
き
た
。

（
1
）
　
松
尾
恒
一
『
延
年
の
芸
能
史
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
一
九
九
七
　
二
四
三
ー
二
六
五
頁
、

　

神
田
よ
り
子
　
「
修
験
道
の
儀
礼
と
芸
能
－
延
年
を
中
心
に
ー
」
『
山
岳
修
験
』
三
一
号
　
日

　

本
山
岳
修
験
学
会
　
二
〇
〇
三
　
一
ー
二
〇
頁
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は
じ
め
に

　
東
北
地
方
で
は
中
世
期
以
降
、
修
験
者
が
地
域
の
人
々
の
依
頼
に
応
じ
て
数
多
く

の
宗
教
儀
礼
を
担
っ
て
き
た
。
一
年
の
災
い
を
祓
い
、
幸
い
を
招
く
目
的
で
、
年
の

初
め
に
祈
祷
を
行
な
い
、
牛
玉
宝
印
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
神
札
を
配
札
し
て
き
た
。

中
で
も
南
北
朝
以
降
の
青
森
県
、
秋
田
県
、
岩
手
県
、
山
形
県
の
特
定
地
域
で
は
、

修
験
者
が
自
分
た
ち
の
霞
場
や
旦
那
場
に
お
い
て
獅
子
頭
を
廻
し
、
祈
祷
を
行
う
こ

と
が
宗
教
活
動
の
大
き
な
分
野
を
占
め
て
き
た
。
そ
し
て
近
世
期
に
な
っ
て
修
験
者

が
地
域

に
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
宗
教
活
動
を
さ
ら
に
広
く
理
解
し
、
受
け
入

れ
て

も
ら
う
た
め
に
、
獅
子
を
廻
す
傍
ら
芸
能
が
演
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
に

広
が

る
芸
能
の
中
で
も
旧
南
部
藩
領
に
属
し
て
い
た
岩
手
県
地
域
の
中
で
修
験
者
が

中
心
と
な
っ
て
演
じ
て
き
た
神
楽
が
あ
る
。
こ
れ
を
本
田
安
次
は
山
伏
神
楽
と
名
付

　
（
1
）

け
た
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
そ
れ
に
相
当
す
る
集
合
名
称
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と

か

ら
、
こ
れ
は
便
利
な
名
称
と
し
て
一
人
歩
き
し
た
。
し
か
し
秋
田
県
、
山
形
県
地

域
で

は
修
験
者
が
主
に
担
っ
て
き
た
芸
能
は
、
地
元
で
比
較
的
古
く
か
ら
使
わ
れ
て

き
た
番
楽
の
名
称
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
本
田
の
著
作
に
取
り
上
げ

ら
れ
な
か
っ
た
が
、
旧
南
部
藩
領
の
青
森
県
下
北
半
島
地
域
に
伝
わ
る
能
舞
も
修
験

の
手
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
芸
能
で
あ
っ
た
。

　
本
論
は
修
験
が
伝
え
た
と
さ
れ
る
権
現
舞
や
獅
子
舞
の
変
遷
、
そ
し
て
修
験
者
が

権
現
舞
・
獅
子
舞
を
通
し
て
地
域
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き
た
の
か
を
考
察
し
、

そ
の
上
で
地
域
の
資
料
の
中
か
ら
修
験
者
と
芸
能
の
関
わ
り
を
再
構
成
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

⑦
獅
子
舞
・
権
現
舞
の
研
究
史

今

回
対
象
に
す
る
の
は
、
修
験
者
が
祈
祷
の
際
に
神
霊
の
依
り
代
あ
る
い
は
神
霊

の
顕
わ

れ

と
し
て
用
い
る
聖
な
る
獅
子
頭
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
獅
子
頭
を
扱
う

の

は
修
験
者
あ
る
い
は
近
世
期
に
修
験
者
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
歴
史
を
持
つ

芸
能
者
や
そ
れ
に
近
い
宗
教
芸
能
者
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
獅
子
頭
が
地
域
の
人
々
か

ら
崇
拝
対
象
と
み
な
さ
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
今
も
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も

の

に
限
定
す
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
見
て
み
る
と
、
旧
南
部
藩
領
で
は
権
現
様
と

称
す
る
獅
子
頭
を
言
う
場
合
が
多
い
が
、
秋
田
、
山
形
な
ど
獅
子
頭
を
祈
祷
の
際
に

使
っ
た
り
、
芸
能
全
体
を
獅
子
舞
と
称
し
て
い
る
地
域
で
は
、
修
験
者
が
関
与
し
た

も
の
で
あ
っ
て
も
権
現
舞
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
権
現
」

あ
る
い
は
「
権
現
舞
」
の
名
称
を
定
義
し
、
そ
れ
に
準
じ
た
内
容
を
持
つ
獅
子
頭
と

獅
子
舞
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
権
現
は
、
仏
菩
薩
が
衆
生
を
救
う
た
め
に
日
本
の
神
に
姿
を
変
え
て
こ
の
世
に
現

れ

た
と
す
る
平
安
時
代
以
降
の
本
地
垂
　
説
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。
修
験
道
で
は

熊
野
権
現
や
蔵
王
権
現
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
東
北
地
方
で
は
そ
れ
ら
に
羽
黒
権
現

の
信
仰
も
加
わ
っ
て
権
現
信
仰
が
広
ま
っ
た
。

　
熊
野
権
現
に
限
ら
ず
、
本
地
垂
　
と
神
仏
習
合
思
想
の
東
北
地
方
の
一
典
型
と
し

て
、
「
権
現
様
」
と
称
す
る
獅
子
頭
を
携
え
た
修
験
者
に
よ
る
地
域
へ
の
宗
教
活
動

が
活
発

に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
熊
野
信
仰
や
羽

黒
信
仰
の

布
教
の
手
段
と
し
て
、
東
北
の
修
験
者
は
、
熊
野
権
現
の
神
霊
の
現
わ
れ

と
し
て
獅
子
頭
を
用
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
話
を
進
め
て
み
た
い
。

　
そ
こ
で
権
現
舞
の
研
究
史
の
基
本
と
も
い
え
る
本
田
安
次
著
『
山
伏
神
楽
・
番
楽
』

か

ら
、
こ
れ
ま
で
の
東
北
地
方
に
お
け
る
獅
子
舞
、
権
現
舞
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

本

田
は
こ
の
大
著
の
解
説
で
も
あ
る
「
御
神
楽
と
舞
曲
と
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
そ
の
名
を
山
伏
神
楽
、
獅
子
舞
、
権
現
舞
、
番
楽
、
ひ
や
ま
等
と

呼
ば
れ
て
い
る
、
一
群
の
古
風
な
舞
曲
が
、
北
は
下
北
半
島
か
ら
南
は
最
上
郡
に
至

る
陸
奥
、
陸
中
、
羽
後
、
羽
前
の
奥
地
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
が
主
と
し
て

山
伏
神
楽
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
東
側
の
陸
中
陸
奥
で
、
も
と
は
主
と

し
て
山
伏
た
ち
が
携
わ
っ
た
神
楽
の
要
素
を
多
分
に
含
む
楽
舞
が
そ
の
通
称
に
な
っ

10
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た
。
火
伏
せ
や
悪
魔
祓
い
の
祈
祷
に
、
そ
の
奉
ず
る
権
現
の
獅
子
を
ま
わ
し
つ
つ
、

毎
年
、
隔
年
も
し
く
は
三
年
目
毎
等
に
め
ぐ
っ
た
も
の
で
、
ま
わ
り
神
楽
、
通
り
神

楽
、
あ
る
い
は
門
打
ち
な
ど
と
称
し
た
。
番
楽
は
主
と
し
て
羽
前
羽
後
で
、
古
く
は

や

は
り
修
験
の
徒
が
携
わ
っ
た
ら
し
い
。
番
楽
を
獅
子
舞
と
も
呼
ぶ
の
は
、
獅
子
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

舞
が
重
く
見
ら
れ
て
い
る
故
（
以
下
略
）
」
。
ま
た
獅
子
舞
、
権
現
舞
に
関
し
て
本
田

は
「
早
池
峰
神
楽
」
の
中
で
、
「
獅
子
を
権
現
と
あ
が
め
、
こ
の
獅
子
を
祈
祷
の
た

め

に
舞
わ
す
神
人
達
の
持
っ
て
い
た
芸
能
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
祇

園
の
社
家
記
録
（
八
坂
神
社
叢
書
）
康
永
二
年
（
＝
二
四
二
）
十
月
十
九
日
の
条
に

今

日
御
祈
師
子
舞
之
。
恒
例
春
舞
之
処
。
依
閉
門
延
引
。
近
日
開
門
之
間
舞
之
（
中

略
）
。
猿
楽
三
番
仕
之
。
師
子
者
如
例
於
庭
上
舞
之
。
猿
楽
之
時
。
召
上
禮
堂
云
々
。

白
書
師
子
猿
楽
。
於
堂
上
沙
汰
無
先
例
」
と
見
え
る
よ
う
な
獅
子
猿
楽
が
、
山
伏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

祈
祷
の
方
便
に
仕
組
み
な
お
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
獅
子
舞
だ
け
で
は
な
く
、
猿
楽
三
番
も
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
獅
子
舞
と

神
楽
の
結
び
つ
き
か
ら
「
山
伏
の
祈
祷
の
方
便
に
組
み
直
さ
れ
た
も
の
」
と
の
意
図

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
山
伏
神
楽
・
番
楽
の
中
で
も
、
芸
能
そ
の
も
の
の

代
名
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
獅
子
舞
・
権
現
舞
は
、
こ
の
地
方
の
特
徴
で
あ
り
、

そ
れ
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
源
流
と
し
て
祇
園
の
社
家
の

間
で
行
な
わ
れ
て
い
た
師
子
猿
楽
が
山
伏
の
祈
祷
の
や
り
方
に
通
じ
て
い
る
と
す
る
。

　

山
路
興
造
は
、
本
田
の
用
い
た
一
三
四
二
年
の
記
録
よ
り
も
古
く
、
承
安
二
年

（
一
一
七

二
）
に
は
祇
園
御
霊
会
の
神
輿
途
御
に
師
子
舞
が
供
奉
し
た
『
百
錬
抄
』

の
記
録
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
師
子
舞
の
座
は
芸
能
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
祇

園
社
の
信
仰
を
奉
じ
た
宗
教
者
で
も
あ
る
こ
と
、
師
子
頭
は
普
段
は
祇
園
社
に
納
め

ら
れ
て
い
た
が
、
師
子
頭
の
権
利
は
家
に
相
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
た
。
山
路

は

こ
れ
ら
は
直
接
的
に
は
山
伏
神
楽
や
番
楽
の
源
流
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
京
都

祇
園
社
を
本
所
と
し
た
師
子
舞
の
座
は
歴
史
的
に
は
そ
の
本
質
は
芸
能
の
座
で
あ
っ

た
と
し
た
。
一
方
山
伏
神
楽
や
番
楽
を
持
ち
伝
え
た
の
は
山
岳
信
仰
を
奉
じ
た
修
験

と
い
う
宗
教
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
本
質
的
に
は
芸
能
者
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
間

を
埋
め
る
資
料
が
ほ
し
い
と
い
う
。
さ
ら
に
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
に
は
秋
田
城

之

助
泰
長
が
熊
野
修
験
で
あ
っ
た
遍
照
院
に
、
霞
と
も
い
え
る
獅
子
の
舞
場
権
と
熊

野
牛
玉
札
の
配
布
権
を
認
め
る
寄
進
状
を
与
え
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
東
北
地
方

で

は
南
北
朝
期
に
在
地
の
熊
野
修
験
達
が
自
分
た
ち
の
霞
で
獅
子
頭
を
ま
わ
し
、
旦

那
に
牛
玉
札
を
配
札
し
て
い
た
事
が
伺
え
る
。
さ
ら
に
秋
田
県
湯
沢
市
山
田
の
八
幡

神
社
に
は
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
銘
の
獅
子
頭
が
残
り
、
当
地
に
は
元
天
台
宗
の

安
楽
寺
な
ど
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
北
朝
期
に
獅
子
頭
を
奉
じ
た
修
験
集
団
が
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
た
可
能
性
も
あ
る
と
し
た
。

　
神
田
は
こ
の
山
路
の
論
を
引
用
し
つ
つ
、
祇
園
の
座
と
山
伏
神
楽
の
構
造
的
な
近

似
性

は
、
獅
子
舞
や
権
現
舞
の
成
立
に
は
、
こ
う
し
た
先
行
芸
能
と
の
関
わ
り
を
考

え
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
し
た
上
で
、
修
験
者
も
年
齢
階
梯
に
伴
い
、
延
年
や

田
楽
な
ど
の
芸
能
を
体
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
東
北
地
方
で
中
世
期
に
栄
え

た
有
力
寺
院
に
は
、
延
年
、
舞
楽
、
田
楽
が
残
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
直
接
の
伝

播
関
係
は
確
定
で
き
な
い
が
、
舞
楽
に
伴
う
獅
子
舞
と
、
山
伏
神
楽
・
番
楽
に
伴
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

獅
子
舞
の
交
流
関
係
の
再
考
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。
ま
た
山
路
が
い
う
「
祇
園

の

獅
子
舞
の
座
は
歴
史
的
に
は
そ
の
本
質
は
芸
能
の
座
で
あ
り
、
山
伏
神
楽
や
番
楽

を
伝
え
た
修
験
者
は
宗
教
者
で
あ
っ
て
本
質
的
に
は
芸
能
者
で
は
な
い
」
と
す
る
表

現

は
、
何
を
持
っ
て
本
質
を
と
ら
え
る
の
か
は
疑
問
が
あ
る
。
宗
教
と
芸
能
の
関
わ

り
は
宗
教
者
と
芸
能
者
の
置
か
れ
た
立
場
に
お
け
る
関
係
性
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
べ

き
で
、
こ
れ
を
本
質
論
と
と
ら
え
る
と
、
そ
の
構
造
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
近
世
以
前
の
東
北
地
方
の
状
況

（
一
）
東
北
地
方
の
修
験
の
状
況

修
験
者
が
伝
え
て
き
た
権
現
舞
、
獅
子
舞
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
東
北
地
方
に

11
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お
け
る
熊
野
信
仰
、
羽
黒
信
仰
の
伝
播
、

き
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
熊
野
や
羽
黒
の
先
達
、
御
師
の
動

　
（
1
）
熊
野
信
仰
と
修
験

　
豊

田
武
に
よ
れ
ば
、
東
北
地
方
で
は
奈
良
時
代
以
降
、
慈
覚
大
師
の
開
基
と
さ
れ

る
寺
院
は
数
多
い
。
こ
れ
は
東
北
開
拓
に
伴
っ
て
天
台
宗
の
僧
侶
が
そ
の
法
流
を
広

め

た
結
果
、
修
験
道
の
発
展
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
中
世
期
に
は
熊
野
信
仰
の

伝
播

に
伴
い
、
地
方
の
豪
族
が
熊
野
権
現
を
勧
請
し
た
。
こ
れ
は
当
時
流
行
し
て
い

た

熊
野
詣
で
が
地
方
に
広
が
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
、
藤
原
一

族
が
平
泉
の
中
尊
寺
の
鎮
守
社
と
し
て
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
新
熊
野
神
社
の
建

立
、
出
羽
の
慈
恩
寺
に
は
後
白
河
天
皇
の
勅
宣
に
よ
り
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
と

伝
え
ら
れ
る
今
熊
野
十
二
所
権
現
が
勧
請
さ
れ
た
。
頼
朝
の
東
北
遠
征
が
契
機
と
な

り
、
鎌
倉
武
士
の
東
北
移
住
が
始
ま
る
と
、
熊
野
の
神
の
勧
請
は
と
り
わ
け
盛
ん
に

な
っ
た
。
鎌
倉
街
道
沿
い
に
早
く
か
ら
開
け
た
名
取
郡
の
高
舘
の
熊
野
三
社
は
保
安

四

年
（
＝
二
三
）
建
立
と
伝
え
ら
れ
、
名
取
り
の
巫
女
の
話
で
有
名
で
あ
る
。
津

軽
の

岩
館
郷
で
は
曽
我
氏
が
勧
請
し
た
熊
野
堂
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
と
結
び
つ
け
て

語

ら
れ
る
。
会
津
の
新
宮
氏
が
建
て
た
熊
野
新
宮
は
八
幡
太
郎
義
家
の
勧
請
と
伝
え

る
。
出
羽
の
平
鹿
郡
横
手
郷
の
熊
野
新
宮
は
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
に
秋
田
城
之

助
源
泰
長
が
、
吉
田
、
飯
詰
、
八
幡
の
三
力
庄
を
寄
進
し
、
さ
ら
に
雄
勝
、
平
鹿
、

山
乏
三
郡
の
牛
玉
獅
子
舞
椋
領
を
寄
せ
た
。

　

こ
う
し
た
熊
野
信
仰
の
伝
播
を
可
能
に
し
た
の
は
熊
野
先
達
の
活
躍
で
あ
っ
た
。

平
安
末
期
に
は
す
で
に
熊
野
の
御
師
と
奥
州
の
豪
族
と
の
間
で
師
檀
関
係
が
生
ま
れ

て

い
た
ら
し
く
、
那
智
の
実
報
院
（
「
米
良
文
書
」
）
と
尊
勝
院
（
「
塩
崎
八
百
主
文
書
」
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

郭
の
坊

（「塩
崎
流
寿
院
、
潮
崎
稜
威
主
文
書
」
）
に
東
北
の
豪
族
と
の
関
わ
り
が
見

え
て
く
る
。
そ
う
し
た
中
で
も
奥
羽
の
葛
西
氏
、
津
軽
の
安
東
氏
、
出
羽
の
小
野
寺

氏

な
ど
が
旦
那
と
し
て
記
録
さ
れ
、
熊
野
先
達
が
御
師
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
彼

ら
を
熊
野
参
詣
に
案
内
し
た
。
先
達
は
熊
野
堂
付
近
に
居
住
し
て
い
た
者
も
い
た
が
、

南
北
朝
期
以
降
、
各
地
に
大
名
領
国
が
形
成
さ
れ
る
と
、
次
第
に
各
地
に
そ
の
寺
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
構
え
、
そ
れ
ぞ
れ
縄
張
り
を
定
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
新
城
美
恵
子
に
よ
れ
ば
、
中
世
後
期
に
お
け
る
陸
奥
の
国
の
熊
野
先
達
は
熊
野
社

と
そ
の
社
領
を
拠
点
と
し
た
者
が
目
立
ち
、
次
い
で
一
宮
お
よ
び
神
社
が
続
く
。
旧

仏
教
系
寺
院
を
別
当
寺
と
し
た
修
験
霊
場
が
盛
ん
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

ら
と
の
結
び
つ
き
は
少
な
く
、
地
名
を
冠
し
た
坊
や
房
名
と
、
神
社
の
別
当
坊
と
思

わ

れ

る
者
が
著
し
い
。
こ
れ
は
平
安
末
期
以
来
東
北
に
お
け
る
熊
野
堂
の
建
立
が
盛

ん

な
こ
と
と
、
霊
山
が
南
北
朝
期
に
南
朝
に
与
し
て
灰
儘
に
帰
し
た
こ
と
な
ど
に
よ

る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
期
を
境
に
霊
山
に
拠
っ
た
修
験
が
周
辺
に
散
在
し
、
武
士

層
と
直
接
交
渉
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
一
族
単
位
で
檀
那
を
掌
握
し
て
い
っ
た
た
め

　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
推
測
し
て
い
る
。
さ
ら
に
応
永
年
間
（
一
三
九
四
ー
一
四
九
八
）
か
ら
陸
奥
国
田

村
庄
の
熊
野
先
達
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
京
都
の
坂
東
屋
富
松
と
い
う
商

人

は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
た
聖
護
院
系
修
験
の
組
織
化
と
も
関
わ
り
を

　
　
　
　
（
9
）

持
っ
て
い
た
。

　
森
毅

に
よ
れ
ば
、
奥
州
で
は
他
国
と
は
熊
野
先
達
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
い
た
。

そ
の
一
は
奥
州
に
居
住
せ
ず
他
所
か
ら
随
時
下
向
す
る
者
が
い
た
こ
と
で
、
郭
之
坊

や
実
報
院
の
御
師
と
緊
密
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
長
床
の
修
験
者
や
三
山
に
常
駐
し

た
者
も
あ
っ
た
。
第
二
は
奥
州
在
住
の
者
の
こ
と
で
、
中
で
も
奥
州
持
渡
津
先
達
の

一
族

は
、
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
か
ら
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
に
か
け
て
各
地

で
勢
威
を
ふ
る
い
、
遠
田
郡
（
宮
城
県
）
を
本
拠
に
奥
羽
山
脈
を
中
心
線
と
し
て
津

軽
、
糠
部
、
羽
後
雄
勝
、
遠
田
に
教
線
を
張
っ
て
い
た
。
ま
た
先
に
新
城
が
言
及
し

た
商
人
坂
東
屋
は
、
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
聖
護
院
役
者
と
連
署
で
糠
部
郡
戸
来

　
　
　
　
　
　
　
相
　
　
模

村
多
門
院
の
祖
「
さ
か
見
」
に
対
し
て
、
糠
部
郡
中
檀
那
の
先
達
許
状
を
与
え
、
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

護
院
と
の
緊
密
な
関
係
の
中
で
奥
州
北
部
に
ま
で
勢
威
を
揮
っ
て
い
た
。

　
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
、
皇
族
や
貴
族
が
荘
園
の
寄
進
を
行
い
、
そ

れ

に
伴
い
熊
野
権
現
を
勧
請
し
た
。
そ
し
て
戦
国
末
期
か
ら
安
土
桃
山
期
に
か
け
て

は
各
地
の
土
豪
や
武
士
、
熊
野
先
達
や
比
丘
尼
な
ど
の
遊
行
の
宗
教
者
が
熊
野
神
社

12
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（
H
）

を
勧
請
し
て
い
る
。
熊
野
信
仰
の
東
北
へ
の
伝
播
は
、
一
四
世
紀
半
ば
に
は
出
羽
国

北

部
の
農
民
層
の
間
に
熊
野
信
仰
が
根
付
い
て
お
り
、
そ
の
組
織
化
が
進
行
し
て
い

た
こ
と
が
、
東
北
地
方
各
地
に
残
る
熊
野
関
係
資
料
か
ら
見
え
て
き
た
。
ま
た
一
六

世
紀

に
な
る
と
、
秋
田
県
内
の
熊
野
信
仰
は
時
の
中
世
武
士
団
の
信
仰
と
大
き
な
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
の
成
果
は
、
近
世
以
前
の
特
に
南
北
朝
期
の
前
後
に
、
北
東
北
の

地

に
熊
野
の
先
達
や
京
都
の
商
人
が
進
出
し
て
い
た
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に

東
北
各
地
の
熊
野
先
達
が
檀
那
を
連
れ
て
熊
野
詣
で
を
し
た
様
子
が
見
え
て
き
た
。

　
（
2
）
羽
黒
信
仰
と
修
験

　
羽

黒
山
は
平
安
の
は
じ
め
頃
か
ら
霊
場
と
崇
め
ら
れ
、
熊
野
信
仰
の
影
響
に
よ
っ

て
、
有
力
な
修
験
の
道
場
と
な
り
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
勢
力
は
拡
大
し
て
ゆ
く
。

と
く
に
南
北
朝
期
の
羽
黒
山
の
勢
力
を
知
る
上
で
興
味
深
い
の
は
以
下
の
二
点
で
あ

る
。

　

ま
ず
第
一
点
は
東
北
地
方
に
お
け
る
熊
野
信
仰
と
羽
黒
信
仰
の
交
流
に
つ
い
て
で

あ
る
。
熊
野
や
羽
黒
の
本
地
仏
を
調
査
し
た
政
次
浩
に
よ
れ
ば
、
出
羽
三
山
信
仰
は

熊
野
信
仰
に
基
づ
き
出
羽
国
で
平
安
時
代
末
期
（
一
二
世
紀
）
頃
ま
で
に
創
出
さ
れ
、

出
羽
国
の
歴
史
的
、
地
理
的
環
境
に
適
応
さ
せ
た
も
の
と
い
う
。
そ
れ
は
ま
ず
宮
城

県
名
取
市
の
高
舘
熊
野
那
智
神
社
に
は
一
四
六
体
中
一
四
三
体
の
御
正
躰
が
聖
観
音

で

あ
り
、
そ
れ
以
外
の
熊
野
信
仰
ゆ
か
り
の
社
寺
に
も
那
智
大
社
の
本
地
仏
で
あ
る

千
手
観
音
で
は
な
く
、
出
羽
羽
黒
山
の
本
地
仏
で
あ
る
聖
観
音
が
多
い
と
い
う
事
実

で

あ
る
。
す
な
わ
ち
近
世
以
前
は
羽
黒
山
、
月
山
、
そ
し
て
庄
内
平
野
側
か
ら
は
鳥

海
山
、
内
陸
の
村
山
盆
地
側
か
ら
は
葉
山
が
出
羽
三
山
と
し
て
熊
野
三
山
と
比
定
さ

れ

た
の
だ
。
そ
し
て
熊
野
信
仰
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
本
地
仏
を
、
羽
黒

山
が
聖
観
音
、
月
山
が
阿
弥
陀
如
来
、
鳥
海
山
お
よ
び
葉
山
が
薬
師
如
来
と
み
な
さ

れ

た
。
羽
黒
山
の
本
地
仏
が
那
智
の
千
手
観
音
で
は
な
く
左
手
に
未
敷
蓮
華
を
持
ち
、

右
手
を
蓮
華
に
添
え
る
姿
の
聖
観
音
な
の
は
、
比
叡
山
延
暦
寺
横
川
根
本
中
堂
の
本

尊
像
と
一
致
す
る
。
根
本
中
堂
は
天
台
宗
第
三
代
座
主
を
務
め
た
慈
覚
大
師
円
仁
が

創
建
し
た
堂
宇
で
あ
る
こ
と
。
東
北
地
方
に
は
慈
覚
大
師
開
基
と
す
る
寺
社
が
多
く

あ
り
、
中
で
も
出
羽
国
は
円
仁
の
弟
子
で
天
台
第
四
代
座
主
と
な
っ
た
安
慧
と
の
関

わ
り
が
こ
と
の
ほ
か
深
い
。
東
北
地
方
の
人
々
に
対
し
熊
野
信
仰
が
持
ち
え
た
強
い

訴
求
力
は
、
観
音
、
薬
師
、
阿
弥
陀
と
い
う
現
世
と
来
世
の
二
世
の
幸
せ
を
請
け
負

う
本
地
仏
の
組
み
合
わ
せ
に
由
来
す
る
。
こ
の
よ
う
に
円
仁
と
ゆ
か
り
の
深
い
出
羽

の
地

で
、
平
安
末
期
か
ら
熊
野
信
仰
と
、
そ
の
変
容
と
も
言
え
る
出
羽
三
山
信
仰
が

　
　
　
　
　
（
1
3
）

混
在
し
て
い
た
の
だ
。

　

そ
の
二
は
宮
城
県
栗
原
郡
二
迫
鶯
沢
の
白
鶯
山
源
沢
寺
に
残
る
羽
黒
山
か
ら
出
さ

れ

た
以
下
の
文
書
で
あ
る
。
康
暦
二
年
（
二
二
八
〇
）
に
当
時
の
羽
黒
一
山
の
目
題

職

だ
っ
た
真
田
四
郎
左
衛
門
宛
の
中
奥
閉
伊
郡
の
智
識
状
が
残
り
、
そ
こ
に
は
在
地

の

先
達
木
仏
の
名
前
も
見
え
る
。
ま
た
応
永
二
五
年
（
一
四
一
八
）
に
は
、
前
述
の

鶯
沢
の
先
達
木
仏
以
下
、
数
名
の
者
が
霞
の
割
り
当
て
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
中
に

は
「
鳥
屋
の
み
こ
」
と
い
う
巫
女
に
も
霞
が
宛
て
ら
れ
、
羽
黒
系
の
巫
女
に
宛
て
た

霞
の
珍

し
い
記
録
と
し
て
興
味
深
い
。
ま
た
（
岩
手
県
）
東
磐
井
郡
薄
衣
村
の
羽
黒

派
大
泉
院
に
残
る
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
の
文
書
に
は
、
惣
先
達
で
あ
っ
た
澤
之

芸
の

守
に
対
し
て
五
條
袈
裟
、
直
綴
衣
に
て
入
峰
を
許
す
と
い
う
も
の
、
応
永
二
〇

年
（
一
四
二
二
）
に
は
澤
ノ
き
の
か
ミ
に
対
し
て
六
カ
所
の
霞
を
渡
す
と
す
る
も
の
、

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
に
は
安
芸
之
守
に
対
し
て
羽
黒
山
大
先
達
の
華
蔵
坊
か
ら

神
号
を
授
与
す
る
も
の
。
会
津
東
山
村
湯
本
の
羽
黒
神
社
に
は
弘
長
三
年
（
一
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

三
）
銘
の
神
体
鏡
が
あ
っ
た
。
中
世
期
の
資
料
が
少
な
い
と
さ
れ
る
羽
黒
修
験
の
動

向
だ
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
東
北
地
方
に
お
け
る
活
躍
は
想
像
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
東
北
地
方
で
も
一
二
世
紀
に
は
熊
野
堂
が
建
立
さ
れ
、
一
三
～
一
五

世
紀
に
は
熊
野
や
羽
黒
の
先
達
が
各
地
で
檀
那
を
訪
れ
、
ま
た
在
地
に
お
い
て
も
有

力
な
先
達
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
檀
那
を
有
し
、
南
北
朝
期
以
降
は
東
北
北
部
に
ま

で
教
線
を
延
ば
し
、
在
地
の
有
力
な
武
士
層
を
取
り
込
ん
で
ゆ
き
、
彼
ら
は
先
達
に

連
れ

ら
れ
て
熊
野
参
詣
も
し
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
大
事
な
こ
と
は
南
北
朝
期
に
南

13
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朝
に
与
し
て
い
た
霊
山
が
灰
儘
に
帰
し
た
時
期
を
境
に
、
霊
山
に
依
拠
し
て
い
た
修

験
者
が
周
辺
に
散
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
の
武
士
層
と
直
接
交
流
を
持
つ
よ
う

に
な
り
、
修
験
者
は
有
力
武
士
層
を
一
族
単
位
で
檀
那
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
が
東
北
地
方
の
獅
子
の
あ
り
方
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
た
の
か
を
、
次
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
二
）
獅
子
の
分
布

　
（
1
）
太
平
洋
側

　
修
験
道
の
東
北
地
方
へ
の
浸
透
を
背
景
と
し
て
、
獅
子
舞
や
権
現
舞
を
考
え
て
み

た
い
。
東
北
の
各
地
に
は
一
四
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
の
獅
子
頭
が
十
数
体

現
存
し
て
お
り
、
獅
子
の
歯
の
摩
耗
を
示
す
頭
も
あ
り
、
歯
打
ち
を
し
て
い
た
事
が

伺
え
る
。
こ
の
時
代
に
獅
子
舞
に
伴
っ
て
神
楽
が
演
じ
ら
れ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。

南
部
藩
領
内
で
は
近
世
期
も
元
禄
以
降
に
な
る
と
、
権
現
獅
子
廻
し
に
伴
っ
て
神
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

も
演
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
記
録
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
神
楽

や

番
楽
と
は
一
応
切
り
離
し
て
獅
子
の
近
世
以
前
の
あ
り
方
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し

た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
い
つ
頃
か
ら
獅
子
頭
が
ど
う
い
う
地
域
に
残
っ
て
い
た
の
か
を

確
認
し
て
ゆ
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
『
岩
手
の
獅
子
頭
（
権
現
さ
ま
）
』
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
紀
銘
の
あ
る
権
現
様
は
岩

手
県
内
に
は
六
二
頭
残
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
近
世
期
以
前
の
獅
子
頭
は
一
〇
頭
あ

り
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

123456

南
北
朝
期
（
一
四
世
紀
）

文

明
＝
年
（
一
四
七
九
）

文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）

明
応
八
年
（
一
四
九
九
）

大
永
三
年
（
一
五
六
六
）

永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）

宮
古
市
黒
森
神
社
の
権
現
様

久
慈
市
丹
内
神
社
の
権
現
様

宮
古
市
黒
森
神
社
の
権
現
様

二
戸
市
大
宮
神
社
の
権
現
様

山
田
町
熊
野
神
社
の
権
現
様

大
槌
町
羽
黒
新
山
社
の
権
現
様

78

文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）

文
禄
（
年
号
は
な
し
）

9
　
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）

10

　
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）

大
迫
町
（
現
花
巻
市
）
早
池
峰
神
社
の
権
現
様

二
戸
市
竹
内
神
社
の
権
現
様
（
筆
者
注
‥
文
禄

年
間
は
一
五
九
二
～
九
六
）

花
巻
市
胡
四
王
神
社
の
権
現
様

紫
波
郡
都
南
町
（
現
盛
岡
市
）
板
橋
神
社
の
権

現
様

　

1
の
宮
古
市
黒
森
神
社
の
権
現
様
は
木
造
、
麻
布
貼
、
漆
塗
で
歯
が
上
下
と
も
に

摩
耗
し
た
南
北
朝
（
＝
一
三
＝
ー
九
一
）
頃
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
同
神
社
は

太
平
洋
に
面
し
た
黒
森
山
に
鎮
座
し
、
近
世
期
ま
で
は
黒
森
権
現
社
と
称
し
た
。
山

麓

に
は
中
世
期
に
は
安
泰
寺
（
伝
　
天
台
宗
）
、
そ
の
後
近
世
期
に
は
赤
龍
寺
（
真

言
宗
）
が
建
立
さ
れ
、
幕
末
ま
で
存
在
し
た
。
ま
た
平
成
九
年
の
発
掘
で
奈
良
時
代

（八
世
紀
）
と
推
定
さ
れ
る
密
教
の
法
具
（
錫
杖
、
三
鈷
鏡
、
鐘
鈴
）
が
出
土
し
、

古
い
時
代
か
ら
地
域
の
信
仰
の
拠
点
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
黒
森
権
現

社

は
黒
森
観
音
、
黒
森
薬
師
と
も
呼
ば
れ
、
神
仏
習
合
の
山
で
も
あ
っ
た
。
前
述
の

二
体
の
獅
子
頭
以
外
に
も
近
世
初
頭
以
降
総
数
で
二
〇
頭
の
権
現
獅
子
頭
が
存
在
す

（1
7
）

る
。　

（
2
）
日
本
海
側

　
秋

田
県
に
は
「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
中
に
以
下
の
記
録
が
あ
る
。

　
　
「
秋
田
城
之
助
泰
長
書

　
　
証
文

　
　
雄
勝
平
鹿
山
乏
（
注
・
仙
北
）
　
三
郡
御
牛
王
獅
子
舞
可
為
御
椋
領
也
。
条
々

　
　
観
応
元
年
（
二
二
五
〇
）
八
月
十
五
日
　
　
源
　
泰
長

　
　
明
江
山
遍
照
院
坊
中
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
こ
れ
は
秋
田
に
獅
子
舞
が
現
れ
る
初
出
と
い
う
。
秋
田
城
之
助
泰
長
が
、
熊
野
修

験
で

あ
っ
た
遍
照
院
に
、
神
札
の
配
札
権
と
獅
子
舞
の
舞
場
権
を
許
可
し
た
霞
場
に

14
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あ
た
る
。
こ
の
資
料
は
後
世
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
疑
い
も
あ
る
と
い
う
が
、
高
橋

は
雄
勝
・
平
鹿
・
仙
北
の
三
郡
を
含
み
、
こ
の
当
時
出
羽
の
地
に
獅
子
舞
の
椋
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

在
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
、
今
後
の
考
察
の
必
要
性
を
説
く
。

　

ま
た
湯
沢
市
山
田
の
八
幡
神
社
に
は
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
銘
の
獅
子
頭
が
現

存
す
る
。
こ
の
獅
子
は
鉾
と
懸
け
仏
が
付
く
の
で
躍
り
で
は
な
く
神
幸
様
式
に
よ
る

　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

飾
り
獅
子
と
い
う
。
し
か
し
旧
暦
八
月
に
は
悪
魔
祓
い
と
し
て
家
々
を
廻
っ
て
い
た

と
す
る
報
告
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
獅
子
が
鉾
と
懸
け
仏
が
付
く
か
ら
と
い
う
理
由

で

単
な
る
神
幸
様
式
と
い
え
る
の
か
は
、
以
下
の
資
料
が
示
す
よ
う
に
断
定
は
で
き

な
い
。
そ
れ
は
近
世
期
に
な
る
が
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
の
『
出
羽
国
大
社
考
巻

之

二
』
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
鳥
海
山
麓
の
吹
浦
修
験
は
「
御
鉾
獅
子
頭
を
渡
す
」

と
称
し
て
、
年
に
数
回
地
域
の
霞
の
範
囲
を
廻
り
、
家
々
の
祈
祷
を
し
て
歩
い
て
い

た

の

だ
。
今
は
大
物
忌
神
社
を
奉
じ
る
が
、
延
喜
式
に
は
神
宮
寺
も
掲
載
さ
れ
た
神

仏

習
合
の
地
で
、
正
平
一
三
年
（
一
三
五
六
）
に
は
両
所
大
菩
薩
に
対
す
る
北
畠
顕

伸
の
寄
進
状
が
残
り
、
明
治
の
神
仏
分
離
令
ま
で
は
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
銘
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

薬
師
如
来
、
暦
応
三
年
（
一
三
三
八
）
銘
の
阿
弥
陀
如
来
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
確

た
る
証
拠
が
な
い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
吹
浦
の
例
か
ら
も
、
鉾
が
付
く
こ
と

が
単
に
神
事
の
折
の
神
幸
様
式
の
獅
子
頭
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　
鶴
岡
市
に
あ
る
羽
前
金
峰
山
の
総
鎮
守
で
あ
っ
た
六
所
堂
に
は
正
平
六
年
（
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

五
一
）
と
、
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
の
銘
の
あ
る
獅
子
頭
が
あ
り
、
こ
れ
を
ど
う

捉
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
六
所
神
社
に
は
計
六
頭
の
獅
子
頭
が
残
り
、
延
享
三
年

（
一
七
四

六
）
の
文
書
に
は
「
毎
年
二
月
一
日
よ
り
三
日
ま
で
祭
礼
に
出
て
村
々
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
＞

獅
子
相
廻
り
申
し
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
記
の
銘
の
あ
る
時
代
に
こ
の
獅
子
頭

が

ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
な
ど
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
近
世
期
以

降
昭
和
末
期
頃
ま
で
六
所
堂
を
預
か
っ
て
い
た
太
夫
が
周
辺
の
村
々
を
獅
子
の
祈
祷

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

を
し
て
歩
い
て
い
た
。
ま
た
南
陽
市
宮
内
熊
野
大
社
に
は
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）

に
熊
野
神
社
が
炎
上
し
た
際
に
御
正
躰
や
太
刀
と
並
ん
で
、
獅
子
頭
も
救
出
さ
れ
た

と
す
る
記
録
が
あ
る
。
こ
の
獅
子
は
今
も
神
社
の
例
祭
に
は
重
要
な
役
割
を
持
ち
、

か

つ
て

の
六
供
衆
と
い
う
社
僧
の
獅
子
冠
屋
敷
が
頭
取
と
し
て
こ
の
役
を
担
っ
て
い

（2
6
）

る
。　

以
上
断
片
的
な
記
録
か
ら
だ
け
だ
が
、
中
世
期
も
南
北
朝
期
以
降
に
な
る
と
、
獅

子
頭
の
記
録
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
霊
山
に
依
拠
し
て
い
た
修

験
者
が
周
辺
に
散
在
し
、
地
域
の
武
士
層
と
直
接
交
流
を
持
ち
、
修
験
者
は
有
力
武

士
層
を
檀
那
と
す
る
こ
と
で
、
熊
野
や
羽
黒
へ
の
先
達
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
檀

那
の
家
々
の
安
泰
と
繁
栄
を
保
証
す
る
べ
く
、
牛
玉
宝
印
、
神
札
の
配
札
に
加
え
て
、

獅
子
頭
に
よ
る
悪
魔
祓
い
の
祈
祷
を
し
て
歩
く
よ
う
な
る
。

③
近
世
以
降
の
各
地
の
動
向

　
以
上
の

こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
こ
こ
か
ら
は
近
世
以
降
の
各
地
の
動
向
を
見
て
ゆ
く

こ
と
に
し
た
い
。
近
世
期
に
修
験
者
と
か
か
わ
る
芸
能
の
中
で
も
獅
子
舞
、
お
よ
び

権
現
舞
が
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
修
験
者
と
か
か
わ
っ
て
き
た
の
か
を
見
て
ゆ
く
。

そ
こ
で
近
世
期
に
お
け
る
藩
別
の
資
料
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
権
現
舞
」
ま
た
は
「
獅

子
舞
」
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
き
た
の
か
を
検
討
す
る
。

ま
た
「
番
楽
」
が
分
布
す
る
地
域
に
お
け
る
番
楽
（
広
い
意
味
で
の
神
楽
）
と
獅
子

舞
の
関
わ
り
も
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）
旧
南
部
藩
領
に
見
る
獅
子
舞
・
権
現
廻
し

　

は
じ
め
は
下
北
半
島
の
東
通
村
に
根
拠
を
置
い
て
近
世
期
に
活
躍
し
て
い
た
目
名

不
動
院

に
伝
わ
る
文
書
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
こ
こ
で
は
獅
子
舞
あ
る
い
は
権
現
廻
し

と
、
神
楽
と
い
う
表
現
が
分
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
い
う
場
面
で
獅
子
舞
（
権

現
舞
）
な
の
か
、
神
楽
な
の
か
に
注
目
し
て
み
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

（
1
）
『
奥
州
南
部
北
郡
田
名
部
目
名
村
不
動
院
』
文
書
よ
り

同
文
書
の
解
説
文
で
は
、
菅
江
真
澄
『
奥
の
て
ぶ
り
』
（
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
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正

月
一
三
日
）
の
項
を
引
用
し
て
い
る
。
コ
三
日
、
大
畑
で
は
目
名
の
優
婆
塞
が
、

三
年
に
一
度
行
わ
れ
る
獅
子
舞
と
言
う
神
楽
を
し
て
、
熊
野
神
社
の
お
札
を
掲
げ
、

笛
太
鼓
で
難
し
た
て
、
門
ご
と
に
巡
っ
て
歩
く
。
新
築
の
家
を
祝
う
た
め
に
、
獅
子

舞
が
む
れ
入
っ
て
祝
う
。
」
さ
ら
に
解
説
に
よ
れ
ば
、
「
東
通
村
目
名
の
神
明
宮
の
神

主

を
勤
め
る
菊
池
家
は
、
か
つ
て
は
熊
野
神
社
を
祭
る
不
動
院
と
称
す
る
熊
野
系
の

山
伏
だ
っ
た
。
『
霞
証
文
並
菊
池
先
祖
由
緒
下
書
控
』
に
よ
る
と
、
菊
池
家
は
三
代

目
ま
で
俗
別
当
で
、
四
代
目
か
ら
修
験
と
な
り
、
五
代
目
不
動
院
の
弘
治
元
年
二

五
五

五
）
か
ら
死
亡
年
月
日
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
亡
く

な
っ
た
一
一
代
目
三
光
院
の
と
き
に
羽
黒
派
か
ら
本
山
派
に
変
わ
っ
た
。

　
ま
た
横
浜
八
幡
宮
に
残
る
文
書
に
は
、
「
か
つ
て
熊
野
権
現
獅
子
頭
を
持
っ
て
い

た
の
は
、
目
名
の
不
動
院
と
横
浜
の
大
光
院
だ
け
だ
っ
た
。
田
名
部
の
吉
祥
坊
も

持
っ
て
い
た
が
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
岩
屋
村
に
売
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

後
田
名
部
で
は
獅
子
頭
再
建
を
本
山
派
惣
録
自
光
坊
に
願
い
出
て
、
明
和
六
年
二

七
六
九
）
に
許
可
が
出
た
。
」

　
目
名
の
不
動
院
か
ら
横
浜
大
光
院
所
持
の
能
面
一
八
面
を
田
名
部
五
ヶ
院
に
貸
し

て

ほ

し
い
と
の
依
頼
文
書
が
あ
る
。
こ
の
能
面
は
大
光
院
の
祖
先
の
大
通
院
（
一
六

四
六
～
七
三
）
が
求
め
た
も
の
で
、
貸
し
た
く
な
か
っ
た
が
、
断
る
わ
け
に
は
ゆ
か

ず
、
結
局
貸
し
出
し
た
。
」

　
以
下
で

は
同
文
書
の
中
か
ら
獅
子
舞
に
関
わ
る
資
料
を
抜
き
出
し
て
み
た
。

資
料
一

　
南
部
藩
惣
録
自
光
坊
（
下
北
地
域
の
年
行
事
で
も
あ
っ
た
）
か
ら
、
目
名
不
動
院

宛
て
に
出
さ
れ
た
法
頭
役
を
勤
め
る
為
の
霞
場
証
文
の
覚
え
で
あ
る
。

　
　
　
　

「
宝
永
年
中
（
一
七
〇
四
～
＝
）
、
神
事
、
祭
礼
、
湯
立
、
神
楽
、
遷

　
　
　
　
　
宮
御
祈
祷
の
法
頭
役
相
勤
」

資
料
二

　
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
書
か
れ
た
「
田
名
部
輪
中
惣
鎮
守
目
名
村
熊
野
山
大

権
現
宮
縁
記
別
当
世
代
由
緒
書
で
あ
る
。
年
中
行
事
の
中
に
神
楽
と
獅
子
頭
巡
幸
が

記
さ
れ
て
あ
る
部
分
を
抜
粋
し
た
。

　
　
　
　
「
正
月
　
七
日
　
歳
玉
神
事
諄
詞
四
季
唱
神
楽

　
　
　
　
五
月
　
五
日
　
神
楽
諄
詞
四
季
唱

　
　
　
　
六
月
二
〇
日
　
神
楽
諄
詞
四
季
唱

　
　
　
　
九
月
一
九
日
　
神
楽
諄
詞
四
季
唱

三
年
一
度
輪
中
氏
子
廻
獅
子
頭
神
事
相
巡
来
候
、
ー
、
、
」

資
料
三

　

明
和
六
年

抽
」

（
一
七
六

九
）
に
自
光
坊
か
ら
不
動
院
宛
て
に
出
さ
れ
た
「
獅
子
舞
書

「
田
名
部
獅
子
舞
旧
例
之
通
相
廻
り
申
度
候
段
任
旦
家
寄
依
通
可
申
者
也
」

資
料
四

　
嘉
永
二
年

状
之
事
」

（
一
八
四
九
）
に
自
光
坊
か
ら
不
動
院
宛
て
に
出
さ
れ
た
「
権
現
廻
免

「
田
名
部
権
現
再
拝
之
儀
者
、

専
ー
ー
、
」

資
料
五

　
「
浮
説
」
と
称
す
る
年
代
不
明
の
触
れ
。

測
で
き
る
。

旧
例
之
通
師
旦
和
合
ヲ
以
村
々
罷
通

多
分
自
光
坊
か
ら
出
さ
れ
た
文
書
と
推

「
其
方
支
配
修
験
の
者
共
所
持
致
居
候
獅
子
頭
を
俗
二
権
現
与
唱
、

村
方
祈
祷
之
為
ー
、
、
、

在
々

修
験
道
茂
手
広
き
義
太
神
楽
相
廻
し
候
カ
ワ
ラ
者
同
様
二
獅
子
頭
相
廻

し
、
、
、
、
、
」

　
こ
の
よ
う
に
目
名
不
動
院
文
書
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
宝
永
年
中
以
降
、
不
動

院
が
行
っ
て
き
た
宗
教
活
動
と
し
て
は
、
熊
野
大
権
現
宮
で
行
わ
れ
る
神
事
、
祭
礼

な
ど
で
は
湯
立
て
、
神
楽
を
行
い
、
四
季
の
祭
に
も
神
楽
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て

16



神田より子［東北地方における修験者と権現舞］

霞
の

村
々
を
廻
村
し
て
歩
く
際
に
は
、
獅
子
舞
、
権
現
廻
し
と
称
し
て
い
る
。
と
く

に
資
料
四
は
自
光
坊
か
ら
出
さ
れ
た
文
書
で
、
獅
子
舞
の
廻
村
に
も
年
行
事
の
許
可

が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
（
2
）
『
五
戸
多
門
院
文
書
』

　

こ
こ
で
は
青
森
県
五
戸
多
門
院
家
所
蔵
の
関
係
文
書
を
考
察
し
た
い
。
多
門
院
家

は

近
世
期
に
五
戸
地
方
の
年
行
事
職
を
勤
め
た
家
柄
で
、
本
山
派
修
験
で
あ
っ
た
。

多
門
院
は
前
述
し
た
京
都
の
坂
東
屋
富
松
が
聖
護
院
と
連
署
で
先
達
許
状
を
出
し
て

い

た
。
南
部
藩
惣
録
自
光
坊
の
配
下
に
あ
っ
た
上
記
の
目
名
不
動
院
（
三
光
院
と
も

言
う
）
と
、
五
戸
多
門
院
配
下
の
横
浜
三
光
院
は
霞
場
が
近
接
し
て
い
た
為
、
相
互

に
交
流
が
深
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
目
名
不
動
院
、
横
浜
大
光
院
、
及
び
そ
の
周
辺
の

修
験
者
と
、
獅
子
頭
に
よ
る
霞
場
を
巡
る
記
録
を
見
て
ゆ
く
。

資
料
一

　
　
　

＝
　
依
御
院
主
様
御
勇
健
二
可
被
成
様
尊
座
珍
重
大
悦
二
奉
存
候
、
御

　
　
　
　
両
役
様
方
御
勇
康
二
可
被
為
成
御
座
珍
重
奉
存
候

　
　
　
　
一
　
御
任
申
上
候
、
愛
之
宝
蔵
院
預
り
社
堂
大
破
之
処
、
氏
子
共
勤
及
兼

　
　
　
　
候
故
、
同
僧
よ
り
野
辺
地
領
触
頭
大
光
院
之
獅
子
舞
御
代
官
様
二
大
光
院

　
　
　
　
え
願
出
候
処
、
御
同
院
も
早
速
承
知
被
致
、
大
光
院
え
野
辺
地
領
之
御
同

　
　
　
　
行
も
二
三
人
大
光
院
召
連
、
愛
元
宝
蔵
院
被
参
候
処
こ
て
宝
蔵
院
願
出
ニ

　
　
　
　
ハ
不
仕
、
愛
元
御
代
官
井
御
下
役
・
御
町
検
断
所
え
ハ
大
光
院
之
願
出
致

　
　
　
　
候
ハ
・
、
［
］
之
役
人
之
申
分
二
、
宝
蔵
院
御
役
人
中
え
願
有
之
申
出

　
　
　
　
候
処
、
検
断
所
井
御
役
人
衆
共
に
被
申
候
二
は
、
触
頭
龍
蔵
院
を
以
御
代

　
　
　
　
官
渋
民
忠
右
衛
門
様
え
願
出
候
ハ
可
然
と
御
役
人
衆
も
被
申
候
二
付
、
私

　
　
　
　
よ
り
宝
蔵
院
え
及
相
談
二
候
て
ハ
三
光
院
え
も
聞
合
、
又
は
同
役
え
も
聞

　
　
　
　
合
候
ハ
・
可
然
と
同
院
聞
得
候
所
、
同
院
申
出
二
は
、
三
光
院
疾
と
相
談

　
　
　
　
致
所
ハ
、
三
光
院
も
和
合
之
趣
こ
て
、
三
光
院
よ
り
御
同
行
迄
大
光
院
え

　
　
　
　
か
し
く
れ
御
程
之
事
故
、
円
蔵
院
え
は
同
役
こ
て
も
聞
合
不
申
共
不
苦
候

　
　
　
　
趣
申
事
故
、
御
代
官
え
願
出
候
処
早
速
宝
鏡
院
被
仰
付
、
獅
子
舞
相
廻
候

　
　
　
　
処
、
在
々
こ
て
何
角
混
乱
等
も
有
之
事
故
、
若
御
本
山
え
同
役
井
三
宝
院

　
　
　
　

よ
り
何
ケ
躰
之
六
ケ
敷
き
事
申
上
候
て
は
私
之
［
］
法
二
相
成
可
申
哉
、

　
　
　
　
此
所
奉
任
上
候
、
三
光
院
獅
子
は
廻
ハ
西
、
北
廻
ハ
六
七
月
頃
、
借
又
東

　
　
　
　
通
ハ
三
月
よ
り
四
月
之
内
、
田
名
部
町
ハ
正
月
十
二
三
日
通
二
廻
り
申
候

　
　
　
　
故
、
三
光
院
之
御
決
杯
も
有
之
間
敷
故
之
事
も
夫
故
三
光
院
宝
鏡
院
御
相

　
　
　
　
談
二
奉
存
御
為
念
如
斯
申
上
候
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
寛
政
二
年
戌
ノ
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
蔵
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
蔵
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
光
坊
　
御
役
僧
中
」

　

こ
の
資
料
は
、
宝
蔵
院
の
社
堂
が
大
破
し
た
為
、
大
光
院
の
獅
子
を
借
り
て
勧
進

と
し
て
獅
子
舞
を
す
る
話
で
あ
る
。

資
料
二
（
全
文
は
註
（
2
8
）
を
参
照
）

　
「
当
年
は
熊
野
大
権
現
神
楽
舞
之
御
祈
祷
順
番
」
と
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
以
下

の

ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
部
分
が
興
味
深
い
。

「
内
々
こ
て
一
両
年
よ
り
野
辺
地
袋
町
若
者
共
手
作
獅
子
前
立
申
て
、
正

月
遊
ひ
二
舞
之
ま
ね
仕
、
米
餅
米
も
ら
い
候
、
右
銭
を
金
剛
院
へ
壱
貫
弐

貫
文
と
呉
れ
候
由
承
知
仕
候
得
共
、
不
存
体
仕
置
申
候
、
右
手
作
獅
子
を

宜
敷
大
工
二
き
ざ
ま
せ
、
表
通
御
尊
院
様
願
上
、
又
は
御
上
様
願
上
候
て

獅
子
舞
二
廻
心
得
と
相
見
申
候
、
何
分
田
名
部
在
ハ
村
々
沢
山
、
若
者
共

正
月
遊
び
村
々
廻
舞
之
ま
ね
仕
候
得
共
、
其
村
々
の
別
当
共
か
・
わ
り
不

申
候
、
目
名
村
・
田
名
部
両
所
斗
御
座
候
、
野
辺
地
井
七
戸
在
・
五
戸
在

　
　
　
　
相
廻
候
心
得
之
由
、
内
訳
之
者
よ
り
野
辺
地
表
二
て
承
申
候
、
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
四

月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
光
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
門
院
尊
様
　
上
」

　

こ
れ
は
、
前
述
の
目
名
不
動
院
文
書
の
解
説
と
共
通
す
る
内
容
で
、
「
当
年
は
熊

野
大
権
現
神
楽
舞
之
御
祈
祷
順
番
」
で
あ
る
と
い
う
。
後
半
の
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
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部
分

は
、
地
域
の
若
者
た
ち
と
修
験
者
、
あ
る
い
は
修
験
者
同
士
の
獅
子
舞
を
巡
っ

て

の
混
乱
が
記

さ
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

資
料
三

　
　
　

「
口

上
覚

　
　
　
　
一
　
此
の
度
修
験
道
為
御
披
二
獅
子
舞
執
行
被
仰
付
、
重
畳
難
有
仕
合
二

　
　
　
　
　
奉
存
候
、
右
為
御
請
け
書
申
上
　
候
　
已
上

　
　
　
　
　
　
子
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

戸
田
子
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
梅
内
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
相
内
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
戸
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
重
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
市
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
越
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

漆
水
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
崎
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
辺
地
横
浜
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
子
七
月
　
　
多
門
院
御
房

　
前
書
之
通
同
行
共
奉
申
上
候
、

　
　
　
　
　
　
子
七
月
　
　
　
　
　
　
　
五
戸
年
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
光
坊
御
房
」

　
こ
れ
は
獅
子
舞
執
行
の
口
上
書
で
、

し
て
、

の
惣
録
で
あ
っ
た
自
光
坊
に
提
出
し
て
い
る
。

大
法
院

慈
慶
院

大
学
院

実
法
院

正
光
院

法
正
院

常
楽
院

長
円
坊

善
学
院

文
殊
院

大
光
院

組
合
中

此
旨
御
序
之
砲
宜
被
仰
上
被
下
度
奉
頼
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
門
院

巳
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
戸
か
ら
野
辺
地
に
至
る
修
験
者
達
が
連
署

そ
れ
に
年
行
事
で
あ
る
多
門
院
が
添
え
状
を
付
け
、
南
部
藩
に
お
け
る
修
験

資
料
四

資
料
五

「乍
恐
御
請
奉
申
上
候
事

此
度
社
風
神
楽
之
内
獅
子
舞
御
免
被
仰
付
、
難
有
御
請
奉
申
上
候

　
文
政
十
三
年
七
月
　
　
　
　
　
　
五
戸
　
実
法
院
　
（
判
）

　
　
　
　
　
　
多
門
院
　
御
房
」

以
上

　
　
　
　
「
乍
恐
御
請
奉
申
上
候
事

　
　
　
　
此
度
社
風
神
楽
之
内
獅
子
舞
御
免
被
仰
付
、
難
有
御
請
奉
申
上
候
　
已
上

　
　
　
　
　
文
政
十
三
年
七
月
　
　
　
　
　
　
添
水
村
　
長
圓
坊
　
（
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
門
院
　
御
房
」

　
資
料
四
と
五
は
同
様
の
内
容
だ
が
、
「
社
風
神
楽
の
内
獅
子
舞
」
と
い
う
表
現
が

あ
る
。
多
門
院
配
下
の
修
験
者
達
が
提
出
し
て
い
る
書
類
だ
か
ら
修
験
が
中
心
と
な

り
、
あ
る
い
は
組
織
を
し
て
演
じ
て
い
た
権
現
舞
で
あ
り
、
神
楽
だ
っ
た
は
ず
の
も

の

で

あ
る
。
そ
れ
が
「
社
風
神
楽
の
獅
子
舞
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
藩

主

の

神
道
好
み
が
背
景
に
あ
っ
た
。
南
部
藩
三
六
代
藩
主
南
部
利
敬
は
、
寛
政
三
年

（
一
七

九
一
）
に
吉
田
家
が
江
戸
に
関
東
役
所
を
設
け
た
時
期
頃
に
そ
の
影
響
を
受
け
、

文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
は
自
ら
吉
田
家
に
入
門
し
、
神
祇
道
の
伝
授
を
受
け
、

文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
に
は
領
内
に
「
修
験
道
相
止
め
、
神
祇
道
を
信
仰
す
べ

し
」
と
い
う
達
し
を
出
し
た
。
南
部
藩
で
は
神
仏
分
離
令
や
修
験
道
廃
止
令
が
前
倒

し
に
や
っ
て
き
た
よ
う
な
も
の
で
、
領
内
の
多
く
の
修
験
寺
院
は
神
道
化
し
た
。

も
つ
と
も
こ
れ
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
利
敬
の
死
後
、
後
継
の
藩
主
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

暫
時
元
に
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
（
3
）
黒
森
権
現
廻
村
の
騒
動
記

　
岩
手
県
宮
古
市
黒
森
神
楽
は
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
ー
六
四
）
以
降
、
陸
中
沿
岸

地
方
の
修
験
者
か
ら
数
多
く
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
、
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

黒
森
神
楽
が
現
在
に
至
る
ま
で
黒
森
権
現
社
別
当
の
霞
の
範
囲
を
超
え
て
、
北
上
山
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系
の
東
側
の
陸
中
沿
岸
地
方
の
、
北
は
入
戸
藩
と
の
境
、
南
は
伊
達
藩
と
の
境
ま
で

南
部
藩
領
域
を
権
現
獅
子
頭
を
携
え
て
神
楽
の
廻
村
に
歩
い
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
騒
動
の
前
史
と
し
て
、
元
禄
元
年
（
一
六
入
八
）
に
起
こ
っ
た
修
験
安
楽
院

を
巡
る
騒
動
の
中
で
、
安
楽
院
が
全
面
的
に
敗
訴
と
な
り
、
そ
れ
と
の
関
連
で
黒
森

別
当
は
藩
か
ら
「
権
現
廻
し
の
こ
と
妨
害
な
き
こ
と
」
（
資
料
四
参
照
）
と
い
う
お

墨
付
き
を
得
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
盾
に
上
記
の
騒
動
も
含
め
、
こ
れ
以
降
さ
ま
ざ
ま

な
訴
訟
に
勝
ち
抜
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
陸
中
沿
岸
地
方
に
起
こ
っ
た
黒
森
権
現
の
廻
村
に
関
わ
る
騒
動

を
取
り
上
げ
、
権
現
の
廻
村
と
神
楽
に
つ
い
て
の
資
料
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
資
料
一
か
ら
三
は
、
八
木
沢
村
、
赤
前
村
、
長
沢
村
の
旧
修
験
家
に
伝
わ
る
も
の

で
、
黒
森
別
当
の
権
現
廻
村
に
対
し
て
反
対
運
動
の
先
頭
に
立
っ
た
修
験
者
の
側
の

文
書
で
あ
る
。
資
料
四
と
五
は
黒
森
別
当
側
の
文
書
で
、
資
料
六
は
南
部
藩
の
役
所

　
　
　
　
　
（
3
0
）

の
文
書
で
あ
る
。

資
料
一

　
宮
古
市
八
木
沢
「
入
木
沢
時
雄
家
文
書
」
よ
り

　
　
　
　
「
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
二
月
二
二
日
、
黒
森
権
現
廻
村
の
騒
動
に
つ

　
　
　
　
き
お
尋
ね
あ
り
、
お
答
え
書
き
」

資
料
二

　
宮
古
市
赤
前
「
米
沢
久
夫
家
文
書
」
よ
り

　
　
　
　
「
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
六
月
一
三
日
、
黒
森
権
現
廻
村
の
騒
動
力
」

　
　
　
　
「
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
一
二
月
一
八
日
、
黒
森
権
現
廻
村
騒
動
の

　
　
　
　
こ
と
」

資
料
三

　
宮
古
市
長
沢
「
佐
々
木
賢
次
郎
家
文
書
」
よ
り

　
　
　
　
「
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
九
月
、
山
口
村
黒
森
別
当
権
現
廻
し
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
霞
内
百
姓
お
答
」

資
料
四

　
宮
古
市
黒
森
「
川
原
田
行
雄
家
文
書
」
川
原
田
家
は
黒
森
権
現
社
の
俗
別
当
だ
っ

た
。　

　
　
　
「
御
本
紙
　
　
　
　
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
部
信
濃
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
五
郎
」

　
　
　
　
　
元
禄
元
年
力

　
　
　
　
「
（
年
代
な
し
）
＝
月
二
七
日
、
安
楽
院
騒
動
の
結
果
、
権
現
廻
し
の
こ

　
　
　
　
と
妨
害
な
き
こ
と
」

　
南
部
藩
内
で
は
、
修
験
安
楽
院
を
巡
る
騒
動
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
安
楽
院
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
一
一
月
二
七
日
に
全
面
的
に
敗
訴
と
な
っ
た
。
こ
の
騒
動

に
は
黒
森
別
当
小
五
郎
も
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
が
こ
の
資
料
四
の
文
書
で
あ

る
。
こ
の
資
料
か
ら
、
元
禄
元
年
当
時
黒
森
神
楽
が
す
で
に
廻
村
し
て
い
た
こ
と
が

知
れ
る
。
こ
の
辺
り
の
訴
訟
に
関
し
て
は
以
下
の
記
録
が
あ
る
。

資
料
五

　
　
　
　
「
宝
暦
八
年
　
宮
古
黒
森
山
　
三
閉
伊
村
所
附
帳
　
獅
子
舞
廻
し
方
　
寅

　
　
　
　
ノ
三
月
」
（
宮
古
市
中
沢
与
一
家
文
書
）

　
　
　
　
「
乍
恐
奉
願
上
候
事

拙
者
預
黒
森
権
現
、
往
古
よ
り
三
閉
伊
南
北
隔
年
為
御
祈
祷
権
現
奉
守
相

廻
、
拙
者
別
当
職
相
蒙
只
今
迄
隔
年
無
相
違
相
廻
罷
在
候
、
然
所
去
年
十

月
、
前
例
之
通
北
通
相
廻
候
処
、
宮
古
御
代
官
所
赤
前
村
真
祥
院
鰯
下
之

山
伏
共
、
罷
通
筋
於
処
々
致
難
渋
候
へ
共
、
右
申
上
候
通
、
往
古
よ
り
拙

代
迄
無
相
違
相
廻
り
候
事
故
、
右
之
筋
山
伏
共
為
申
知
罷
通
、
殊
二
南
北

三

閉
伊
之
者
共
往
古
よ
り
帰
依
仕
候
事
故
、
権
現
奉
守
罷
通
候
儀
は
兼
て

承
知
仕
居
候
故
、
其
醐
は
権
現
御
宿
等
迄
於
三
閉
伊
前
々
よ
り
相
定
居
候

様
二
御
座
候
所
、
去
々
年
十
月
右
申
上
候
通
於
所
々
山
伏
共
指
支
申
候
事

故
、
権
現
御
宿
等
迄
指
支
有
之
候
様
罷
成
候
、
往
古
よ
り
無
相
違
罷
通
候

趣
山
伏
共
為
申
知
候
得
共
、
不
得
止
事
致
難
渋
、
同
所
代
官
所
之
内
中
嶋
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村
ト
申
所
罷
通
候
節
、
善
行
院
ト
申
候
山
伏
罷
通
候
支
申
候
儀
二
付
、
此

　
　
　
　
所
は
罷
通
候
へ
共
家
別
二
は
相
廻
兼
、
余
村
へ
相
廻
罷
帰
候
、
依
之
奉
願

　
　
　
　
上
候
儀
恐
多
奉
存
候
得
共
、
拙
者
儀
は
右
三
閉
伊
南
北
壱
箇
年
置
家
別
権

　
　
　
　
現
奉
守
、
得
志
之
助
成
罷
仕
候
、
然
処
右
申
上
候
通
御
座
候
得
は
、
此
以

　
　
　
　
後
相
廻
候
節
従
　
御
上
様
御
書
付
二
て
も
頂
戴
不
仕
候
へ
て
は
、
此
御
節

　
　
　
　
こ
も
御
座
候
間
、
猶
又
難
渋
申
掛
、
古
来
よ
り
相
廻
候
処
指
支
可
仕
ト
奉

　
　
　
　
存
候
二
付
、
恐
多
奉
存
候
得
共
以
御
慈
悲
ノ
御
了
簡
以
後
罷
通
候
節
山
伏

　
　
　
　
共
難
渋
不
仕
候
様
二
成
共
右
御
書
付
成
共
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
願
之

　
　
　
　
通
被
成
下
候
ハ
・
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
趣
宜
被
仰
上
被
下
度
奉
願
上

　
　
　
　
候
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
森
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
重
郎
　
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
福
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
丈
様
（
以
下
略
　
注
（
2
9
）
を
参
照
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

資
料
六
　
「
黒
森
権
現
書
留
」
（
盛
岡
市
中
央
公
民
館
蔵
）

　
以
下

は
黒
森
別
当
に
対
し
地
域
修
験
者
四
三
人
の
連
判
状
の
訴
え
で
あ
る
。

「

宮
古
代
官
領
山
口
村
黒
森
権
現
別
当

小

十
郎
出
入
二
付
本
文
願
書

御
尋
答
書
井
霞
旦
那
場
主
印
形

書

付

諸

目
録
書
留
覚
外
四
拾

三

人

連

判
状
横
書
こ
て
壱
通
添
」

「乍
恐
以
口
上
書
を
御
答
申
上
候
事

一　

宮
古
御
代
官
所
之
内
山
口
村
黒
森
別
当
、
権
現
廻
往
古
よ
り
拙
僧
霞

場
之
内
相
通
申
候
義
無
御
座
候
、
尤
国
懸
ケ
権
現
廻
二
相
　
　
出
候
由
申

立
願
出
候
二
付
及
挨
拶
候
得
は
、
樽
等
持
参
達
て
無
心
申
事
故
、
拙
僧
霞

　
　
　
　
場
之
内
崎
山
村
壱
ケ
村
よ
り
外
ハ
相
通
不
　
　
申
候
、
尤
旧
例
と
御
座
候

　
　
　
　
得
て
霞
場
不
残
、
此
末
新
法
二
相
通
申
義
成
兼
候
、
此
段
宜
被
仰
上
被
下

　
　
　
　
度
奉
頼
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
宝
暦
八
年
寅
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
代
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
宝
院
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
閉
伊
年
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿
量
坊
御
房
」

　
こ
れ
は
田
代
村
大
宝
院
の
答
え
だ
が
、
訴
状
に
は
四
三
人
そ
れ
ぞ
れ
の
答
え
の
文

章
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
地
域
の
修
験
者
達
が
黒
森
権
現
別
当
に
対
し
て
問

題

に
し
て
い
る
の
は
、
神
楽
で
は
な
く
、
権
現
廻
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の

違

い

は
、
地
域
に
残
る
村
々
の
神
楽
の
廻
村
の
記
録
と
比
較
し
て
み
る
と
わ
か
る
。

そ
の
あ
た
り
を
以
下
の
資
料
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。

　
（
4
）
閉
伊
地
方
の
神
楽
の
記
録

　

こ
こ
に
掲
載
す
る
の
は
在
地
の
修
験
者
や
神
楽
衆
が
使
っ
て
い
た
資
料
「
神
楽
廻

村
帳
」
で
あ
る
。

資
料
一

　
　
　
　
「
延
享
三
年
神
楽
振
廻
覚
帳
丙
寅
十
一
月
十
一
日
　
末
前
村
金
四

　
　
　
　
郎
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
　
　
「
田
老
町
末
前
　
西
野
家
文
書
」

丙

　
　
延
享
三
年
末
前
村

　
　
　
神
楽
振
廻
覚
帳

寅
　
　
十
一
月
十
一
日
　
金
四
郎

（横
帳
）
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＝

百
文

　
（
精
米
力
）

　

精

五
升

一
四
百
文

　

同
七
升

　

そ
は
壱
升
　
大
舛
二
て

一
弐
百
文

　

し
た
み
五
升

末
前

同同

　

こ
れ
は
黒
森
神
楽
の
廻
村
の
記
録
で
は
な
く
、
田
老
村
大
正
院
、

の

霞
場
を
廻
村
し
て
い
た
末
前
村
金
四
郎
の
記
録
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
権
現
」
の
名
称
で
は
な
く
、
「
神
楽
振
廻
覚
帳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

廻
」
し
て
い
る
の
は
獅
子
頭
な
の
だ
が
、
神
楽
の
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

資
料
二
　
「
佐
々
木
賢
次
郎
家
文
書
」

　

こ
の
資
料
は
「
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
＝
月
一
七
日
、
新
山
、
稲
荷
、
織
僧

三
社
祈
祭
帳
」
で
あ
る
。
神
楽
宿
を
舞
い
立
つ
儀
礼
、
門
獅
子
が
み
え
る
。
こ
の
資

料
の
中
に
は
「
榊
葉
」
な
ど
神
楽
の
演
目
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
多
分
新
築
の
家
で

頼
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
権
現
舞
だ
け
で
は
な
く
、
「
神

楽
廻
村
帳
」
だ
と
わ
か
る
。

半
三
郎
殿

御
内
儀
よ
り

金
右
衛
門
殿

御
内
儀
よ
り

右
同
断

市
左
衛
門
殿

御
内
儀
よ
り
（
以
下
略
）
」

　
　
　
　
田
代
村
大
宝
院

　
資
料
に
見
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
「
振

織稲新
僧荷山

元
治
元
年

三
社
祈
祭
帳

十
一
月
十
七
日

「

百
文

圏

別
当

御
屋
敷

資
料
三

拾
三
文
門
獅
子

御
墓

御
新
山

一
二
百
文

拾
三
文

一
百
文

一
百
文

一
五
十
文

一
三

拾
文

舞
人

十
一
月
十
七
日

〆
六
百
文

田
鎖
伝
兵
衛
様

鍛
冶
屋
神

大

川
斉
宮
殿

花
館
義
兵
衛
様

船
越
民
弥
様

源
内
殿

　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
太
郎

　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榊
葉

　
一
三
拾
文
　
　
　
　
　
　
　
　
重
弥
殿

　
一
五
拾
文
　
　
　
　
　
　
　
勝
見
殿

　
　
（
以
下
省
略
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

「
山
田
町
豊
間
根
芳
賀
泰
雄
家
文
書
」

「文
化
十
三
年
八
月
五
日

一
筆
致
啓
上
候
、
残
暑
甚
敷
候
得
共
、
各
様
弥
御
堅
固
珍
重
奉
存
候

一　

去
年
御
断
申
候
通
其
御
村
三
ケ
村
霞
場
威
徳
院
無
調
法
之
儀
数
多
有

之
隠
居
申
付
、
霞
場
取
上
ケ
置
候
二
付
、
拙
僧
名
代
と
し
て
其
御
村
林
泉

坊
え
当
分
預
ケ
置
、
霞
旦
用
相
勤
候
様
申
付
置
候
処
、
此
度
社
風
神
楽
・

獅
子
舞
・
祈
祭
之
義
奉
願
上
候
処
、
御
慈
悲
之
御
憐
慰
を
以
願
之
通
被
仰

付
、
一
統
難
有
仕
合
奉
存
候
、
依
之
村
数
旦
家
軒
数
書
上
候
様
御
領
内
中

被
仰
付
、
三
閉
伊
ハ
拙
僧
不
残
書
上
差
上
候
、
其
御
村
三
ケ
村
之
義
ハ
大

21



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第142集2008年3月

徳
寺
大
徳
院
、
同
林
泉
坊
両
人
え
預
ケ
置
候
旨
御
上
様
え
書
上
相
済
候
間
、

当
年
よ
り
獅
子
舞
・
祈
祭
之
義
、
外
霞
旦
用
之
儀
両
人
よ
り
相
勤
可
申
間
、

不
相
替
御
添
心
被
下
、
御
ケ
条
之
通
諸
事
両
人
内
え
被
仰
聞
相
勤
候
様
被

成
可
被
下
、
何
分
頼
上
候
、
右
御
断
可
得
御
意
如
此
御
座
候
　
以
上

　
　
　
　
文
化
十
三
年
子
八
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
閉
伊
年
行
事
　
寿
松
院

豊
間
根
村
肝
煎

同
村
老
名

同同同同同同同同石
峠
村

勘
五
郎
　
様

作
兵
衛

様

六
兵
衛
　
様

助
六
　
　
様

平
右
衛
門
様

喜
右
衛
門
様

甚
助
　
　
様

与
兵
衛
　
様

三
之

丞
　
様

左
太
六
　
様

市
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
尚
以
湯
立
之
義
ハ
兼
て
稠
敷
御
差
留
被
仰
付
置
候
間
、
決
て
御
頼
合

　
　
　
　
　
被
成
候
事
御
相
可
被
下
候
　
已
上
」

　

こ
の
資
料
は
、
「
文
化
一
三
年
（
一
入
一
六
）
八
月
五
日
、
不
調
法
に
よ
り
三
ヶ

村
の

霞
場
取
り
上
げ
、
年
行
事
名
代
と
し
て
預
け
の
神
楽
、
獅
子
舞
、
祈
祭
願
い
の

通

り
仰
せ
附
け
ら
れ
る
。
但
し
湯
立
て
は
厳
禁
の
こ
と
、
村
役
に
通
知
」
す
る
と
い

う
内
容
で
、
こ
こ
に
も
「
社
風
神
楽
」
と
記
載
さ
れ
、
前
述
の
多
門
院
文
書
に
も
あ

る
通
り
、
こ
の
時
代
に
は
南
部
藩
で
は
神
道
風
の
社
風
神
楽
と
称
し
て
い
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

資
料
四
「
山
田
町
豊
間
根
　
芳
賀
泰
雄
家
文
書
」

　

こ
の
資
料
は
「
白
山
妙
利
大
権
現
祈
祭
帳
」
と
称
す
る
が
、
神
楽
の
廻
村
覚
帳
で

あ
る
。

白

安
政
五
年

山

妙
理
大
権
現
祈
祭
帳

午
十
一
月
廿
五
日

資
料
五

＝
百
文
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
間
根
富
蔵

　
一
百
文
　
　
　
　
　
　
　
　
肝
入
　
文
平

　
一
百
文
　
　
　
　
　
舞
入
　
豊
間
根
新
蔵

　
一
弐
貫
弐
百
文
　
　
榊
葉
　
伊
之
助

　
　
十
一
月
廿
五
日

　
　
〆
三
貫
弐
百
文
　
　
　
　
新
蔵
宿

　
一
百
文
　
　
　
　
　
舞
立

　
一
百
文
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人

　
（
以
下
省
略
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

「
山
田
町
豊
間
根
　
芳
賀
泰
雄
家
文
書
」

　
（
年
代
不
詳
）
十
二
月

「

一一

覚

寺
社
奉
行
・
町
奉
行
被
召
放

寺
社
奉
行
・
町
奉
行
兼
帯
被

　
　
十
二
月

仰
付

年
寄
役
僧
乙
部
村
　
　
宝
明
院
御
房

浅
右
衛
門

安
村
順
左
衛
門

寿
松
院
　
役
所
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役
僧
豊
間
根
村

同
役
牛
伏
村

役
僧
加
ひ
岩
泉
村

同
見
習
牛
伏
村

同
派

（中
略
）

近
年
両
派
修
験
宗
、

成
学
院
御
房

了
珠
院
御
房

弥
勒
院
御
房

成
就
院
御
房

惣
支
配
衆
中

一　
　
　
　
　
　
　
　
権
現
舞
子
乱
二
相
成
、
心
得
違
こ
て
神
職
之

方
え
も
隠
密
二
相
交
り
加
舞
致
　
候
様
こ
も
相
聞
得
、
修
験
宗
法
道
相

背
不
玲
之
至
二
候
、
修
験
宗
は
不
及
申
二
、
俗
舞
子
共
二
以
来
右
　
様

心
得
違
二
て
は
役
僧
井
前
々
よ
り
預
置
候
霞
旦
那
場
主
井
其
舞
子
之
師

匠
を
以
急
度
吟
味
、
其
御
筋
　
え
奉
願
上
、
心
得
違
乱
之
者
申
付
方
有

之

候
、
以
来
年
々
修
験
舞
子
井
俗
舞
子
師
匠
弟
子
名
前
共
二
帳
　
面
二

相
調
、
心
得
違
無
之
た
め
急
度
為
差
出
可
被
申
候
　
以
上

（以
下
略
）
　
」

　
以
上
見
て

き
た
よ
う
に
、
黒
森
権
現
社
の
別
当
が
獅
子
頭
を
権
現
獅
子
と
称
し
て

廻
村
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
獅
子
舞
」
あ
る
い
は
「
権
現
廻
し
」

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
獅
子
頭
を
用
い
て
の
祈
祷
に
そ
の
重
き

を
置
い
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
黒
森
別
当
に
と
っ
て
も
、
或
い
は
黒
森
別
当
に
対
し

て

訴
訟
を
挑
ん
だ
三
閉
伊
地
方
の
修
験
者
に
と
っ
て
も
重
要
だ
っ
た
こ
と
の
表
れ
な

の

で

あ
ろ
う
。
前
述
し
た
目
名
村
不
動
院
文
書
で
も
、
五
戸
多
門
院
文
書
で
も
、
そ

の

文
書
の
中
心
は
権
現
獅
子
頭
に
関
す
る
訴
え
が
主
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
修

験
者
た
ち
が
依
拠
し
て
き
た
神
社
（
権
現
社
）
の
神
霊
を
獅
子
頭
に
降
臨
さ
せ
、
神
々

の
象
徴
と
し
て
獅
子
頭
を
振
り
廻
し
、
祈
祷
を
し
て
歩
く
こ
と
が
、
彼
ら
の
宗
教
活

動
の
重
要

な
一
環
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
い
て
は
大
き
な
収
入
源
で
も
あ
つ

た
か
ら
だ
。
か
つ
て
資
料
四
も
含
め
て
「
神
楽
の
経
済
学
－
陸
中
沿
岸
地
方
の
神
楽

資
料
か
ら
ー
」
と
い
う
論
文
を
書
き
、
豊
間
根
村
威
徳
院
家
の
神
楽
資
料
を
分
析
し

　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
修
験
威
徳
院
は
、
別
当
と
し
て
獅
子
頭
を
用
い
た
門

打
ち
の
収
入
の
三
分
の
二
を
得
て
、
神
楽
の
花
銭
は
権
現
様
分
と
し
て
別
当
は
二
人

分
を
取
り
、
そ
の
残
り
を
一
〇
人
程
度
の
神
楽
衆
で
分
配
し
て
い
た
。
全
体
か
ら
見

る
と
別
当
の
取
り
分
は
三
分
の
二
に
も
当
た
り
、
ま
さ
し
く
搾
取
状
態
だ
っ
た
。
し

か

し
こ
れ
が
搾
取
で
な
い
の
は
、
獅
子
頭
を
権
現
様
と
称
し
て
霞
場
を
宗
教
活
動
を

す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
が
修
験
者
だ
っ
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
陸
中
沿

岸
地
方
の
修
験
者
は
黒
森
権
現
社
別
当
に
対
し
て
数
多
く
の
訴
訟
を
行
っ
た
。
そ
れ

は

彼
ら
の
宗
教
的
な
活
動
の
場
を
守
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
活
動
と
も
結
び

つ
い

た
死
活
問
題
だ
っ
た
か
ら
だ
。

（
二
）
番
楽
伝
承
地
域
と
修
験
者

　
秋

田
県
で
も
山
形
県
で
も
番
楽
の
こ
と
を
獅
子
舞
と
称
す
る
地
域
は
多
い
。
本
田

安
次
氏
も
「
番
楽
を
獅
子
舞
と
も
呼
ぶ
の
は
、
獅
子
の
舞
が
重
く
見
ら
れ
て
い
る
故

　
　
（
3
9
）

で
あ
り
、
、
、
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
言
う
こ
と
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
権
現
舞
と
称

し
て
い
る
獅
子
舞
分
布
地
帯
と
同
じ
よ
う
に
、
獅
子
舞
に
よ
る
祈
祷
を
重
く
見
る
故

の
名
称
で
あ
る
と
、
番
楽
地
帯
に
も
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
番
楽
地
帯
に

つ
い
て

獅
子
舞
と
修
験
者
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
き
た
い
。

　
（
1
）
番
楽
と
獅
子
舞

　
番
楽
と
称
す
る
芸
能
は
秋
田
・
山
形
両
県
に
ま
た
が
る
鳥
海
山
麓
、
秋
田
太
平
山

お

よ
び
仙
北
方
面
、
秋
田
西
北
部
の
八
郎
潟
周
辺
に
分
布
し
て
い
る
。
山
形
県
遊
佐

町
の

鳥
海
山
麓
に
あ
る
熊
野
堂
の
杉
沢
比
山
は
、
昭
和
五
年
に
折
ロ
信
夫
、
小
寺
融

吉
そ
し
て
本
田
安
次
が
訪
れ
、
早
池
峰
山
麓
の
岳
神
楽
と
と
も
に
本
田
の
大
著
『
山

伏
神
楽
・
番
楽
』
を
書
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　
番
楽
の
名
称
は
『
佐
竹
南
家
御
日
記
』
の
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
八
月
二
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

の
条
に
、
「
ば
ん
が
く
御
上
覧
被
遊
候
」
と
あ
り
、
一
七
世
紀
後
半
に
は
「
ば
ん
が
く
」

が
藩
主
の
上
覧
に
供
せ
ら
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
同
一
四
年
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（
一
七
〇

二

六
月
二
六
日
の
条
に
、
「
三
浦
庄
左
衛
門
罷
出
申
上
候
ハ
御
伊
勢
別
堂

申
立
候
毎
年
之
通
今
日
於
御
伊
世
堂
二
湯
立
仕
候
弥
一
両
日
中
よ
り
前
度
之
通
同
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

市
町
共
二
し
・
廻
し
申
度
候
其
成
申
上
候
由
申
二
付
雨
谷
主
水
二
申
渡
候
事
」
と
あ

り
、
伊
勢
堂
の
別
当
が
湯
立
て
の
後
で
、
町
中
で
獅
子
を
廻
し
歩
い
て
い
た
。
こ
こ

に
出
て
く
る
「
ば
ん
が
く
」
と
、
「
し
し
廻
し
」
が
同
じ
グ
ル
ー
プ
な
の
か
は
不
明

だ

が
、
こ
の
「
し
し
廻
し
」
は
権
現
舞
と
共
通
し
た
祈
祷
儀
礼
の
要
素
が
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　
菅
江
真
澄
が
文
化
五
年
（
一
八
〇
九
）
に
八
郎
潟
東
岸
の
村
里
を
巡
遊
し
た
折
の

　
　
　
ひ
な
の
あ
そ
び

日
記
『
夷
舎
奴
安
装
碑
』
に
「
又
番
楽
舞
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
、
修
験
者
の
も
は
ら

し
け
り
。
ほ
ふ
り
、
み
や
つ
（
こ
1
1
脱
）
も
舞
け
る
里
も
あ
り
け
り
。
陸
奥
の
胆
沢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
カ
ノ
ブ

磐
井
、
桃
生
に
在
り
て
は
神
楽
と
い
ひ
、
糠
部
の
郡
に
て
は
能
舞
と
い
ひ
、
こ
の
飽

　
　
　
ブ
キ
ョ
ク

田
に
て
は
舞
曲
と
も
は
ら
い
へ
り
（
以
下
略
）
」
と
あ
り
、
当
時
番
楽
や
盆
踊
り
が

盛
ん
だ

っ

た
当
地
の
様
子
を
詳
し
く
書
き
と
ど
め
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
番
楽
は
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

験
者
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

　
現
在
の
番
楽
か
ら
は
山
伏
神
楽
ほ
ど
に
獅
子
舞
の
宗
教
的
優
位
性
は
見
え
て
こ
な

い
。
し
か
し
前
述
の
本
田
が
挙
げ
た
事
例
と
同
じ
よ
う
に
、
高
山
茂
も
鳥
海
山
麓
矢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

嶋
修
験
一
八
坊
と
獅
子
舞
の
関
わ
り
の
深
さ
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
鳥

海
山
麓
一
帯
の
状
況
を
関
係
資
料
か
ら
見
て
み
た
い
。

　
（
2
）
鳥
海
山
麓
修
験
と
獅
子
舞

　
鳥
海
山
麓
に
は
秋
田
県
側
に
矢
島
、
院
内
、
滝
沢
、
小
滝
、
山
形
県
側
に
吹
浦
、

蕨

岡
の
修
験
集
落
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
活
動
と
そ
れ
に
伴
う
芸
能
活
動
を
行

な
っ
て
き
た
。
修
験
者
と
獅
子
舞
の
関
わ
り
は
深
い
が
、
後
に
述
べ
る
矢
島
以
外
で

は
直
接
番
楽
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
に
、
な
か
な
か
見
え
に
く
く

な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
近
世
期
に
お
け
る
政
治
、
宗
教
政

策
の
動
き
を
押
さ
え
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
状
況
を
近
世
初
期
の
幕
府
の
修
験

道
各
派
に
対
す
る
政
策
か
ら
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
鳥
海
山
麓
の
修
験
の
あ
り
方
を

も
規
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
幕
府
は
慶
長
一
入
年
（
一
六
＝
二
）
に
当
山
本
山
各
別
、
対
真
言
宗
入
峰
役
銭
禁

止
の

二

つ
を
柱
と
し
た
修
験
法
度
を
出
し
、
修
験
道
界
を
本
山
派
・
当
山
派
に
二
分

さ
せ
双
方
筋
目
支
配
の
形
を
と
ら
せ
て
競
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
脅
威
を
感

じ
た
羽
黒
山
の
天
宥
は
羽
黒
一
山
を
天
台
宗
に
改
宗
し
て
輪
王
寺
末
と
し
て
羽
黒
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

の
独
立
を
勝
ち
取
り
、
羽
黒
山
上
に
東
照
宮
を
勧
請
し
た
。

　

こ
う
し
た
政
策
が
施
工
さ
れ
た
結
果
、
羽
黒
は
配
下
の
修
験
の
統
制
に
乗
り
出
す

よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
矢
島
も
含
め
て
鳥
海
山
麓
の
修
験
集
落
は
、
近
世
初
期
に

羽
黒

山
が
天
台
宗
に
帰
入
し
て
羽
黒
派
の
独
立
を
勝
ち
取
る
ま
で
、
羽
黒
山
と
の
緩

や

か

な
関
係
を
保
ち
、
修
行
方
式
や
年
中
行
事
に
は
そ
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
た
。

鳥
海
山
麓
の
修
験
者
は
こ
の
後
羽
黒
に
抵
抗
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
道
を
歩
む
よ
う

に
な
り
、
蕨
岡
、
小
滝
、
矢
島
の
各
登
山
口
の
修
験
者
は
当
山
派
醍
醐
三
宝
院
末
と

な
っ
た
。

　

こ
の
こ
ろ
醍
醐
三
宝
院
は
当
山
十
二
正
大
先
達
衆
に
対
抗
し
て
、
諸
国
山
伏
を
直

接
支
配
し
、
補
任
、
諸
方
式
、
諸
法
度
の
制
定
、
公
事
の
沙
汰
な
ど
も
す
べ
て
江
戸

鳳
閣
寺
で
行
な
う
よ
う
に
な
る
。
ま
た
当
時
当
山
派
に
は
別
派
と
し
て
伊
勢
方
、
熊

野
方
、
地
客
方
と
い
う
三
派
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
の
地
客
方
と
い
う
の
は
、
地

方
の
国
峰
、
国
先
達
に
所
属
し
て
、
そ
こ
か
ら
補
任
状
を
受
け
て
昇
進
す
る
修
験
を

指

し
て
い
た
が
、
享
和
二
年
（
一
入
〇
二
）
以
降
は
、
出
羽
国
の
鳥
海
山
と
金
峰
山

の

当
山
派
修
験
に
対
し
て
は
三
宝
院
門
跡
の
永
免
許
を
受
け
て
、
独
自
に
配
下
の
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

験
に
補
任
状
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　
か

つ
て

鳥
海
山
麓
の
修
験
集
落
だ
っ
た
山
形
県
遊
佐
町
蕨
岡
、
同
吹
浦
、
秋
田
県

由
利
本
庄
市
矢
島
、
に
か
ほ
市
小
滝
地
区
で
は
、
獅
子
頭
を
擁
し
て
春
と
夏
に
周
辺

の
霞
の

集
落
を
廻
っ
て
い
た
し
、
今
も
吹
浦
は
広
い
範
囲
を
、
蕨
岡
と
小
滝
も
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ほ
ど
広
い
範
囲
で
は
な
い
が
、
廻
村
し
て
い
る
。
こ
の
獅
子
舞
は
「
御
頭
舞
」
、
「
御

宝
頭
舞
」
、
「
十
二
段
の
舞
」
な
ど
と
称
し
、
神
霊
の
降
臨
し
た
象
徴
と
し
て
、
今
も

祭
礼
や
春
祈
祷
の
際

に
は
祈
り
の
対
象
と
な
り
、
獅
子
頭
を
扱
う
人
々
も
、
そ
こ
に
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神
霊
の
顕
れ
を
見
て
い
る
点
に
共
通
の
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
小
滝

と
そ
の
周
辺
地
域
に
は
小
滝
と
横
岡
の
二
つ
の
番
楽
が
あ
る
。
蕨
岡
修
験
三
三
坊
の

内
二
坊
は
杉
沢
に
あ
り
、
こ
こ
に
は
杉
沢
比
山
番
楽
が
あ
る
。
吹
浦
地
域
に
は
か
つ

て

女
鹿
日
山
が
あ
り
、
神
仏
分
離
令
の
際
に
は
、
吹
浦
神
宮
寺
の
仏
像
が
女
鹿
の
松

葉
寺
に
避
難
し
た
歴
史
を
持
つ
ほ
ど
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
以
下
で
は
そ
の
あ
た

り
の
こ
と
を
獅
子
舞
と
も
絡
め
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

鳥
海
山
麓
矢
島
修
験
と
獅
子
舞

　
■
海
山
の
登
山
口
の
一
つ
で
あ
る
由
利
本
荘
市
矢
島
町
八
森
は
、
大
江
義
久
の
築

い

た
と
こ
ろ
で
、
文
禄
年
中
（
一
五
九
二
ー
九
六
）
は
仁
賀
保
氏
、
元
和
寛
永
年
中

（
一
六
一
五
－
四
〇
）
は
打
越
氏
、
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
以
降
は
生
駒
氏
の

居
住
地
だ
っ
た
。
こ
の
生
駒
氏
の
御
殿
に
参
向
し
て
奉
仕
し
た
荒
沢
、
興
屋
、
二
階

集
落
の
三
頭
の
獅
子
を
御
用
獅
子
と
称
し
、
明
治
ま
で
は
毎
年
盆
の
一
四
日
に
殿
中

に
上
っ
た
。
ま
た
こ
の
辺
り
一
帯
の
獅
子
舞
は
い
ず
れ
も
本
海
流
を
名
乗
り
、
本
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

行
人
が
伝
え
た
と
す
る
伝
承
を
持
つ
。

　
荒
沢

に
残
る
明
治
二
年
に
記
し
た
と
い
う
「
獅
子
舞
之
事
並
本
海
行
流
系
譜
」
の

　
　
　
　
　
　
　
（
狙
）

中
の
「
本
海
流
系
譜
」
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
愛
古
来
ヨ
リ
荒
沢
村
工
獅
子
舞
之
初
リ
云
者
、
元
亀
天
正
之
頃
大
和
国
ヨ
リ

本
海
坊
ト
云
行
人
来
テ
敬
習
ス
ト
云
エ
リ
（
中
略
）

全
矢
島
御
領
内
獅
子
舞
大
祖
也
伍
五
穀
成
就
虫
日
和
祭
ト
シ
テ
鳥
海
山
学
頭
二

而
御
祈
祷
有
り
テ
同
処
工
相
詰
番
楽
相
勤
、
御
堺
小
板
戸
川
迄
参
り
候
ハ
己
二

御
用
獅
子
ト
被
仰
付
候
無
相
違
久
例
モ
於
ア
ラ
澤
村
ニ
ヲ
イ
テ
ハ
鳥
海
山
開
キ

タ
モ
ウ
ト
テ
善
鬼
後
鬼
ト
云
有
り
右
正
末
ノ
神
力
尊
ヒ
隣
国
二
至
マ
テ
矢
島
荒

沢
村
本
海
番
楽
ト
云
テ
今
二
広
マ
レ
リ
（
以
下
略
）
」

時
代
が
確
定
し
な
い
が
、
大
和
か
ら
来
た
と
い
う
本
海
行
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

た
獅
子
舞
が
、
全
矢
島
領
内
の
獅
子
舞
の
祖
で
あ
り
、
鳥
海
山
の
学
頭
に
よ
る
祈
祷

の

際
に
も
番
楽
を
勤
め
た
と
い
う
。
矢
島
の
学
頭
は
、
鳥
海
山
麓
の
登
山
口
に
位
置

し
、
近
世
期
に
は
一
八
坊
を
擁
し
た
当
山
派
醍
醐
寺
三
宝
院
に
属
し
た
福
王
寺
の
事

で

あ
る
。
矢
島
修
験
は
春
秋
二
度
の
入
峰
が
あ
り
，
春
に
は
四
〇
日
、
秋
に
は
三
〇

日
の
籠
り
の
修
行
を
し
、
坊
号
院
号
寺
号
を
得
て
い
た
。
本
海
番
楽
は
寛
永
年
間
二

六
二
四
）
、
醍
醐
寺
三
宝
院
の
遊
僧
本
海
行
人
が
矢
島
入
り
し
て
、
獅
子
舞
（
番
楽
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

を
伝
え
た
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
七
月
の
本
海
伝
書
の
写
し
が
あ
る
と
い
う
。

矢
島
修
験
一
八
坊
は
旧
矢
島
町
、
旧
鳥
海
町
に
散
在
し
、
そ
の
多
く
が
番
楽
や
獅
子

舞
を
伝
え
て
い
る
。
前
述
の
荒
沢
番
楽
の
あ
る
荒
沢
に
は
光
明
院
が
あ
り
、
天
池
番

楽
の
あ
る
笹
子
に
は
万
生
院
（
幡
性
院
と
も
）
が
あ
り
、
祭
り
に
は
獅
子
舞
を
奉
納

す
る
。
上
笹
子
の
常
学
院
に
伝
わ
る
獅
子
は
例
祭
と
各
家
の
祈
祷
を
行
な
う
。
こ
の

獅
子
は

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
『
十
八
坊
由
緒
之
事
』
に
「
領
分
中
御
獅
子
廻

し
御
免
」
と
記
さ
れ
、
藩
主
の
参
勤
の
折
の
旅
の
安
全
祈
願
と
、
城
内
で
の
祈
祷
の

獅
子
舞
を
許
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
領
分
中
の
獅
子
舞
を
許
さ
れ
る
な
ど
の
処
遇
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

て

い

た
。
小
川
の
多
宝
院
に
は
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
銘
の
獅
子
頭
が
残
る
。

　
本
海
番
楽
お
よ
び
本
海
流
と
称
す
る
獅
子
舞
が
矢
島
領
内
の
広
い
範
囲
に
分
布
し

て

い
た

の

は
、
一
つ
に
は
福
王
寺
を
学
頭
と
す
る
矢
島
修
験
が
矢
島
口
、
百
宅
口
、

猿
倉
口

の
複
数
の
登
山
口
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
、
学
頭
以
下
の
修
験
者
が
矢
島
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

内
に
広
く
散
在
し
、
修
験
集
落
を
形
成
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
の
結
果
、
修
験
者
が
各
自
の
霞
の
村
中
で
獅
子
を
用
い
て
の
祈
祷
を
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の

村
の
人
々

を
募
っ
て
番
楽
を
行
い
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
本
海
行
人

直
伝
と
さ
れ
る
獅
子
舞
、
あ
る
い
は
藩
主
と
の
関
わ
り
の
伝
承
を
持
つ
獅
子
舞
は
特

別

の
位
置

を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
さ
ら
に
修
験
者
の
い
な
い
村
で
は
獅
子
舞
を

司
る
獅
子
別
当
が
あ
っ
た
り
、
村
の
中
で
獅
子
の
行
事
が
あ
る
と
獅
子
の
世
話
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

た
り
、
獅
子
宿
を
勤
め
る
家
柄
も
あ
っ
た
。

　
仁
賀
保
町
（
現
に
か
ほ
市
）
院
内
の
七
高
神
社
に
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
銘

　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

の

獅
子
頭
が
伝
わ

る
。
こ
こ
は
鳥
海
山
院
内
修
験
一
八
坊
を
統
括
し
た
七
高
山
極
楽
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（
M
）

寺
が
あ
る
。
ま
た
獅
子
舞
の
記
録
は
な
い
が
、
由
利
本
荘
市
滝
沢
も
鳥
海
山
登
山
口

の
一
つ
で
、
滝
沢
院
主
の
滝
洞
寺
と
由
利
町
に
散
在
す
る
一
三
坊
は
承
応
元
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

六

五

二
）
に
は
羽
黒
山
末
寺
で
あ
っ
た
。

鳥
海
山
小
滝
修
験
と
獅
子
舞

　
秋

田
県
に
か
ほ
市
小
滝
は
鳥
海
山
北
麓
に
位
置
し
、
平
安
時
代
の
作
と
伝
え
ら
れ

る
聖
観
音
立
像
と
蔵
王
権
現
像
を
有
し
、
近
世
期
に
は
当
山
派
醍
醐
寺
三
宝
院
末

だ

っ

た
。
そ
し
て
院
主
の
龍
山
寺
は
醍
醐
三
宝
院
か
ら
補
任
を
受
け
、
小
滝
村
内
の

四

力
院
と
、
小
滝
村
外
の
七
力
院
は
寛
政
期
（
一
七
八
九
ー
一
八
〇
一
）
ま
で
は
三

宝
院
と
近
江
国
飯
道
寺
梅
本
院
か
ら
、
文
政
期
（
一
八
一
八
ー
三
〇
）
頃
か
ら
は
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

述

す
る
鳥
海
山
蕨
岡
修
験
か
ら
補
任
状
を
得
て
い
た
。
後
述
す
る
吹
浦
大
物
忌
神
社

の
社
人
だ

っ

た
進
藤
重
紀
著
『
出
羽
国
風
土
略
記
』
の
小
滝
村
「
蔵
王
権
現
」
の
項

に
は
、
「
小
滝
村
に
有
り
、
三
月
一
八
日
の
祭
礼
に
は
田
楽
が
あ
り
、
衆
徒
が
い
て
、

そ
の
院
堂
を
龍
山
寺
と
い
い
、
蔵
王
権
現
に
獅
子
頭
が
あ
り
、
古
来
よ
り
正
月
中
、

　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

仁
賀
保
を
巡
行
す
る
」
と
あ
り
、
小
滝
の
獅
子
舞
も
宝
暦
年
中
に
は
仁
賀
保
郷
の

村
々
を
巡
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
現
存
す
る
獅
子
頭
で
古
い
も
の
は
延
宝
八

年
（
一
六
八
〇
）
淵
名
刑
部
作
の
銘
が
あ
る
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
に
至
っ
て

も
「
御
宝
頭
巡
幸
」
あ
る
い
は
「
十
二
段
の
舞
」
と
称
し
て
、
新
暦
一
月
六
日
か
ら

二

一
日
ま
で
は
仁
賀
保
町
、
金
浦
町
、
旧
暦
正
月
二
日
か
ら
一
三
日
ま
で
は
象
潟
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

（以
上

は
現
に
か
ほ
市
）
の
ほ
ぼ
全
域
を
巡
幸
し
て
い
た
。
こ
の
際
に
小
滝
番
楽
が

演

じ
ら
れ
た
の
か
を
示
す
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
番

楽
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
古
面
が
残
る
。
現
在
小
滝
番
楽
が
演
じ
ら
れ
る
の
は

チ

ョ
ウ
ク
ラ
イ
ロ
舞
が
演
じ
ら
れ
る
金
峰
神
社
の
祭
礼
の
宵
宮
と
、
盆
の
二
二
日
で

あ
る
。
今
は
祭
礼
が
村
の
行
事
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
小
滝
集
落
を
四
つ
に
分
け
て

各
年
番
地
域
で
番
楽
の
宿
を
決
め
、
宵
宮
に
は
宿
で
番
楽
が
演
じ
ら
れ
る
。
小
滝
で

は
一
年
の
半
分
を
番
楽
の
季
節
、
後
の
半
分
を
チ
ョ
ウ
ク
ラ
イ
ロ
の
季
節
と
分
け
て
、

地
域
の
人

た
ち
が
番
楽
と
延
年
の
両
方
を
担
っ
て
い
る
。
舞
楽
の
陵
王
と
納
曽
利
の

面
は
一
六
世
紀
の
室
町
時
代
末
と
さ
れ
、
番
楽
の
翁
面
、
番
楽
面
は
万
治
二
年
二

六
五
九
）
の
銘
を
持
つ
。

　
近
世
期
に
は
チ
ョ
ー
ク
ラ
イ
ロ
舞
に
関
わ
る
費
用
は
村
か
ら
は
一
切
支
出
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

お
ら
ず
、
こ
れ
は
修
験
だ
け
の
祭
り
で
あ
り
、
修
験
者
の
年
齢
の
各
階
梯
に
伴
っ
て

演

じ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
修
験
の
年
齢
階
梯
に
伴
う
芸
能
と
し
て

の
チ

ョ
ー
ク
ラ
イ
ロ
舞
と
、
修
験
の
宗
教
活
動
の
主
た
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
の
御

宝
頭
巡
幸
、
そ
し
て
村
人
が
中
心
と
な
っ
て
演
じ
て
き
た
番
楽
と
い
う
よ
う
に
、
芸

能
の
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
小
滝
集
落
が
文
献
に
登
場
す

る
の
は
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
仁
賀
保
兵
庫
宛
の
豊
臣
秀
吉
の
朱
印
状
で
、

こ
の
時
期
以
降
仁
賀
保
氏
領
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
以
降
は
最
上
氏
領
の
宿
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

集
落
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
な
が
ら
存
続
し
て
き
た
。
佐
藤
久
冶
は
『
米
良
文
書
』

中
の
「
那
智
山
願
文
」
に
あ
る
「
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
の
由
利
の
修
験
宰
相
公

良
春
が
、
比
内
徳
子
（
北
秋
田
郡
比
内
の
独
鈷
）
の
浅
利
遠
江
入
道
旧
阿
弥
と
子
息

二
位
殿
隆
慶
の
熊
野
詣
の
先
達
を
し
て
い
る
」
こ
と
を
取
り
上
げ
、
こ
の
修
験
宰
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

公
良
春
の
い
た
由
利
も
小
滝
で
は
な
い
か
と
想
定
し
、
小
滝
の
古
い
時
代
か
ら
の
宗

教
臭
を
嗅
ぎ
と
っ
て
い
る
。

鳥
海
山
麓
吹
浦
衆
徒
と
獅
子
舞

　
山
形
県
側
の
鳥
海
山
登
山
口
の
一
つ
だ
っ
た
遊
佐
町
吹
浦
字
布
倉
の
地
は
、
明
治

初
年
ま
で
大
物
忌
神
と
月
山
神
の
二
神
を
ま
つ
る
大
物
忌
神
社
と
神
宮
寺
か
ら
な
っ

て

い

た
。
延
喜
式
に
記
載
さ
れ
、
古
代
に
は
国
内
に
戦
乱
や
異
変
が
あ
る
と
そ
の
前

兆

と
し
て
噴
火
や
石
鐵
が
降
る
な
ど
し
て
神
意
を
表
わ
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
た
び
に

神
階
が
上
が
る
な
ど
、
早
く
か
ら
中
央
に
も
知
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
。
承
久
二
年
二

二
二

〇
）
に
は
「
関
東
御
教
書
」
の
発
布
を
受
け
て
も
い
た
。
近
世
期
ま
で
は
両
所

の

宮
神
宮
寺
を
中
心
と
し
た
衆
徒
二
五
坊
、
社
家
三
家
、
巫
女
家
一
家
を
擁
し
た
宗

教
集
落
だ
っ
た
。
吹
浦
は
近
世
初
期
ま
で
羽
黒
山
と
緩
や
か
な
関
係
を
持
つ
羽
黒
派

修
験
と
い
え
る
存
在
だ
っ
た
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
羽
黒
山
が
天
台
宗
に
帰
入
し
、
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（
6
2
）

羽
黒
派
を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
同
調
す
る
こ
と
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
吹

浦
衆
徒

は
、
宝
永
年
中
（
一
七
〇
四
ー
一
一
）
に
江
戸
筑
波
山
護
持
院
下
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

新
義
真
言
の
法
流
を
継
い
だ
。
こ
の
時
期
以
降
は
教
派
修
験
道
に
は
属
さ
ず
、
修
験

道
各
派
と
の
本
末
関
係
は
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
山
内
部
の
年
齢
階
梯
や
教

義
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
以
前
の
羽
黒
山
と
の
関
わ
り
や
天
台
宗
だ
っ
た
頃
の
色
彩
を

　
　
　
　
　
　
（
磁
）

強
く
残
し
て
い
た
。

　
近
世
中
期
に
鳥
海
山
頂
に
於
い
て
後
述
の
蕨
岡
衆
徒
と
吹
浦
と
の
争
議
が
あ
り
、

こ
れ
を
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
吹
浦
側
が
奉
行
所
に
訴
え
た
記
録
「
乍
恐
口
上

書

を
以
申
上
候
事
」
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
「
鳥
海
山
出
羽
一
之
宮
大
物
忌
之
獅
子

頭
在
々
相
廻
申
候
事
」
の
一
文
が
あ
り
、
正
月
四
日
吹
浦
村
、
落
伏
村
、
升
川
村
、

三
之

わ
村
、
六
日
由
利
郡
、
八
日
か
ら
は
本
庄
六
郷
、
一
一
日
は
仁
賀
保
、
二
月
は

荒
瀬

郷
、
遊
佐
郷
、
四
月
に
は
五
浜
通
、
六
月
は
遊
佐
郷
、
九
月
は
宮
内
村
を
廻
る

　
　
（
6
5
）

と
あ
る
。
詳
し
い
内
容
は
吹
浦
神
宮
寺
の
社
人
だ
っ
た
進
藤
重
記
が
宝
暦
三
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

七
五

三
）
に
記
し
た
『
出
羽
国
大
社
考
』
巻
二
「
両
所
宮
年
中
行
義
」
の
「
御
鉾
御

獅
子

頭
」
で
あ
る
。
吹
浦
神
宮
寺
の
獅
子
舞
が
飽
海
郡
、
由
利
郡
一
帯
を
廻
村
し
て

い
た
の
だ
。

　
鳥
海
山
神
宮
寺
の
両
所
宮
の
獅
子
が
正
月
三
日
よ
り
、
地
元
の
飽
海
郡
だ
け
で
は

な
く
、
由
利
郡
一
帯
も
獅
子
の
巡
行
に
歩
い
て
い
た
。
こ
の
理
由
は
、
正
平
一
三
年

（
一
三

五

八
）
に
北
畠
顕
信
が
出
羽
国
一
宮
両
所
大
菩
薩
に
由
利
郡
小
石
郷
乙
友
村

（現
本
庄
市
小
友
）
を
神
領
と
し
て
寄
進
（
「
大
物
忌
神
社
吹
浦
口
の
宮
所
蔵
文
書
」
）

し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
由
利
郡
一
帯
は
長
く
両
所
宮
の
檀
那
場
だ
っ
た
の
だ
。
現

在
も
正
月
五
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
筒
粥
神
事
に
お
い
て
、
粥
に
用
い
る
米
と
芦
管

が
こ

の
故
事
に
よ
り
、
長
く
小
友
村
の
人
々
か
ら
寄
進
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
う
し
た
中
で
由
利
郡
、
飽
海
郡
と
い
う
広
い
範
囲
を
廻
る
「
御
鉾
御
獅
子
巡
行
」

は
、
祭
礼
時
に
於
い
て
神
輿
の
先
導
を
し
て
、
先
払
い
の
役
目
を
す
る
獅
子
の
巡
行

と
は
異
な
り
、
御
鉾
と
獅
子
は
鳥
海
山
大
物
忌
神
の
依
代
と
神
霊
の
現
わ
れ
と
し
て
、

地
域
の
人
々

の
期
待
に
応
え
て
い
た
。

　
吹
浦
の
衆
徒
や
社
家
の
後
継
者
は
一
六
歳
に
な
る
と
田
楽
に
で
る
義
務
が
あ
り
、

田
楽
舞
や
諾
冊
舞
、
大
小
の
舞
等
の
舞
楽
を
年
齢
の
階
梯
と
と
も
に
演
じ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
舞
は
一
般
の
人
々
の
参
加
は
許
さ
れ
な
い
、
衆
徒
と
社
家
の
家
の
者
だ
け

の
も
の
で
、
獅
子
を
廻
す
の
は
社
家
の
家
の
役
割
で
あ
っ
た
。
一
方
吹
浦
集
落
か
ら

ほ
ど
近
く
、
吹
浦
と
も
深
い
関
わ
り
の
あ
っ
た
女
鹿
に
残
っ
て
い
た
番
楽
は
、
長
い

間
女
鹿
集
落
の
者
以
外
の
参
加
を
許
さ
ず
、
そ
れ
故
に
今
は
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
が
、

こ
れ
も
地
元
の
人
々
の
芸
能
で
あ
っ
た
。

鳥
海
山
麓
蕨
岡
修
験
と
獅
子
舞

　
鳥
海
山
麓
の
遊
佐
町
蕨
岡
字
上
蕨
岡
に
居
住
し
て
い
た
蕨
岡
修
験
は
、
吹
浦
同
様

近
世
初
期
ま
で
は
羽
黒
山
と
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
が
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

以

降
は
当
山
派
醍
醐
三
宝
院
の
直
末
と
な
る
。
蕨
岡
修
験
は
学
頭
龍
頭
寺
を
含
め
た

三

三
坊
か

ら
な
り
、
内
二
坊
は
杉
沢
に
居
住
し
て
い
た
。
学
頭
龍
頭
寺
は
か
つ
て
は

松
嶽
山
観
音
寺
と
称
し
、
そ
の
修
行
体
系
の
多
く
は
羽
黒
修
験
の
影
響
を
受
け
た
と

考
え
ら
れ
、
最
高
位
で
あ
る
大
先
達
大
日
の
覚
位
を
得
る
た
め
の
一
〇
ヶ
月
に
及
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

胎
内
修
行
を
行
な
う
者
を
先
途
と
称
し
、
羽
黒
山
の
松
聖
の
修
行
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

蕨
岡
で
も
獅
子
舞
を
御
頭
舞
と
称
し
、
正
月
二
日
か
ら
三
日
ま
で
は
地
元
上
蕨
岡
を

廻
り
、
一
月
二
〇
日
ま
で
は
近
隣
の
集
落
を
廻
っ
て
い
た
。
一
九
三
二
年
の
場
合
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

西
遊
佐
村
、
稲
川
村
、
遊
佐
町
、
蕨
岡
村
、
観
音
寺
村
、
市
條
村
を
廻
っ
て
い
た
。

　
修
験
者

は
年
齢
階
梯
に
合
わ
せ
た
舞
楽
の
伝
習
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
七
歳
に
な
る

と
稚
児
舞
に
参
列
し
、
一
六
歳
で
初
入
峰
を
果
た
し
、
以
後
は
関
伽
、
小
木
の
修
行

を
し
、
舞
楽
、
田
楽
の
役
を
こ
な
し
、
前
述
の
胎
内
修
行
を
経
て
、
大
先
達
と
な
る
。

蕨
岡
に
は
番
楽
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
三
三
坊
の
内
の
二
坊
は
杉
沢
に
居
住
し
て
い

た
熊
野
神
社
の
別
当
坊
と
式
乗
坊
の
二
人
の
修
験
者
だ
っ
た
。
杉
沢
に
あ
る
熊
野
神

社

は
蕨
岡
修
験
の
峰
中
修
行
の
二
の
宿
に
あ
た
り
、
四
月
一
八
日
に
は
二
の
宿
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

祈
祷
修
行
が
あ
り
、
別
当
坊
に
て
朝
飯
の
饗
応
が
あ
っ
た
。
熊
野
神
社
に
は
鎌
倉
期

頃
の
作
と
さ
れ
る
男
神
座
像
と
、
南
北
朝
頃
の
僧
形
神
半
珈
像
が
そ
れ
ぞ
れ
1
体
ず
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つ
祀

ら
れ
、
蕨
岡
に
劣
ら
な
い
歴
史
を
持
つ
が
、
杉
沢
に
残
る
番
楽
に
は
蕨
岡
は
関

与
せ
ず
、
杉
沢
の
人
々
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
杉
沢
の
別
当
坊

の

指
導
に
よ
り
、
村
人
が
伝
承
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
見
て

き
た
よ
う
に
、
矢
島
、
小
滝
、
吹
浦
、
蕨
岡
の
地
域
は
宗
教
集
落
と
し

て

存
続
し
て
き
た
。
鳥
海
山
麓
の
修
験
者
達
は
近
世
初
期
ま
で
羽
黒
山
と
の
緩
や
か

な
関
係
を
保
ち
、
そ
の
影
響
は
近
世
以
降
に
教
派
修
験
道
に
所
属
し
、
あ
る
い
は
仏

教
宗
派
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
、
羽
黒
と
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
時
代
の
修
行

方
式
、
年
中
行
事
を
執
り
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
矢
島
以
外

の
三

カ
所
の
修
験
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
に
集
住
し
、
一
種
の
宗
教
集
落
と
し
て
成

り
立
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
集
落
内
で
充
実
し
た
人
員
を
確
保
し
、

初
入
峰
か
ら
正
大
先
達
へ
至
る
修
行
体
系
を
確
立
し
、
延
年
や
田
楽
と
称
す
る
よ
う

な
総
合
芸
能
大
会
も
自
分
た
ち
の
年
齢
階
梯
に
お
け
る
役
割
と
し
て
割
り
振
る
こ
と

で
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
檀
那
場
へ
の
獅
子
舞
の
巡
行
も
数
人
の
雇
い
人
を
得
れ

ば
可
能
と
な
っ
た
。

　
一
方
矢
島
修
験
も
逆
峰
と
称
し
て
道
者
を
率
い
て
鳥
海
山
頂
へ
赴
い
た
り
、
山
頂

の
支
配
権
や

山
頂
の
権
現
堂
立
て
替
え
を
巡
り
、
順
峰
と
称
し
て
い
た
蕨
岡
修
験
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

の

訴
訟
を
繰
り
返
す
な
ど
、
ま
と
ま
り
を
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
は
矢
島
領
内

各
地
に
散
在
し
て
お
り
、
ま
た
修
験
道
の
修
行
法
式
中
に
延
年
も
含
め
た
芸
能
を
取

り
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
で
前
述
の
よ
う
に
矢
島
の
修
験
者
は
地
元
の
集
落

に
お
い
て
獅
子
舞
に
よ
る
祈
祷
や
、
村
人
か
ら
人
気
の
高
か
っ
た
番
楽
を
広
め
る
こ

と
は
で
き
た
。

　

こ
の
こ
と
は
宗
教
集
落
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
山
組
織
と
し
て
、
宗
教
者
が
集
住

し
て
い
る
地
域
と
、
自
分
の
霞
場
あ
る
い
は
檀
那
場
に
住
み
、
個
別
に
宗
教
活
動
を

行

な
っ
て
い
る
修
験
者
と
で
は
、
そ
の
宗
教
活
動
の
方
法
が
自
ず
か
ら
異
な
っ
て
く

る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

（
三
）
羽
黒
修
験
と
羽
黒
山
麓
修
験

　
そ
れ
で
は
鳥
海
山
麓
の
修
験
各
集
団
と
近
世
初
頭
ま
で
緩
や
か
な
本
末
関
係
を
結

ん

で

い

た
羽
黒
山
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
の
修
験
者
は
獅
子
舞
、
ひ
い
て
は
関
連
す
る

芸
能

を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
鳥
海
山
と
同
様
に
近
世

初
頭
ま
で
羽
黒
山
と
緩
や
か
な
関
係
を
作
っ
て
き
た
金
峰
山
と
、
羽
黒
山
麓
に
位
置

し
、
羽
黒
山
と
本
末
関
係
を
結
ん
で
い
た
高
寺
修
験
、
そ
し
て
最
後
に
羽
黒
山
の
様

子
を
見
て
ゆ
こ
う
。

　
（
1
）
金
峰
山
修
験

　
鶴
岡
市
郊
外
の
金
峰
山
は
、
中
世
期
は
羽
黒
山
と
、
近
世
期
は
元
禄
一
三
年
二

七
〇

〇
）
以
降
醍
醐
三
宝
院
末
の
当
山
派
と
し
て
栄
え
た
修
験
の
山
で
、
学
頭
の
青

龍
寺
、
金
峰
山
別
当
で
院
主
の
南
頭
院
、
金
剛
院
、
空
賢
院
の
三
力
院
が
二
二
坊
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

修
験
を
配
下
に
従
え
て
お
り
、
明
治
の
神
仏
分
離
令
以
降
は
金
峰
神
社
と
な
っ
た
。

近
世
期
に
は
毎
年
二
月
一
日
か
ら
三
日
（
現
在
は
三
月
一
日
か
ら
三
日
）
ま
で
、
六

所
堂

を
預
か
っ
て
い
た
式
部
・
民
部
の
両
太
夫
が
供
を
し
て
、
清
流
寺
、
瀧
沢
、
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
＞

田
、
高
坂
の
村
々
を
廻
り
、
家
内
安
全
の
祈
祷
を
し
て
い
た
。

　
（
2
）
高
寺
修
験

　
羽

黒
山
の
麓
に
位
置
す
る
鶴
岡
市
高
寺
に
は
、
真
言
寺
院
で
学
頭
の
照
光
寺
と
羽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

黒
山
と
本
末
関
係
を
結
ん
で
い
た
二
ニ
カ
院
の
修
験
、
二
軒
の
社
家
が
あ
る
。
そ
し

て

法
華
八
講
会
の
後
宴
に
行
な
わ
れ
て
い
た
延
年
「
高
寺
八
講
」
が
高
照
寺
の
修
験

者
や

稚
児
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
今
も
雷
電
神
社
の
祭
礼
と
し
て
五

月
八
日
に
催
さ
れ
、
獅
子
舞
が
こ
の
日
と
そ
の
前
後
に
高
寺
地
区
の
家
々
と
周
辺
の

村
々
を
廻
り
、
「
御
獅
子
頭
御
祈
祷
家
内
安
全
大
祓
」
の
お
札
を
出
し
て
い
る
。
こ

の

慣
習
は
前
述
の
進
藤
重
記
も
「
祭
礼
四
月
八
日
田
楽
番
組
色
々
有
社
家
獅
子
頭
を

　
　
　
　
　
（
7
5
）

廻
す
」
と
記
し
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
は
獅
子
を
廻
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
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る
。
そ
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
高
寺
の
衆
徒
や
稚
児
が
羽
黒
山
上
で
の
羽
黒

権
現
の
祭
礼
の
折
り
に
、
法
華
八
講
と
開
結
の
行
法
後
に
行
わ
れ
る
延
年
の
舞
い
手

と
し
て
参
列
し
て
い
た
の
だ
。

　
（
3
）
羽
黒
山

　
羽

黒
修
験
は
鎌
倉
時
代
に
は
一
大
勢
力
を
擁
し
、
陸
奥
・
出
羽
・
佐
渡
・
信
濃
・

越
後
の
五
力
国
を
羽
黒
権
現
の
敷
地
、
関
東
八
力
国
を
檀
那
場
、
駿
河
国
か
ら
西
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

遠

国
、
東
三
三
力
国
は
羽
黒
領
と
豪
語
す
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
中
世

期
の
記
録
は
思
い
の
外
少
な
く
、
羽
黒
山
の
年
中
行
事
も
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）

に

編
集
さ
れ
た
「
羽
黒
山
年
中
行
事
」
（
以
下
「
年
中
行
事
」
と
略
す
）
よ
り
古
い

も
の
は
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
こ
の
年
中
行
事
を
手
が
か
り
に
羽
黒
山
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

お
け
る
獅
子
舞
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
く
。

「
四
月
三
日
に
荒
沢
聖
院
の
宿
坊
に
て
、
月
山
権
現
御
戸
開
の
法
事
が
あ
り
、

祝
儀
の
舞
が
あ
る
。
四
月
八
日
か
ら
七
月
一
四
日
の
後
夜
ま
で
、
そ
の
年
の
新

（7
8
）

房
が
関
伽
井
の
水
を
汲
み
、
本
社
の
宝
前
に
　
あ
る
九
六
の
花
器
に
花
を
供
え

る
。
四
月
一
七
日
は
東
照
宮
の
祭
礼
が
あ
り
、
神
子
、
太
夫
は
花
器
を
整
え
、

獅
子
舞
が
あ
る
。
鎧
武
者
、
幟
が
別
当
か
ら
出
る
。

六
月
一
四
日
に
は
羽
黒
権
現
の
獅
子
舞
が
あ
り
、
太
夫
た
ち
が
勤
め
る
。
執
行
、

別
当
、
三
先
達
の
坊
を
廻
り
鍵
取
の
坊
で
舞
納
め
と
な
る
。
一
五
日
は
羽
黒
権

現
の
祭
礼
で
、
湯
殿
、
月
山
、
羽
黒
三
所
権
現
の
御
輿
、
獅
子
舞
、
柳
木
、
鉾
、

鎧
武
者
、
笠
、
鉾
、
渡
り
物
な
ど
の
行
列
が
お
宮
を
廻
る
。

七
月
一
三
日
の
晩
に
は
、
月
山
に
て
執
行
代
が
採
燈
修
行
を
行
う
。
」

　
四

月
一
七
日
の
東
照
宮
の
祭
礼
、
六
月
一
五
日
の
羽
黒
権
現
の
祭
礼
の
前
日
に
は

獅
子
舞
が
あ
っ
た
。
六
月
一
五
日
の
祭
礼
の
獅
子
舞
を
「
羽
黒
権
現
の
獅
子
舞
」
と

称
し
て
い
た
。
羽
黒
山
で
も
羽
黒
権
現
の
獅
子
舞
と
称
し
て
い
た
の
は
興
味
深
い
。

こ
の
獅
子
頭
を
預
か
っ
て
い
た
藤
島
村
（
現
鶴
岡
市
）
の
和
泉
太
夫
は
、
三
ケ
沢
の

式
部
太
夫
、
玉
川
の
長
件
太
夫
、
柳
久
瀬
の
兵
部
太
夫
ら
と
共
に
本
坊
な
ど
を
舞
っ

て

廻
っ
た
。
こ
の
太
夫
は
、
室
町
時
代
に
は
羽
黒
山
の
別
当
と
し
て
庄
内
地
方
に
勢

力
を
ふ
る
っ
た
藤
島
城
主
の
土
佐
林
の
一
族
で
、
宗
家
が
武
藤
氏
に
屈
し
、
別
当
職

を
奪
わ
れ
た
後
、
羽
黒
山
に
出
仕
す
る
一
神
人
と
し
て
明
治
六
年
ま
で
奉
仕
を
続
け

　
　
（
乃
）

て

い
た
。

　
前
述
の
鳥
海
山
そ
し
て
金
峰
山
と
の
関
わ
り
は
永
治
元
年
（
＝
四
一
）
に
書
か

れ
、
寛
永
一
二
年
（
一
六
四
四
）
に
天
宥
が
筆
写
し
た
と
い
う
た
と
さ
れ
る
「
羽
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

山
縁
起
」
に
も
あ
る
。
以
下
に
そ
の
一
部
を
載
せ
て
お
く
。

「能
除
、
山
中
に
寺
院
建
立
の
こ
と
。
（
中
略
）
山
中
の
他
、
郡
内
に
建
立
の
こ

と
。
霊
亀
元
乙
卯
年
、
鳥
海
山
を
建
。
養
老
二
戌
午
年
、
金
峰
山
青
龍
寺
、
其

後
、
高
寺
山
高
照
寺
、
飛
鳥
山
阿
須
加
寺
、
大
日
山
湯
蔵
寺
、
大
黒
山
井
岡
寺
、

威
徳

山
勝
福
寺
、
大
實
山
嶽
我
寺
、
松
嶽
山
観
音
寺
、
新
山
寺
別
当
職
は
大
賓

寺
に
定
、
能
除
し
は
し
居
住
せ
ら
る
。
何
れ
も
堂
塔
、
寺
院
建
立
し
畢
り
、
手

柄
一
尺
六
寸
の
御
影
を
造
り
、
二
百
鈴
歳
に
し
て
上
天
し
給
ふ
事
、
目
出
た
か

り
つ
る
事
共
な
り
。
」

　

こ
の
縁
起
が
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
永
治
元
年
に
は
鳥
海
山
の
名
は
ま
だ
存
在
し
て

い

な
い
の
で
、
こ
れ
は
後
の
作
と
わ
か
る
が
、
少
な
く
と
も
開
山
と
さ
れ
る
能
除
に

仮
託

し
て
語
ら
せ
た
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、
筆
写
し
た
と
い
う
天
宥
の
時
代
に
は
羽
黒

山
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
見
え
て
こ
よ
う
。
本
論
で
言
及
し
た
寺
院
だ
け
を

見
て
も
、
金
峰
山
青
龍
寺
、
高
寺
山
高
照
寺
、
松
嶽
山
観
音
寺
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
寺
院
に
は
獅
子
舞
が
あ
り
、
修
験
者
あ
る
い
は
そ
の
関
係
者
に
よ
る
獅
子

廻

し
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
本
論
の
近
世
以
前
の
獅
子
の
分
布
で
述
べ
た
羽
前
金
峰
山

の

総
鎮
守
で
あ
っ
た
六
所
堂
に
は
、
正
平
六
年
（
二
二
五
一
）
と
、
永
享
二
年
二

四

三

〇
）
銘
の
獅
子
頭
が
残
っ
て
い
る
。
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（
8
1
）

　
羽
黒

山
に
伝
わ
る
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
刊
『
三
山
雅
集
』
中
の
「
祭
礼
古
式
」

に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（
句
点
は
筆
者
）
。

「
毎
年
六
月
十
五
日
神
前
で
別
当
代
一
山
衆
徒
天
下
国
家
の
祈
願
あ
り
て
、
御

神
楽
を
奏
す
、
湯
殿
・
月
山
・
羽
黒
三
所
の
御
輿
を
本
社
に
移
し
奉
り
、
神
事

勤
行
畢
り
て
宝
前
を
見
出
し
、
御
手
洗
池
お
よ
び
末
祠
く
の
前
を
巡
る
、
一

山
衆
徒
よ
り
幟
等
井
に
鎧
武
者
一
人
故
実
有
て
出
之
、
獅
子
頭
本
社
の
前
に
て

一
曲
を
か
な
つ
、
此
の
獅
子
頭
、
常
は
藤
島
村
と
云
里
の
祢
宜
の
家
に
あ
り
、

そ
の
か
み
羽
黒
に
有
け
る
に
、
此
里
に
下
り
て
有
た
き
よ
し
神
告
有
け
れ
ば
、

そ
の
告
に
任
せ
て
か
の
所
に
下
す
、
此
祭
礼
の
節
を
三
十
講
会
と
称
す

む
か
し
は
御
手
洗
池
の
中
に
舞
台
有
て
舞
童
奏
曲
、
本
社
に
高
座
を
飾
て
、
法

華
八
講
を
勤
め
、
六
月
朔
日
よ
り
三
座
づ
・
の
論
談
有
け
る
よ
し
、
こ
の
と
き

麓
の

こ
が
ね
堂
の
前
に
惣
輪
塔
を
造
立
し
、
赤
白
の
善
縄
を
付
て
参
詣
の
道
俗

善
縁
を
結
び
け
る
と
か
や

児
童
舞
曲
、
伝
記
に
曰
く
、
古
来
は
高
寺
山
・
勝
福
寺
・
岳
我
寺
・
飛
鳥
山
・

井

岡
寺
・
金
峰
山
・
観
音
寺
此
等
の
山
よ
り
舞
童
銭
と
て
役
料
を
出
し
け
る
よ

し
見
え
た
り
、
五
月
二
十
日
よ
り
当
山
　
承
仕
法
師
差
符
を
持
て
右
の
諸
山
へ

ふ

れ
、
児
童
な
ら
び
に
五
人
の
番
僧
を
出
し
け
る
事
な
れ
ど
も
、
近
代
は
断
絶

す

（中
略
）
」

「
旧
記
日
人
王
百
一
代
、
後
小
松
院
、
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）
八
月
勅
宣
シ

玉

ヒ
、
於
当
山
令
修
行
、
法
華
八
講
及
ヒ
開
結
二
会
ヲ
干
時
為
メ
供
養
、
於
ノ

御
手
洗
池
上
二
営
舞
台
而
有
音
楽
、
所
謂
万
歳
楽
・
長
保
樂
・
蘇
香
合
・
春
鶯

噂
・
万
寿
樂
・
凌
王
・
納
蘇
利
等
。
（
以
下
略
）
」

　
六

月
一
五
日
の
羽
黒
権
現
の
祭
礼
に
は
獅
子
舞
だ
け
で
は
な
く
、
宝
永
七
年
二

七
一
〇
）
に
は
す
で
に
断
絶
し
て
い
た
が
舞
童
曲
が
あ
っ
た
の
だ
。
戸
川
は
高
寺
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

照
高
寺
山
内
の
修
験
が
登
山
し
、
庭
上
に
舞
台
を
か
け
て
延
年
を
奉
納
し
た
と
記
し

て

い

る
が
、
か
つ
て
は
高
寺
山
だ
け
で
は
な
く
、
勝
福
寺
、
岳
我
寺
、
飛
鳥
寺
、
井

岡
寺
、
金
峰
山
、
観
音
寺
も
児
童
や
番
僧
を
出
し
て
い
た
。
万
歳
楽
、
長
保
樂
、
蘇

香
合
、
春
鶯
噂
、
万
寿
樂
、
凌
（
陵
力
）
王
、
納
蘇
利
等
の
音
楽
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
日
に
は
か
な
り
大
が
か
り
な
舞
楽
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

④
考
察

　
東
北
地
方
で
修
験
者
が
関
わ
っ
て
い
た
獅
子
舞
を
考
え
る
場
合
、
山
伏
神
楽
や
番

楽
に
焦
点
を
当
て
た
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
部
分
が
多
く
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き

た
。
獅
子
頭
を
神
霊
の
顕
れ
と
し
て
、
正
月
や
祭
礼
な
ど
に
舞
を
舞
う
の
は
山
伏
神

楽
や
番
楽
ば
か
り
で
は
な
い
の
だ
。
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
秋
田
県
側
や
山
形

県
側
の
鳥
海
山
麓
の
旧
修
験
集
落
で
は
、
「
御
鉾
御
獅
子
巡
行
」
あ
る
い
は
＝
二

段
の
舞
」
な
ど
と
称
し
て
、
今
も
初
春
や
祭
礼
の
折
に
獅
子
頭
を
携
え
て
地
域
を
巡

行
し
て
い
る
。
獅
子
頭
を
通
し
て
山
の
神
霊
へ
の
、
あ
る
い
は
山
か
ら
神
霊
を
勧
請

し
た
神
社
へ
の
信
仰
が
表
象
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
事

例
は
庄
内
平
野
各
地
で
も
広
く
残
っ
て
お
り
、
正
月
な
ど
に
家
々
を
獅
子
頭
を
廻
し

て

歩
く
習
俗
が
今
に
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
羽
黒
権
現
の
獅
子
舞
を
預
か
っ
て
い
た

和
泉
太
夫
を
は
じ
め
、
式
部
太
夫
、
長
畔
太
夫
、
兵
部
太
夫
ら
は
神
人
と
は
い
え
羽

黒
の
末
派
に
数
え
ら
れ
て
い
た
人
々
だ
。
彼
ら
の
地
元
の
集
落
で
も
獅
子
舞
を
舞
っ

て

い

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

　

こ
れ
ら
の
権
現
舞
や
獅
子
舞
が
、
果
た
し
て
羽
黒
山
が
源
流
な
の
か
と
い
う
議
論

に
な
る
と
、
こ
れ
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
熊
野
三
山
本
地
仏
の
内
、
千
手
観
音
が

変
容
を
遂
げ
て
聖
観
音
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
を
考
え
る
と
、
熊
野
信
仰
が
東
北
地
方

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
際
に
変
容
を
遂
げ
、
出
羽
三
山
信
仰
と
い
う
新
た
な
価
値
体
系

　
　
　
　
　
（
8
3
）

が
創
出
さ
れ
た
と
い
う
発
想
を
視
野
に
入
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

　
番
楽
と
獅
子
舞
に
関
し
て
山
路
は
「
東
北
の
山
伏
神
楽
や
番
楽
の
源
流
を
考
え
る

た
め
に
は
、
都
に
あ
っ
て
獅
子
頭
を
奉
じ
て
諸
国
を
ま
わ
り
、
そ
の
余
興
と
し
て

30
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「
猿
楽
」
を
演
じ
て
見
せ
た
南
北
朝
期
の
師
子
舞
座
を
詳
し
く
見
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
京
都
祇
園
社
の
師
子
舞
座
の
形
態
が
直
接
に
山
伏
神
楽
や
番
楽
の
源
流
に
な
っ

た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
む
ろ
ん
な
い
」
と
し
た
上
で
、
師
子
舞
座
の
構
造
と
山

伏
神
楽
・
番
楽
の
そ
れ
と
の
類
似
点
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
観
応
三
年
（
二
二

五

〇
）
八
月
一
五
日
付
け
の
「
秋
田
城
之
介
源
泰
長
寄
進
状
」
を
挙
げ
、
城
之
介
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
）

明
遍
院
（
熊
野
神
社
）
に
三
ケ
庄
の
荘
園
と
「
雄
勝
・
平
鹿
・
山
乏
」
三
郡
の
牛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

玉
法
印
の
配
布
権
及
び
獅
子
舞
の
舞
場
権
を
与
え
た
こ
と
な
ど
を
そ
の
根
拠
と
し
た
。

　
獅
子
舞
や
権
現
舞
の
伝
播
や
成
立
に
は
、
こ
う
し
た
先
行
芸
能
と
の
関
わ
り
を
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
修
験
者
も
一
山
を
構
え
て
い
た
集
落
で
は
年
齢
階
梯
に
伴
い
、

舞
楽
や
田
楽
な
ど
の
芸
能
を
体
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
東
北
地
方
で
中
世
期
に
栄

え
た
有
力
寺
院
に
は
、
舞
楽
や
田
楽
が
延
年
と
い
う
形
式
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
場

合
も
あ
り
、
直
接
の
伝
播
関
係
は
確
定
で
き
な
い
が
、
舞
楽
が
伝
わ
る
地
で
の
獅
子

舞
と
、
山
伏
神
楽
・
番
楽
が
伝
わ
る
地
で
の
獅
子
舞
の
交
流
関
係
の
再
考
が
必
要
と

な
ろ
う
。

　
そ
の
背
景
と
し
て
、
東
北
地
方
で
も
一
二
世
紀
に
は
熊
野
堂
が
建
立
さ
れ
、
一
三
～

一
五
世
紀
に
は
熊
野
や
羽
黒
の
先
達
が
各
地
で
檀
那
を
訪
れ
、
在
地
で
も
有
力
な
先

達
が
広
範
囲
に
檀
那
を
有
し
て
い
た
。
さ
ら
に
熊
野
先
達
は
南
北
朝
期
以
降
は
東
北

北
部
に
ま
で
教
線
を
延
ば
し
、
在
地
の
有
力
な
武
士
層
を
取
り
込
み
、
彼
ら
は
先
達

に
連
れ
ら
れ
て
熊
野
参
詣
も
し
て
い
た
。
そ
し
て
南
北
朝
期
に
南
朝
に
与
し
て
い
た

霊

山
が
灰
儘
に
帰
し
た
時
期
を
境
に
、
霊
山
に
依
拠
し
て
い
た
修
験
者
が
周
辺
に
散

在
す
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
の
武
士
層
と
直
接
交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
修
験
者

は

有
力
武
士
層
を
一
族
単
位
で
檀
那
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
が
東

北
地
方
の
獅
子
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
中
世
期
も
南
北
朝
期
以
降
に
な
る
と
、
獅
子
頭
の
記
録
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
熊
野
や
羽
黒
へ
の
先
達
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
檀
那
の
家
々
の
安
泰
と

繁
栄
を
保
証
す
る
べ
く
、
牛
玉
宝
印
、
神
札
の
配
札
に
加
え
て
、
獅
子
頭
に
よ
る
悪

魔
祓
い
の
祈
祷
を
し
て
歩
く
よ
う
な
っ
て
い
っ
た
と
、
資
料
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
そ
し
て
近
世
期
に
な
る
と
、
南
部
藩
領
内
で
は
獅
子
頭
に
よ
る
廻
村
を
巡
っ
て
、

修
験
者
相
互
の
確
執
や
訴
訟
な
ど
の
記
録
か
ら
、
そ
の
活
動
実
態
が
具
体
的
に
見
え

て
き
た
。

　
下
北
半
島
に
あ
る
目
名
不
動
院
文
書
が
示
し
て
い
た
の
は
、
宝
永
年
中
以
降
に
不

動
院
が
行
っ
た
宗
教
活
動
に
は
、
熊
野
大
権
現
宮
で
行
わ
れ
る
神
事
、
祭
礼
の
湯
立

て

と
神
楽
、
四
季
の
祭
に
も
神
楽
を
行
っ
て
い
た
。
霞
の
村
々
を
歩
く
際
に
は
、
獅

子
舞
、
権
現
廻
し
と
称
し
て
い
た
。
南
部
藩
惣
録
の
自
光
坊
か
ら
出
さ
れ
た
文
書
か

ら
は
、
獅
子
舞
の
廻
村
に
も
年
行
事
の
許
可
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
た
。

五
戸
多
門
院
配
下
の
修
験
者
達
が
提
出
し
た
書
類
に
は
「
社
風
神
楽
の
獅
子
舞
」
と

称
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
南
部
藩
三
六
代
藩
主
南
部
利
敬
の
神
道
好
み
が

背
景
に
あ
っ
た
。
利
敬
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
は
神
祇
道
の
伝
授
を
受
け
、

文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
に
は
領
内
に
「
修
験
道
相
止
め
、
神
祇
道
を
信
仰
す
べ

し
」
と
い
う
達
し
を
出
し
た
。
政
治
に
翻
弄
さ
れ
た
好
例
で
あ
ろ
う
。

　
宮
古
市
黒
森
神
楽
は
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
ー
六
四
）
以
降
、
陸
中
沿
岸
地
方
の

修
験
者
か

ら
数
多
く
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
た
め
、
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
黒
森
権

現
社
の

別
当
が
獅
子
頭
を
権
現
獅
子
と
称
し
て
廻
村
し
て
い
た
記
録
も
、
目
名
村
不

動
院
文
書
も
、
五
戸
多
門
院
文
書
も
、
中
心
は
権
現
獅
子
頭
に
関
す
る
訴
え
が
主
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
修
験
者
た
ち
が
依
拠
し
て
き
た
神
社
（
権
現
社
）
の
神
霊

を
獅
子
頭
に
降
臨
さ
せ
、
神
々
の
象
徴
と
し
て
の
獅
子
頭
を
振
り
廻
し
、
祈
祷
を
し

て

歩
く
こ
と
が
、
彼
ら
の
宗
教
活
動
の
重
要
な
一
環
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
き
な
収
入

源
だ

っ

た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
陸
中
沿
岸
地
方
の
修
験
者
は
黒
森
権
現
社
別
当
に

対

し
て
数
多
く
の
訴
訟
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
各
修
験
者
が
自
分
た
ち
の
宗
教
的
な
活

動
の
場
を
守
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
活
動
と
も
結
び
つ
い
た
死
活
問
題
だ
っ

た
か
ら
だ
。
ま
た
宗
教
者
に
雇
わ
れ
て
神
楽
の
廻
村
に
歩
い
て
い
た
陸
中
沿
岸
地
方

の
神
楽
衆
の
収
入
は
、
冬
場
だ
け
と
は
い
え
大
き
な
現
金
収
入
で
も
あ
っ
た
。

　
か

つ
て

鳥
海
山
麓
の
修
験
集
落
だ
っ
た
山
形
県
遊
佐
町
蕨
岡
、
同
吹
浦
、
秋
田
県
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由
利
本
荘
市
矢
島
、
に
か
ほ
市
小
滝
地
区
で
は
、
獅
子
頭
を
擁
し
て
春
と
夏
に
周
辺

の
霞
の

集
落
を
廻
っ
て
い
た
し
、
今
も
廻
村
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
鳥
海
山
麓
の
修
験

者
達
は
近
世
初
期
ま
で
羽
黒
山
と
の
緩
や
か
な
関
係
を
保
ち
、
そ
の
影
響
は
近
世
以

降
に
教
派
修
験
道
に
所
属
し
、
あ
る
い
は
仏
教
宗
派
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
、

羽
黒

と
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
時
代
の
修
行
方
式
、
年
中
行
事
を
執
り
行
っ
て
き
た
。

そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
矢
島
以
外
の
三
カ
所
の
修
験
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
に

集
住
し
、
一
種
の
宗
教
集
落
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
集
落
内
で
充
実
し
た
人
員
を
確
保
し
、
初
入
峰
か
ら
続
く
修
行
体
系
を
確
立
し
、

延
年
や
田
楽
と
称
す
る
よ
う
な
総
合
芸
能
大
会
も
自
分
た
ち
の
年
齢
階
梯
に
お
け
る

修
行
の
一
環
の
役
割
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
誰
も
が
芸

能
に
携
わ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
檀
那
場
へ
の
獅
子
舞
の
巡
行
も
可
能
と
な
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
矢
島
修
験
も
逆
峰
と
称
し
て
道
者
を
率
い
て
鳥
海
山
頂
へ
赴
い
た
り
、
山
頂
の
支

配
権
や
山
頂
の
権
現
堂
立
て
替
え
を
巡
り
、
順
峰
と
称
し
て
い
た
蕨
岡
修
験
と
の
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
額
）

訟

を
繰
り
返
す
な
ど
、
ま
と
ま
り
を
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
は
矢
島
領
内
各
地

に
散
在
し
て
お
り
、
ま
た
修
験
道
の
修
行
法
式
中
に
延
年
も
含
め
た
芸
能
を
取
り
込

む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
で
前
述
の
よ
う
に
矢
島
の
修
験
者
は
地
元
の
集
落
に
お

い
て

獅
子
舞
に
よ
る
祈
祷
を
行
い
、
獅
子
舞
の
祖
と
さ
れ
た
り
、
藩
主
と
の
結
び
つ

き
の
あ
っ
た
地
域
の
獅
子
舞
は
特
別
の
処
遇
を
得
て
い
た
。
一
方
修
験
者
の
い
な
い

集
落
に
も
獅
子
舞
は
広
が
り
、
そ
れ
が
村
人
自
身
に
よ
る
獅
子
宿
の
運
営
な
ど
、
特

別
な
家
柄
を
生
む
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
村
人
が
芸
能
に
触
れ
る
機
会
を

作
り
、
村
人
自
身
に
よ
る
番
楽
の
編
成
も
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
宗
教
集
落
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
山
組
織
と
し
て
、
宗
教
者
が
集
住

し
て
い
る
地
域
と
、
自
分
の
霞
場
あ
る
い
は
檀
那
場
に
住
み
、
個
別
に
宗
教
活
動
を

行
な
っ
て
い
る
修
験
者
と
で
は
、
そ
の
宗
教
活
動
の
方
法
が
自
ず
か
ら
異
な
っ
て
く

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
羽
黒
山
で
は
一
山
の
修
験
者
だ
け
で
は
な
く
、
羽
黒
山
と
緩
や
か
な
つ
な

が
り
の
あ
っ
た
周
辺
の
修
験
者
た
ち
が
法
華
八
講
会
に
は
参
集
し
て
舞
楽
を
演
じ
て

い

た
。
そ
の
周
辺
の
修
験
集
落
で
は
鳥
海
山
麓
の
修
験
集
落
と
同
様
、
地
域
の
周
辺

の
集
落
を
獅
子
頭
を
廻
し
て
歩
き
、
高
寺
で
は
今
も
舞
楽
を
伝
え
、
金
峰
山
や
他
の

修
験
寺
院
で
も
舞
童
銭
を
出
し
た
り
、
稚
児
や
五
人
の
番
僧
を
出
し
て
い
た
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
、
周
辺
の
修
験
寺
院
で
も
か
つ
て
は
舞
楽
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

蕨
岡
に
あ
る
鳥
海
山
龍
頭
寺
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
ま
で
は
松
岳
山
観
音
寺
を

名
乗
っ
て
い
た
。
こ
の
観
音
寺
は
羽
黒
山
の
縁
起
に
見
る
よ
う
に
、
羽
黒
山
の
舞
楽

を
伴
う
法
会
に
出
仕
し
て
い
た
の
だ
。
蕨
岡
の
延
年
は
鳥
海
山
周
辺
の
吹
浦
田
楽
、

小
滝
チ

ョ
ウ
ク
ラ
イ
ロ
舞
と
の
交
流
を
伺
う
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
平
田
町
新
山
神

社
の
延
年
と
の
つ
な
が
り
も
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
の
進
藤
重
紀
に
よ
る

『出
羽
国
風
土
略
記
』
に
は
、
新
光
山
景
勝
寺
の
九
坊
の
衆
徒
が
祭
礼
の
折
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

獅
子
舞
を
舞
い
、
そ
の
後
は
田
楽
番
組
が
あ
り
、
吹
浦
、
高
寺
に
同
じ
と
あ
る
。
稚

児
舞
は
今
は
大
人
の
舞
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
羽
黒
山
で
は
山
内
衆
徒
が
年
齢
階
梯
の
中
で
芸
能
を
演
じ
る
と
い
う
例
が
な
か
っ

た
か
、
あ
る
い
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
か
、
大
が
か
り
な
法
会
な
ど
の
行

事
の
後
に
は
、
周
辺
地
域
の
羽
黒
山
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
社
寺
か
ら
の
舞
楽
の
素
養

の
あ
る
者
た
ち
が
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
東
北
地
方
に
は
毛
越
寺
の
延
年
を
初
め
、
田
楽
、
舞
楽
、
能
等
を
総
合
し
た
芸
能

を
伝
え
て
い
る
寺
社
が
今
も
多
く
あ
る
が
、
そ
の
中
核
と
も
い
え
る
舞
楽
が
、
山
形

県
山
形
市
山
寺
の
立
石
寺
、
寒
河
江
市
慈
恩
寺
や
河
北
町
谷
地
八
幡
宮
に
伝
え
ら
れ

て

い

る
林
家
舞
楽
で
あ
ろ
う
。
立
石
寺
を
開
い
た
慈
覚
大
師
と
共
に
、
こ
の
地
に
来

た
大
阪
四
天
王
寺
の
林
家
の
縁
の
者
が
伝
え
た
と
い
う
舞
楽
が
今
も
林
家
一
子
相
伝

の
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
慈
恩
寺
で
の
舞
楽
法
会
に
お
い
て
は
谷
地
八
幡

宮
か
ら
、
谷
地
八
幡
宮
の
例
祭
に
お
い
て
は
慈
恩
寺
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
舞
手
を
出
し

て

お
互
い
に
交
流
し
て
い
る
。

　

ま
た
南
陽
市
宮
内
熊
野
神
社
に
は
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
に
熊
野
神
社
が
炎

上

し
た
際
に
獅
子
頭
も
救
出
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
た
。
記
録
と
し
て
記
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さ
れ
る
ほ
ど
当
時
と
し
て
は
大
切
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
熊
野
神
社
に
は
稚
児

舞
が
残
り
、
こ
れ
は
高
畠
町
阿
久
津
八
幡
神
社
に
伝
わ
る
阿
久
津
延
年
か
ら
伝
え
ら

れ

た
と
さ
れ
る
。
阿
久
津
八
幡
神
社
は
慈
覚
大
師
の
来
訪
を
伝
承
と
し
て
持
ち
、
学

頭

は
金
蔵
院
で
、
衆
徒
一
二
坊
、
神
職
三
二
家
を
擁
し
、
聖
観
音
、
薬
師
如
来
、
阿

弥
陀
如
来
の
本
地
仏
が
あ
っ
た
。
こ
の
阿
久
津
延
年
は
御
神
楽
と
も
称
し
、
社
人
の

大
地
権
大
夫
が
舞
楽
の
師
職
を
務
め
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
以
前
は
名
取
の
熊

野
神
社
の
例
祭
に
舞
楽
師
と
し
て
毎
年
招
か
れ
て
い
た
。
そ
の
後
南
陽
市
宮
内
の
熊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
°
。
o
。
）

野
神
社

に
舞
人
様
と
し
て
児
童
の
舞
を
教
授
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
芸
能
は
寺
院
に
属
し
た
僧
侶
や
宗
教
者
を
介
し
て
相
互
に
伝
授
さ
れ
、

あ
る
い
は
彼
ら
は
選
ば
れ
て
得
意
な
舞
を
演
じ
に
行
く
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
吉
野
金

峰
山
で
は
鎌
倉
時
代
末
期
に
成
立
し
た
『
金
峰
山
創
草
記
』
中
の
「
山
上
勤
事
」
の

五

月
と
九
月
に
は
、
山
伏
が
出
峰
す
る
際
に
験
競
べ
と
延
年
を
演
じ
た
と
い
う
記
録

が
残
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
室
町
期
の
『
当
山
年
中
行
事
条
々
』
に
は
、
修
正
会
、
一

切
経
会
、
三
〇
講
会
な
ど
大
き
な
催
し
で
は
、
南
都
や
天
王
寺
楽
所
や
、
猿
楽
の
専

門
化
を
楽
頭
職
と
し
て
招
い
た
り
も
し
て
い
た
。
ま
た
吉
野
金
蔵
院
の
遊
僧
が
、
奈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

良
に
将
軍
足
利
義
教
を
迎
え
て
の
延
年
に
招
か
れ
て
出
演
も
し
て
い
た
。

　
東
北
地
方
で
も
慈
恩
寺
や
毛
越
寺
そ
し
て
羽
黒
山
を
中
心
と
し
た
宗
教
者
や
修
験

者
が
舞
楽
、
田
楽
な
ど
、
宗
教
儀
礼
に
伴
う
延
年
の
場
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸

能
を
演
じ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
山
組
織
の
整
っ
た
大
き
な
宗
教
施
設
だ
け
で

は
な
く
、
四
～
三
〇
坊
足
ら
ず
の
小
さ
な
宗
教
集
落
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
地
域
の
中

核

と
な
っ
て
い
た
宗
教
集
団
は
、
自
分
た
ち
の
年
齢
階
梯
に
伴
っ
た
修
行
体
系
と
し

て

芸
能
も
取
り
込
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た
彼
ら
が
布
教
活
動
の
一
環
と
し
て
獅
子
舞

を
取
り
入
れ
、
自
分
た
ち
の
住
む
集
落
だ
け
で
は
な
く
、
信
仰
圏
と
も
言
え
る
範
囲

を
廻
村
す
る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
範
囲
は
修
験
者
が
廻
っ
て
い
た
地
域
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
霞
場
あ
る
い
は
檀
那
場
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
東
北
地
方
で

は
獅
子
舞
は
、
舞
楽
や
田
楽
な
ど
社
寺
で
行
な
わ
れ
て
き
た
法
会
な

ど
に
伴
う
延
年
な
ど
総
合
芸
能
の
一
部
と
し
て
伝
わ
り
、
行
道
の
際
の
先
導
役
な
ど

を
務
め
、
神
輿
の
巡
幸
の
先
導
な
ど
も
し
た
。
し
か
し
獅
子
舞
は
寺
社
の
芸
能
の
一

部
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
神
事
の
際
に
は
具
体
的
な
神
霊
の
現
わ
れ
と
し
て
の
獅

子
の
存
在
も
見
て
き
た
。
ま
た
獅
子
は
人
々
の
住
む
家
々
を
廻
っ
て
歩
き
、
祓
い
、

鎮

め
、
祝
福
を
与
え
る
と
い
う
祈
祷
芸
能
の
道
を
歩
ん
で
き
た
。
だ
か
ら
山
伏
神

楽
・
番
楽
を
の
み
追
い
か
け
て
い
た
の
で
は
、
東
北
の
獅
子
舞
の
姿
を
充
分
に
と
ら

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
獅
子
舞
の
現
場
で
獅
子
が
ど
の
よ
う
に
生
き
、

ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
き
た
の
か
が
重
要
と
な
ろ
う
。
同
じ
獅
子
頭
が
行
道
に
も
、

神
事
の
場
で
の
神
降
ろ
し
と
繋
が
る
よ
う
な
獅
子
舞
に
も
、
神
輿
の
巡
幸
の
先
導
に

も
、
村
々
家
々
を
廻
村
す
る
際
に
も
、
修
験
者
や
そ
の
関
係
者
と
行
動
を
と
も
に
し

て
き
た
。

　

そ
れ
で
は
修
験
者
は
な
ぜ
獅
子
頭
に
そ
の
よ
う
な
力
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た

の
だ

ろ
う
か
。
な
ぜ
東
北
地
方
で
だ
け
獅
子
頭
が
特
殊
な
使
わ
れ
方
を
し
た
の
だ
ろ

う
か
。

　
ま
ず
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
近
世
期
の
南
部
藩
で
、
ど
の
程
度
の
宗
教
者
が

い

た
の
か
を
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
八
月
二
日
付
け
の
「
領
分
中
宗
旨
改
郡
分

　
　
（
9
0
）

人
数
帳
」
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
「
人
数
帳
」
に
は
岩
手
、
志
和
、
稗
貫
、
和

賀
、
閉
伊
、
鹿
角
、
二
戸
、
三
戸
、
九
戸
、
北
の
各
郡
別
に
百
姓
（
男
女
別
）
、
町

人

（男
女
別
）
、
出
家
、
行
人
、
山
伏
・
神
子
（
そ
の
家
人
の
男
女
別
）
、
社
人
、
比

丘

尼
、
座
頭
・
替
女
（
そ
の
家
人
の
男
女
別
）
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
合
計
と
男
女
別

の

合
計
人
口

が
記

さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
人
口
を
知
る
上
で
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
本
論
の
趣
旨
か
ら
、
山
伏
、
社
人
、
座
頭
、
出
家
の
各
郡
別
の
数
と
合
計

の
数
を
出
し
て
み
た
い
。

　
　
　
岩
手
　
山
伏
＝
一
二
人
、

閉和稗紫
伊賀貫波

　
三
六

　
六
一

　
六

八

三
六
二

社
人
四

二
人
、

　
　
　
二

　
　
　
六

　
　
　
〇

　
　
　
四

座
頭
一
四
一
人
、

　
　
　
五
六

　
　
　
五
二

　
　
　
六
一

　
　
　
七
九

出
家
二
八
三
人

　
　
　
九

八

　
　
一
一
七

　
　
　
九
〇

　
　
一
五
〇
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　　九三二鹿
計北戸戸戸角

　
四

九

　
五
二

　
五
九

　
一
五

　
七

八

九
一
一

六

三〇〇四〇五

六

三五二七六二
二三〇三九八

　

こ
の
表
を
見
れ
ば
、
社
人
の
数
が
少
な
い
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

か

ら
六
五
年
後
の
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
二
）
に
、
吉
田
家
か
ら
神
祇
道
の
伝
授
を

受
け
た
神
道
か
ぶ
れ
の
藩
主
南
部
利
敬
が
、
「
修
験
道
相
止
め
、
神
祇
道
を
信
仰
す

べ
し
」
と
い
う
達
し
を
出
し
た
の
も
、
神
道
好
き
の
藩
主
の
立
場
を
考
え
れ
ば
納
得

が

ゆ
く
数
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
南
部
藩
だ
け
の
例
だ
が
、
修
験
者
の
活
躍

を
数
字
の
上
か
ら
も
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
東
北
地
方
の
修
験
が
関
与
し
た
獅
子
舞

を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。
そ
の
上
で
修
験
と
獅
子
舞
の
関
わ
り

を
考
え
て
み
よ
う
。

　

山
路
は
悪
魔
を
祓
う
威
力
の
あ
る
獅
子
頭
を
熊
野
に
本
拠
を
お
い
た
山
伏
が
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

し
、
神
影
向
の
具
体
的
な
姿
と
し
て
利
用
し
た
と
い
う
。
小
谷
は
熊
野
の
神
の
現
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

れ

と
し
て
獅
子
頭
は
東
北
地
方
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
。
し

か

し
東
北
地
方
の
修
験
者
が
申
心
と
な
っ
て
活
躍
し
て
い
た
寺
社
に
限
っ
て
も
、
獅

子
頭

は
熊
野
の
神
と
し
て
の
み
機
能
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
獅
子
頭
に
降

り
て
く
る
神
霊
は
も
ち
ろ
ん
熊
野
の
神
が
多
い
。
し
か
し
権
現
獅
子
頭
と
称
し
た
と

き
に
は
、
修
験
者
や
そ
の
地
の
宗
教
者
が
依
拠
し
て
い
る
社
寺
の
神
霊
が
降
り
て
く

る
し
、
そ
れ
は
そ
の
地
の
聖
地
、
聖
な
る
山
岳
の
神
霊
そ
の
も
の
と
も
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
陸
中
沿
岸
地
方
で
は
神
楽
衆
が
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
も
、
獅
子
頭

の
違
い
に

よ
っ
て
神
楽
の
名
称
が
異
な
る
。
獅
子
頭
に
降
り
て
く
る
神
霊
の
名
称
が

神
楽
の
名
称
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
司
東
は
そ
れ
を
「
な
ん
で
も
権
現
さ
ま
に
し
て

い

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
司
東
の
言
う
牛
頭
天
王
や
蘇
民
将
来
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

た
疫
病
除
け
の
信
仰
だ
け
で
は
な
く
、
道
を
先
導
し
、
地
域
を
祓
い
、
悪
を
払
い
、

　

六
六

　

六
四

　

三

五

　
　
　
一

　
一
二
二

一
〇

二
六

こ
の
時
代

悪
霊
を
鎮
め
、
身
体
の
健
康
や
安
全
を
祈
り
、
新
築
の
家
や
建
造
物
の
払
い
を
し
、

仏
の
供
養
を
し
、
祝
福
を
与
え
て
き
た
。
そ
れ
ら
多
く
の
機
能
が
獅
子
頭
に
ま
と
わ

り
つ
い
て
き
た
の
は
、
人
々
の
願
い
を
聞
き
届
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
修
験
者
の

呪
的
能
力
と
神
霊
を
操
作
す
る
能
力
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
修
験
者
の
呪
的
能
力
を
信
じ
、
そ
れ
に
期
待
し
た
地
域
の
人
々
の
願
い
が

上

げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
神
の
姿
を
見
た
い
、
そ
の
声
を
聞
き
た
い
と
す
る
心
性
は
東

北
地
方
で
は
こ
と
の
ほ
か
強
い
。
そ
れ
故
、
神
や
ホ
ト
ケ
の
言
葉
を
話
す
宗
教
者
へ

の
期
待
は
今
も
強
く
、
ま
た
獅
子
頭
を
権
現
様
と
し
て
、
そ
こ
に
祈
り
や
願
い
を
込

め

て

き
た
の
だ
。
そ
し
て
「
獅
子
頭
」
そ
の
も
の
に
備
わ
っ
た
造
形
、
そ
れ
は
大
陸

か

ら
伝
来
し
た
唐
獅
子
や
蝶
麟
の
形
、
「
し
し
」
の
言
葉
が
持
つ
「
師
子
」
「
宍
」
「
肉
」

な
ど
と
、
熊
や
猪
や
鹿
や
鈴
羊
な
ど
の
動
物
と
創
造
上
の
交
流
か
ら
形
作
ら
れ
て
き

た
獣
性
も
、
聖
な
る
獅
子
の
威
力
を
表
現
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
事
柄
が
豊
か
な
獅
子
の
造
形
と
機
能
を
付
与
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
秋
田
県
北
部
に
伝
わ
る
番
楽
に
獅
子
舞
が
つ
い
て
い
な
い
の
は
、
風
流
系
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

獅
子
踊
や
獅
子
舞
が
単
独
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
か
も
し
れ
な
い
と
の
指
摘
は
示
唆

に
富
む
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
神
霊
が
人
々
の
生
活
の
場
近
く
ま
で
訪
れ
る
に
は
、
神
輿
よ
り
も
獅
子
頭
の
方
が

一
軒
一
軒
の
家
を
廻
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
し
、
獅
子
に
噛
ん
だ
り
触
れ
て
も
ら
う
、

あ
る
い
は
幕
の
間
を
潜
る
な
ど
、
信
仰
し
て
い
る
側
が
直
接
身
体
的
な
感
覚
を
持
っ

て

神
霊
と
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
熊
野
に
の
み
焦
点
を
当
て
て
い
た
の
で
は
そ
の
具
体
的
な
姿
を
見

失
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
神
々
の
姿
に
直
接
触
れ
る
こ
と
を
望
み
、
そ
の
た
め
に
は

神
霊
の
姿
を
芸
能
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
の
場
面
に
お
い
て
直
接

見

る
こ
と
を
望
ん
だ
地
域
住
民
が
、
そ
う
し
た
磁
場
を
与
え
た
と
見
る
べ
き
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
磁
場
を
最
も
有
効
に
活
用
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
た
宗

教
者
の
一
群
が
修
験
者
だ
っ
た
の
だ
。
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終
わ
り
に

　
山
伏
神
楽
・
番
楽
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
権
現
舞
と
獅
子

舞
を
、
そ
の
主
な
担
い
手
で
あ
っ
た
修
験
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
再
考
し
て
み
た
。

そ
の
結
果
、
地
域
に
定
着
し
た
個
々
の
修
験
者
に
と
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
一
山
を

構
え
修
験
集
落
を
形
成
し
て
き
た
地
域
で
も
、
獅
子
舞
は
重
要
な
儀
礼
と
宗
教
活
動

の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
一
山
を
形
成
し
て
き
た
修
験
集
落
が
、
他
の
仏
教

寺
院
と
同
じ
よ
う
に
、
法
会
の
後
や
、
任
位
・
任
官
な
ど
僧
侶
や
長
官
の
昇
進
や
就

任
儀
礼
の
場
に
、
賓
客
の
来
臨
を
得
て
行
わ
れ
る
延
年
、
そ
れ
に
連
な
る
舞
楽
や
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

楽
と
も
つ
な
が
る
総
合
芸
能
の
姿
を
伝
え
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
き
て
獅

子
舞
は
山
伏
神
楽
・
番
楽
だ
け
で
は
な
く
、
延
年
や
舞
楽
と
も
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ

と
が
見
え
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
修
験
者
が
関
わ
る
場
の
広
が
り
を
も
示
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
場
を
想
定
し
て
、
今
後
は
修
験
者
が
関
わ
っ
て
き
た
儀
礼

や

芸
能
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

註（
1
）
　
本
田
安
次
『
日
本
の
伝
統
芸
能
　
第
五
巻
　
神
楽
V
　
山
伏
神
楽
・
番
楽
（
復
刻
）
』
錦
正

　
　
社
　
平
成
六
年

（
2
）
　
本
田
安
次
　
前
掲
（
1
）
に
同
　
一
ー
四
頁

（
3
）
　
本
田
安
次
『
日
本
の
伝
統
芸
能
　
第
二
巻
　
神
楽
H
』
錦
正
社
　
平
成
五
年
　
一
九
四
ー

　
　
二
〇
〇
頁

（
4
）
　
山
路
興
造
「
山
伏
神
楽
・
番
楽
の
源
流
」
『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
六
号
　
民
俗
芸
能
学
会

　
　
一
九
八
七
　
一
ー
｝
入
頁

（
5
）
　
神
田
よ
り
子
「
権
現
舞
と
修
験
者
」
『
山
岳
修
験
－
修
験
と
芸
能
特
集
号
ー
』
第
三
二
号

　
　
日
本
山
岳
修
験
学
会
　
二
〇
〇
三
　
九
－
一
七
頁

（
6
）
以
上
は
『
熊
野
那
智
大
社
文
書
』
（
第
一
～
第
六
）
所
収
　
続
群
書
類
従
完
成
会

　
　
一
九
九
一

（
7
）
　
豊
田
武
「
東
北
中
世
の
修
験
道
と
そ
の
資
料
」
戸
川
安
章
編
『
山
岳
宗
教
資
料
叢
書
』
五

　

名
著
出
版
　
一
九
七
五
　
四
一
ー
五
九
頁

（
8
）
　
新
城
美
恵
子
「
中
世
後
期
熊
野
先
達
の
在
所
と
そ
の
地
域
的
特
徴
」
『
本
山
派
修
験
と
熊
野

　
　
先
達
』
岩
田
書
院
　
一
九
九
九
　
一
一
ー
三
〇
頁

（
9
）
　
新
城
美
恵
子
「
坂
東
屋
富
松
に
つ
い
て
ー
有
力
先
達
の
成
立
と
商
人
の
介
入
ー
」
前
掲
書
に

　
　

同
五
一
ー
六
四
頁

（
1
0
）
森
毅
「
中
世
の
熊
野
系
修
験
と
奥
州
」
『
修
験
道
霞
職
の
史
的
研
究
』
名
著
出
版

　
　
一
九
八
九
　
三
四
ー
六
六
頁

（
H
）
　
宮
家
準
『
熊
野
修
験
』
吉
川
弘
文
館
　
「
九
九
二
　
二
三
七
ー
二
六
三
頁

（
1
2
）
　
高
橋
正
「
熊
野
信
仰
の
東
北
へ
の
伝
播
ー
北
部
出
羽
国
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
熊
野
信
仰
と

　
　
東
北
ー
名
宝
で
た
ど
る
祈
り
の
歴
史
ー
』
「
熊
野
信
仰
と
東
北
展
」
実
行
委
員
会
事
務
局

　
　
二
〇
〇

六

　
一
八
〇
ー
一
八
五
頁

（
1
3
）
　
政
次
浩
「
東
北
地
方
の
熊
野
信
仰
と
出
羽
三
山
信
仰
に
つ
い
て
の
覚
え
書
」
前
掲
（
1
2
）
に

　
　

同
一
八
六
ー
一
九
〇
頁

（
1
4
）
　
豊
田
武
　
前
掲
（
7
）
に
同
、
戸
川
安
章
校
注
『
神
道
大
系
　
神
社
編
三
二
　
出
羽
三
山
』

　
　
神
道
大
系
編
纂
会
　
一
九
八
二
　
五
四
二
ー
五
四
八
頁
、
森
毅
「
中
世
期
羽
黒
系
の
在
地
修
験
」

　
　
前
掲
（
1
0
）
に
同
　
六
七
ー
七
七
頁

（
1
5
）
　
神
田
よ
り
子
　
前
掲
（
5
）
に
同
、
九
－
一
七
頁

（
1
6
）
司
東
真
雄
・
沼
山
源
喜
治
編
著
『
岩
手
の
獅
子
頭
（
権
現
さ
ま
）
』
北
上
史
談
会

　
　
一
九
七
五

（
1
7
）
　
神
田
よ
り
子
『
陸
中
沿
岸
地
方
の
廻
り
神
楽
報
告
書
』
宮
古
市
　
一
九
九
九
　
三
一
六
ー

　
　
三
二
一
頁

（
1
8
）
　
秋
田
県
教
育
委
員
会
編
『
秋
田
県
の
民
俗
芸
能
ー
秋
田
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
ー
』

　
　
秋

田
県
文
化
財
保
護
協
会
　
一
九
九
三
　
二
八
頁

（
1
9
）
　
高
橋
正
　
前
掲
（
1
2
）
に
同
、
一
八
一
頁

（
2
0
）
　
秋
田
県
教
育
委
員
会
編
　
前
掲
（
1
8
）
に
同
、
二
八
頁

（
2
1
）
　
小
谷
竜
介
「
熊
野
信
仰
の
東
北
へ
の
伝
播
ー
北
部
出
羽
国
を
中
心
と
し
て
ー
」
前
掲
（
1
2
）

　
　
に
同
、
二
一
四
頁

（
2
2
）
　
進
藤
重
記
『
出
羽
国
大
社
考
巻
之
二
』
神
田
よ
り
子
『
吹
浦
田
楽
』
所
収
　
遊
佐
町
教
育
委

　
　
員
会
　
一
九
九
六
　
三
五
ー
四
五
頁

（
2
3
）
　
山
形
県
『
山
形
県
史
　
資
料
編
　
一
五
下
　
古
代
中
世
資
料
二
』
一
九
七
九
　
三
五
四
頁

（
2
4
）
　
町
田
市
立
博
物
館
編
『
町
田
市
立
博
物
館
図
録
　
第
九
八
集
　
獅
子
頭
－
東
日
本
を
中
心

　
　
に
ー
』
一
九
九
六
　
一
八
頁

（
2
5
）
　
戸
川
安
章
「
金
峰
山
の
一
山
組
織
と
神
仏
分
離
」
『
新
版
出
羽
三
山
修
験
道
の
研
究
』
佼
正

　
　
出
版
社
　
一
九
八
六
　
四
七
三
ー
四
八
八
頁

（
2
6
）
　
小
谷
竜
介
　
前
掲
（
1
2
）
資
料
解
説
　
資
料
番
号
二
二
五
　
二
一
頁

（
2
7
）
　
東
通
村
教
育
委
員
会
編
『
奥
州
南
部
北
郡
田
名
部
目
名
村
不
動
院
』
一
九
九
〇
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（
2
8
）
青
森
県
三
戸
郡
新
郷
村
『
五
戸
多
門
院
文
書
』
な
お
多
聞
院
文
書
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
め
、

　
　
以
下
の
資
料
は
全
文
を
掲
載
し
た
。
翻
刻
は
郷
土
文
化
史
研
究
所
の
岸
昌
一
氏
に
よ
る
。

　
　
「
五
戸
多
門
院
文
書
」
の
う
ち
資
料
二

　
　
　
　
「
三
月
二
十
七
日
付
御
尊
状
四
月
八
B
善
行
院
宅
二
て
同
人
よ
り
相
届
奉
拝
見
候
、
御
尊

　
　
　
　
院
様
益
　
御
揃
御
機
嫌
能
可
被
為
遊
御
座
珍
重
奉
存
候
、
次
拙
僧
共
無
事
修
業
罷
有
申
候
、

　
　
　
　
乍
恐
御
案
慮
思
召
被
遊
可
被
下
候
、
随
て
当
年
は
熊
野
大
権
現
神
楽
舞
之
御
祈
祷
順
番
御

　
　
　
　
座
候
て
、
大
正
院
・
大
行
坊
子
供
野
辺
地
へ
参
候
て
宗
門
上
納
銭
取
立
上
納
仕
候
、
御
受

　
　
　
　
納
被
遊
下
度
候

　

此
度
被
仰
遣
ニ
ハ
、
金
剛
院
よ
り
あ
た
ご
前
立
権
現
再
建
仕
度
旨
御
内
々
御
承
り
被

一
遊
候
二
付
、
仲
間
指
支
等
も
無
御
座
候
ハ
・
、
本
人
よ
り
可
申
遣
趣
被
仰
遣
奉
畏
候
得

共
、
一
切
同
行
中
不
及
相
決
二
、
壱
人
切
二
直
二
願
上
候
等
奉
存
候
、
古
例
よ
り
あ
た

ご

前
立
御
座
候
義
不
存
事
二
御
座
候
、
同
人
二
相
尋
不
申
候
得
共
人
こ
よ
り
承
候
所
あ

た
ご
前
立
な
ぎ
所
再
建
申
上
候
て
、
私
同
様
二
舞
を
舞
て
野
辺
地
御
支
配
所
井
七
戸

領
・
五
戸
領
え
も
相
廻
候
心
掛
之
義
企
て
御
座
候
由
承
候
、
新
キ
獅
子
大
工
二
き
ざ
ま

せ
可

申
心
得
之
義
成
候
、
唯
今
ハ
目
名
村
不
動
院
、
田
名
部
大
学
院
両
所
之
大
権
現
御

祈
祷
再
拝
二
御
座
候
、
元
来
は
目
名
村
不
動
院
古
昔
よ
り
熊
野
大
権
現
獅
子
頭
御
座
候
、

然
ル

所

田
名
部
大
学
院
ハ
吉
祥
院
と
申
時
代
獅
々
頭
熊
野
大
権
現
二
御
座
候
て
、
田
名

部
御
支
配
所
相
廻
候
、
右
之
吉
祥
院
代
迄
相
廻
候
所
、
百
五
十
年
余
相
や
め
不
相
廻
、

田
名
部
在
岩
屋
村
と
申
所
え
末
二
成
売
沸
置
候
所
二
、
田
名
部
住
居
之
山
伏
五
人
二
て

及
相
決
、
右
之
獅
々
舞
再
建
仕
度
旨
願
書
以
奉
願
上
候
所
、
自
光
坊
様
よ
り
願
之
通
被

仰
付
候
所
、
不
動
院
不
相
成
趣
奉
願
上
候
、
森
岡
表
相
詰
め
御
役
人
様
方
同
人
二
御
添

心
方
有
、
亦
ハ
田
名
部
御
代
官
中
壱
人
二
不
動
院
力
を
付
、
壱
人
ハ
田
名
部
五
人
二
力

付
、
双
方
争
論
相
成
、
御
下
役
所
も
壱
人
ハ
不
動
院
二
付
、
壱
人
ハ
田
名
部
五
人
二
付
、

田
名
部
よ
り
も
森
岡
へ
相
詰
メ
、
自
光
坊
様
も
古
例
な
ぎ
事
ハ
不
被
仰
付
候
得
共
、
其

筋
様
よ
り
御
尋
預
り
御
面
倒
御
心
配
被
遊
候
由
、
田
名
部
法
中
方
其
節
度
々
御
咄
合
被

成
候
、
寺
社
御
奉
行
え
も
両
方
よ
り
罷
出
奉
願
上
候
得
共
相
片
付
不
申
六
七
年
相
掛
り
、

双
方
争
論
仕
候
、
夫
よ
り
田
名
部
御
代
官
二
大
光
寺
彦
右
衛
門
殿
大
御
目
付
・
御
勘
定

頭

兼
役
二
、
松
田
茂
左
衛
門
様
田
名
部
通
万
事
と
り
し
め
、
御
詰
合
之
内
御
同
人
二

度
々
願
上
、
御
表
井
寺
社
御
奉
行
取
こ
し
ら
い
漸
之
事
二
て
成
就
仕
候
、
其
内
大
金
も

有
借
金
仕
、
五
人
山
伏
難
儀
仕
候
、
其
節
盛
岡
詰
遣
金
等
不
足
付
利
息
金
か
り
出
候
て

用
立
申
候
、
拙
僧
所
持
之
舞
道
具
四
五
年
中
貸
候
得
は
、
始
を
わ
り
共
二
存
居
申
候
、

茂
左
衛
門
様
・
彦
右
衛
門
殿
右
キ
色
々
迷
惑
被
成
候
程
二
御
世
話
被
成
候
て
被
仰
付
候
、

古
例
有
事
さ
い
百
五
十
年
も
や
め
置
事
二
候
得
バ
、
六
七
年
争
論
及
候
、
乍
去
古
例
有

事
故
茂
左
衛
門
様
・
彦
右
衛
門
殿
御
預
以
成
就
仕
候
、
私
も
万
事
添
心
仕
候
故
善
悪
共

よ
ぐ
く
存
居
候
、
古
例
有
事
さ
い
右
之
通
二
御
座
候
、
ま
し
て
金
剛
院
申
上
候
ハ
古

例

も
な
き
事
く
わ
立
、
あ
た
こ
前
立
再
建
と
申
上
候
て
新
き
獅
子
を
き
ざ
ま
せ
、
獅
子

舞
相
廻
心
掛
御
座
候
、
古
昔
よ
り
野
辺
地
あ
た
ご
二
前
立
御
座
候
て
獅
子
舞
二
御
廻
噺

合
い
不
存
候
、
又
ハ
先
祖
よ
り
之
書
担
も
無
御
座
候
、
金
剛
院
一
人
之
大
欲
無
道
之
心

得
二
て
一
切
無
御
座
候
事
、
悪
心
く
わ
立
申
事
二
候
、
田
名
部
御
支
配
所
と
違
イ
野
辺

地

御
支
配
小
場
所
二
て
、
唯
今
二
成
拙
僧
一
人
之
御
祈
祷
権
現
相
廻
さ
い
在
町
共
極
々

大
義
二
存
居
候
事
御
座
候
、
此
上
二
同
人
古
例
な
き
事
御
尊
院
様
被
仰
付
と
申
て
獅
々

舞
二
相
廻
候
て
ハ
右
キ
拙
僧
之
不
為
成
候
、
他
人
な
れ
バ
私
二
よ
ぐ
心
為
二
皆
人
共
有

事
二
御
座
候
得
共
、
親
父
之
出
た
る
先
祖
代
々
之
か
ぶ
私
の
よ
ぐ
為
見
方
合
二
て
私
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ば
い
カ
　

取
合
せ
も
な
ぐ
直
二
願
上
候
義
、
私
二
弓
を
引
キ
先
祖
代
々
の
か
ぶ
を
ば
い
取
る
同
様

之

悪
心
大
悪
道
二
御
座
候
、
決
て
以
被
仰
付
被
下
間
敷
候
、
被
仰
付
被
下
候
て
ハ
私
・

金

剛
院
之
争
論
之
元
御
座
候
、
古
例
有
る
事
御
座
候
得
は
、
御
尊
様
よ
り
被
仰
付
ハ
背

キ
不
申
候
得
共
、
古
例
な
き
事
故
奉
申
上
候
、
唯
あ
た
ご
の
宮
前
立
再
建
仕
候
斗
二
候

得
は
御
尊
院
様
え
ハ
不
奉
願
上
も
の
二
御
座
候
、
新
キ
な
き
小
社
さ
い
乍
恐
御
上
様
不

申
上
二
内
々
秘
シ
テ
建
立
之
社
も
御
座
候
得
共
、
吟
味
不
仕
其
侭
仕
居
候
、
此
後
ハ
お

し
て
態
人
以
直
々
奉
願
上
候
共
御
免
被
下
間
敷
奉
願
上
候
、
古
例
よ
り
奉
願
上
候
事
ハ

私
井
本
人
同
行
中
印
形
以
奉
願
上
候
義
奉
存
候
、
私
二
も
同
行
中
二
も
内
訳
な
ぐ
壱
人

直
願
上
候
古
例
も
な
ぎ
事
二
奉
存
候
、
私
共
を
な
き
者
二
致
同
人
心
得
御
座
候
、
末
々

私

な
き
者
仕
直
々
願
上
二
諸
事
仕
候
悪
心
と
奉
存
候
、
幸
イ
同
行
中
御
尊
書
拝
見
さ
せ

申
候
所
、
同
行
中
驚
入
奉
存
候
、
金
剛
院
知
ら
せ
不
申
候
、
同
行
中
無
承
知
御
座
候
、

た
と
い
同
行
衆
承
知
仕
候
て
も
私
ハ
大
キ
指
支
相
成
候
故
無
承
知
二
候
、
此
末
何
程
奉

願
上
候
て

も
御
聞
入
被
下
間
敷
候
、
乍
恐
金
銭
首
尾
以
奉
願
上
候
て
も
御
決
済
被
下
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
す
て
カ
　

敷
候
、
何
事
申
上
候
て
も
同
人
え
御
返
書
不
被
下
二
御
う
つ
す
て
置
キ
被
遊
下
度
奉
願

上

候
、
私
を
ふ
み
つ
ぶ
す
悪
心
二
御
座
候
、
誠
二
兄
弟
ハ
他
人
之
始
り
と
申
皆
人
申
如

ぐ
御
座
候
、
私
ハ
何
事
も
か
こ
わ
り
不
申
候
得
共
、
酒
呑
候
時
ハ
何
ん
の
わ
け
も
な
ぐ

悪
口

申
事
度
々
御
座
候
、
悪
道
二
て
手
二
余
リ
申
候
、
同
母
腹
よ
り
不
出
も
の
故
二
右

之

通
二
候
哉
、
同
腹
よ
り
出
た
る
弟
な
れ
バ
毎
度
よ
り
致
方
も
御
座
候
得
共
、
義
理
之

母
之
手
前
お
も
ひ
堪
忍
仕
居
候
、
右
躰
之
悪
道
者
大
俗
二
御
座
候
て
、
商
売
人
之
よ
ふ

に
人
之
商
売
を
人
之
手
よ
り
う
ば
い
取
心
得
之
義
御
座
候
、
決
て
此
後
何
事
も
御
取
上

被
下

間
敷
候
、
誠
二
此
願
ハ
私
之
か
ぶ
の
指
支
成
る
願
二
御
座
候
、
古
例
之
通
何
事
も

私
之
直
筆
印
形
な
ぐ
願
書
ハ
御
承
知
被
下
間
敷
奉
願
上
候
、
金
剛
院
よ
り
何
事
も
願
上

候
義
御
聞
入
被
下
間
敷
候
、
御
免
被
下
候
て
ハ
乍
恐
御
う
ら
み
申
上
候
、
金
剛
院
ハ
町

二
住
居
仕
候
得
は
、
田
畑
不
作
、
遊
居
、
酒
呑
、
ロ
ニ
任
云
た
い
事
云
居
候
、
色
々
二

名
ヲ
付
若
者
共
す
・
め
、
新
キ
庚
申
当
廿
三
夜
当
な
と
な
き
所
え
も
立
、
初
尾
取
り
工

夫
人
御
座
候
、
諸
事
不
足
な
き
事
二
、
其
上
大
よ
く
心
を
お
こ
し
、
獅
々
舞
相
廻
く
わ

立
仕
候
、
私
共
ハ
在
二
住
居
候
得
は
、
田
畑
作
家
内
相
続
仕
候
得
は
、
社
々
も
在
方
故

36
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一
切
不
足
徳
用
も
無
之
暮
方
相
兼
候
、
家
内
手
廻
人
数
沢
山
二
て
難
儀
仕
候
、
獅
子
舞

斗
ハ
徳
用
不
足
候
て
も
先
祖
代
々
よ
り
か
ぶ
御
座
候
、
古
昔
よ
り
　
御
本
山
様
・
公
儀

様
・
御
国
守
様
え
も
書
上
仕
候
二
も
野
辺
地
領
吹
越
村
熊
野
大
権
現
は
永
々
獅
子
々
頭

こ
て

御
支
配
所
中
御
祈
祷
二
相
旦
廻
候
を
、
野
辺
地
御
仮
屋
御
書
留
明
白
御
座
候
、
御

支
配
所
ニ
ハ
吹
越
村
権
現
よ
り
外
無
御
座
候
、
御
上
様
え
　
吹
越
村
熊
野
山
大
権
現

獅
子
頭
別
当
大
光
院
ト
　
書
上
仕
拍
も
御
座
候
、
御
支
配
所
二
獅
子
頭
と
申
候
は
吹
越

村
大
権
権
現
よ
り
一
切
無
御
座
候
、
奉
恐
入
候
得
共
御
覚
可
被
遊
御
座
候
、
あ
た
ご
前

立

を
以
獅
子
舞
相
廻
覚
無
之
候
、
あ
た
ご
権
現
ハ
横
浜
村
有
り
、
権
現
之
名
付
候
神
ハ

御
支
配
所
沢
山
御
座
候
、
鶏
沢
大
正
院
持
宮
法
量
権
現
、
善
行
院
持
宮
二
も
ぜ
ん
海
権

現
御
座
候
得
ハ
、
金
剛
院
同
前
心
得
可
申
と
奉
存
候
、
前
立
有
方
も
御
座
候
、
左
様
仕

候
て

皆
新

キ
小
場
二
五
頭
も
獅
子
舞
相
出
可
申
と
奉
存
候
、
此
末
々
は
皆
我
侭
仕
勝
手

次
第
可
仕
候
と
奉
存
候
、
あ
た
ご
前
立
申
上
候
吹
越
村
熊
野
権
現
ハ
前
立
な
ぐ
、
本
神

二
御
座
候
、
慈
覚
大
師
御
作
二
て
当
年
迄
九
百
六
十
年
余
二
成
候
、
年
号
貞
観
年
中
二

御
座
候
、
何
方
も
あ
た
ご
前
立
権
現
以
獅
子
舞
仕
候
例
承
知
不
仕
候
、
内
々
こ
て
「
両

年
よ
り
野
辺
地
袋
町
若
者
共
手
作
獅
子
前
立
申
て
、
正
月
遊
ひ
二
舞
之
ま
ね
仕
、
米
餅

米
も
ら
い
候
、
右
銭
を
金
剛
院
へ
壱
貫
弐
貫
文
と
呉
れ
候
由
承
知
仕
候
得
共
、
不
存
体

仕
置
申
候
、
右
手
作
獅
子
を
宜
敷
大
工
二
き
ざ
ま
せ
、
表
通
御
尊
院
様
願
上
、
又
は
御

上
様
願
上
候
て

獅
子
舞
二
廻
心
得
と
相
見
申
候
、
何
分
田
名
部
在
ハ
村
々
沢
山
、
若
者

共
正
月
遊
び
村
々
廻
舞
之
ま
ね
仕
候
得
共
、
其
村
々
の
別
当
共
か
・
わ
り
不
申
候
、
目

名
村
・
田
名
部
両
所
斗
御
座
候
、
野
辺
地
井
七
戸
在
・
五
戸
在
相
廻
候
心
得
之
由
、
内

訳
之
者

よ
り
野
辺
地
表
こ
て
承
申
候
、
扱
々
お
そ
ろ
し
き
大
よ
ぐ
心
た
く
み
事
二
御
座

候
間
、
決
て
何
事
奉
願
上
候
て
も
御
決
済
被
下
間
敷
候
、
御
決
済
被
下
候
て
ハ
御
恨
申

上
候
、
他
人
な
れ
バ
無
杯
も
無
之
候
、
兄
弟
之
合
右
悪
心
先
祖
代
々
え
た
い
し
て
申
訳

も
な
き
仕
合
奉
存
候
、
親
父
先
祖
え
弓
を
引
キ
候
間
相
成
不
申
候
、
若
し
お
し
て
奉
願

上
候
節
ハ
乍
恐
親
子
三
人
身
命
二
掛
て
不
相
成
候
間
、
乍
恐
御
厚
情
を
以
私
家
を
先
祖

代
々
の
通
御
立
置
キ
被
下
度
候
、
何
程
色
々
願
上
候
共
御
聞
捨
被
遊
、
前
立
再
建
仕
候

て

獅
子
舞
相
廻
候
事
御
や
め
被
下
度
奉
願
上
候
、
紙
面
片
言
ニ
ハ
御
座
候
得
共
、
偽
成

事
不
申
上
候
、
不
悪
御
聞
済
被
遊
、
私
家
立
被
下
度
奉
願
上
候
、
金
剛
院
頼
上
候
義
被

仰
不
被
下
候
て

ハ
私
家
相
立
不
申
候
、
同
人
お
し
く
願
上
候
共
何
事
も
御
聞
済
不
被

遊
、
古
例
無
之
事
候
問
、
指
支
仕
候
間
あ
た
こ
前
立
再
建
獅
子
舞
相
廻
決
て
不
相
成
と

被
仰
遣
被
遊
下
度
奉
願
上
候
、
幾
重
二
も
古
例
な
き
事
ハ
不
相
成
趣
被
仰
付
被
下
度
奉

願
上
候
、
何
卒
当
年
中
罷
上
委
細
申
上
度
奉
願
上
候
、
御
助
力
を
以
私
家
御
立
被
遊
下

度
偏
二
奉
・
願
上
候
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
四
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
光
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
門
院
尊
様
　
上

（
2
9
）
　
岸
昌
一
編
『
南
部
領
宗
教
関
係
資
料
三
　
寺
社
記
録
』
解
題
　
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
六

（
3
0
）
　
神
田
よ
り
子
　
前
掲
（
1
7
）
に
同
、
な
お
こ
こ
で
使
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
料
の
所
収
は
以
下

　
　
の
通
り
で
あ
る
。
宮
古
市
教
育
委
員
会
編
『
宮
古
市
史
近
世
資
料
集
九
ー
二
宮
古
市

　
　
一
九
九
六
、
宮
古
市
教
育
委
員
会
編
『
宮
古
市
史
近
世
資
料
集
九
ー
二
』
宮
古
市
　
一
九
九
六

　
　
資
料
五
「
黒
森
権
現
廻
村
の
騒
動
記
」
（
宝
暦
八
年
　
宮
古
黒
森
山
　
三
閉
伊
村
所
附
帳
　
獅

　
　
子
舞
廻
し
方
　
寅
ノ
三
月
」
（
宮
古
市
中
沢
与
一
家
文
書
）
の
全
文
を
以
下
に
載
せ
る
。

　
　
　
　

乍
恐
奉
願
上
候
事

　
　
　
　
「
拙
者
預
黒
森
権
現
、
往
古
よ
り
三
閉
伊
南
北
隔
年
為
御
祈
祷
権
現
奉
守
相
廻
、
拙
者
別

　
　
　

当
職
相
蒙
只
今
迄
隔
年
無
相
違
相
廻
罷
在
候
、
然
所
去
年
十
月
、
前
例
之
通
北
通
相
廻
候

　
　
　

処
、
宮
古
御
代
官
所
赤
前
村
真
祥
院
鰯
下
之
山
伏
共
、
罷
通
筋
於
処
々
致
難
渋
候
へ
共
、

　
　
　

右
申
上
候
通
、
往
古
よ
り
拙
代
迄
無
相
違
相
廻
り
候
事
故
、
右
之
筋
山
伏
共
為
申
知
罷
通
、

　
　
　

殊
二
南
北
三
閉
伊
之
者
共
往
古
よ
り
帰
依
仕
候
事
故
、
権
現
奉
守
罷
通
候
儀
は
兼
て
承
知

　
　
　

仕
居
候
故
、
其
砺
は
権
現
御
宿
等
迄
於
三
閉
伊
前
々
よ
り
相
定
居
候
様
二
御
座
候
所
、

　
　
　

去
々
年
十
月
右
申
上
候
通
於
所
々
山
伏
共
指
支
申
候
事
故
、
権
現
御
宿
等
迄
指
支
有
之
候

　
　
　

様
罷
成
候
、
往
古
よ
り
無
相
違
罷
通
候
趣
山
伏
共
為
申
知
候
得
共
、
不
得
止
事
致
難
渋
、

　
　
　

同
所
代
官
所
之
内
中
嶋
村
ト
申
所
罷
通
候
節
、
善
行
院
ト
申
候
山
伏
罷
通
候
支
申
候
儀
二

　
　
　

付
、
此
所
は
罷
通
候
へ
共
家
別
二
は
相
廻
兼
、
余
村
へ
相
廻
罷
帰
候
、
依
之
奉
願
上
候
儀

　
　
　

恐
多
奉
存
候
得
共
、
拙
者
儀
は
右
三
閉
伊
南
北
壱
箇
年
置
家
別
権
現
奉
守
、
得
志
之
助
成

　
　
　

罷
仕
候
、
然
処
右
申
上
候
通
御
座
候
得
は
、
此
以
後
相
廻
候
節
従
　
御
上
様
御
書
付
二
て

　
　
　

も
頂
戴
不
仕
候
へ
て
は
、
此
御
節
二
も
御
座
候
間
、
猶
又
難
渋
申
掛
、
古
来
よ
り
相
廻
候

　
　
　

処
指
支
可
仕
ト
奉
存
候
二
付
、
恐
多
奉
存
候
得
共
以
御
慈
悲
ノ
御
了
簡
以
後
罷
通
候
節
山

　
　
　

伏
共
難
渋
不
仕
候
様
二
成
共
右
御
書
付
成
共
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
願
之
通
被
成
下
候

　
　
　
　
ハ
・
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
趣
宜
被
仰
上
被
下
度
奉
願
上
候
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
森
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
重
郎
　
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
福
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

方
丈
様

　
　
　
　

口
上
之
覚

黒
森
別
当
、
本
仕
申
上
候
通
相
違
も
無
御
座
候
、
古
来
よ
り
南
北
三
閉
伊
隔
年
権
現
奉
守

相
廻
、
家
別
志
之
得
助
成
罷
仕
候
所
、
去
年
十
月
北
通
相
廻
候
於
所
々
山
伏
共
相
廻
候
様

指
支
、
不
相
廻
候
由
申
出
候
間
、
山
伏
共
へ
古
来
筋
為
申
知
承
知
仕
候
ト
御
上
様
へ
奉
願

上
候
儀
二
は
無
御
座
候
得
共
、
弥
難
渋
申
候
て
不
相
廻
候
趣
申
出
候
二
付
、
無
拠
奉
願
上

候
旨
、
右
之
通
二
て
は
末
々
猶
又
相
募
廻
候
儀
難
渋
可
仕
ト
奉
存
候
、
別
当
奉
願
上
候
通
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二
御
座
候
間
、
以
御
憐
慰
右
来
候
通
罷
通
候
節
、
山
伏
共
難
渋
不
仕
様
御
書
付
成
共
被
下

置
候
様
被
成
下
度
奉
願
上
候
、
右
之
趣
可
然
被
仰
上
被
下
度
頼
入
存
候
　
已
上

　
　
　
　
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
福
寺

　
　
　
　
　
　
　
　

梁

田
平
右
衛
門
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

沼
宮
内
浅
右
衛
門
殿

　
　
　
　
申
渡
候
覚

此
度
其
方
儀
申
出
候
趣
預
、
黒
森
権
現
古
来
よ
り
三
閉
伊
北
南
年
々
相
廻
、
志
之
得
初
尾

罷
通
候
処
、
去
秋
北
通
相
廻
候
瑚
、
所
々
二
て
山
伏
共
相
廻
候
儀
難
渋
申
出
、
権
現
相
廻

候
儀
指
支
申
出
候
二
付
、
古
来
よ
り
相
廻
候
儀
申
出
候
得
共
、
不
得
止
事
相
通
不
申
候
由
、

山
伏
共
申
出
候
二
付
其
通
二
も
難
捨
置
、
右
之
段
訴
出
、
今
日
右
之
趣
遂
吟
味
候
上
寺
社

御
奉
行
中
へ
も
申
出
候
処
、
段
々
御
吟
味
之
上
此
度
被
仰
渡
候
趣
は
、
黒
森
別
当
申
出
候

趣
遂
吟
味
候
所
、
古
来
よ
り
三
閉
伊
相
廻
候
儀
相
違
無
御
座
候
間
、
弥
古
来
相
廻
候
通
此

末
共
相
廻
候
様
被
　
仰
渡
候
間
、
右
之
趣
致
承
知
古
来
之
通
相
廻
可
申
も
の
也

　
　
　
　
宝
暦
八
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
福
寺
　
役
僧

　
　
　
　
　
　
　
　

黒
森
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
重
郎
方
え

　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
口
上
之
覚

一
黒
森
山
御
祭
礼
守
札
引
配
之
義
は
赤
龍
寺
よ
り
宮
古
御
仮
屋
井
下
役
・
御
物
書
中
迄
差

　
出
、
宮
古
町
・
鍬
ケ
崎
両
所
引
配
仕
来
候

一
御
初
尾
之
義
ハ
赤
龍
寺
住
持
之
僧
御
座
候
頃
は
如
何
取
斗
ひ
候
哉
、
近
年
二
至
り
俗
別

　
当
方
斗
二
て
引
請
罷
在
候

一
御
供
田
之
義
は
俗
別
当
先
祖
持
地
之
由
、
然
所
不
如
意
二
付
永
代
売
離
可
申
趣
之
処
、

　
其
節
之
御
代
官
意
付
二
て
黒
森
銭
之
内
を
以
被
買
戻
、
直
々
御
願
被
置
、
尤
黒
森
山
へ

　
為
御
供
田
御
預
被
成
候
義
ト
相
心
得
、
其
方
持
地
ト
は
心
得
申
間
敷
旨
被
申
達
候
趣
申

　
伝
二
て
、
俗
別
当
所
務
罷
在
候
、
尤
津
守
兵
庫
神
主
被
仰
付
候
内
は
、
前
三
ケ
条
共
二

　
引
請
罷
在
候

一
獅
子
舞
之
義
ハ
従
前
々
俗
別
当
井
同
行
之
者
共
三
閉
伊
大
凡
相
廻
り
来
候
、
但
三
閉
伊

　
村
所
付

は
別
帳
二
申
上
候
通
二
御
座
候
、
尤
兵
庫
神
主
中
ハ
右
獅
子
舞
初
尾
等
も
半
分

　
引
請
所
務
罷
在
候
趣
二
御
座
候
右
之
通
御
沙
汰
二
付
書
上
申
候
　
已
上

　
　
　
　
文
政
四
年
巳
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
古
黒
森
山
社
僧
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

赤
龍
寺
兼
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
根
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
福
寺
方
丈
　
師
役
寮

　
　
　

獅
子
舞
、
村
所
付
書
上
候
様
御
沙
汰
二
付
、
前
文
よ
り
村
所
書
取
隔
年
二
相
廻
り
候
趣
別

　
　
　

帳
二
て
正
月
廿
七
日
御
役
僧
を
以
差
出
候
　
巳
上
」

（
3
1
）
　
森
毅
「
修
験
道
派
閥
の
角
逐
」
前
掲
（
1
0
）
に
同
、
＝
二
〇
1
一
九
七
頁

（
3
2
）
　
神
田
よ
り
子
　
前
掲
（
1
7
）
に
同
、

（
3
3
）
　
前
掲
（
1
7
）
に
同

（
3
4
）
　
宮
古
市
教
育
委
員
会
編
『
宮
古
市
史
近
世
資
料
集
九
ー
二
宮
古
市
　
一
九
九
六

（
3
5
）
　
宮
古
市
教
育
委
員
会
編
『
宮
古
市
史
近
世
資
料
集
九
－
二
』
宮
古
市
　
一
九
九
六

（
3
6
）
　
前
掲
（
3
5
）
に
同

（
3
7
）
　
前
掲
（
3
5
）
に
同

（
3
8
）
　
神
田
よ
り
子
「
神
楽
の
経
済
学
ー
陸
中
沿
岸
地
方
の
神
楽
資
料
か
ら
ー
」
岩
田
勝
編
『
神

　
　
楽
ー
歴
史
民
俗
論
集
ー
1
』
名
著
出
版
　
一
九
九
〇

（
3
9
）
　
本
田
安
次
　
前
掲
（
1
）
に
同

（
4
0
）
　
湯
沢
市
教
育
委
員
会
編
『
佐
竹
南
家
御
日
記
』
第
三
巻
　
湯
沢
市
　
一
九
九
九

（
4
1
）
　
湯
沢
市
教
育
委
員
会
編
『
佐
竹
南
家
御
日
記
』
第
五
巻
　
湯
沢
市
　
二
〇
〇
四

（
4
2
）
　
内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
四
巻
　
未
来
社
　
一
九
七
三
　
一
七
三
頁
、

　
　
三
四
二
ー
三
四
三
頁

（
4
3
）
高
山
茂
『
本
海
番
楽
ー
鳥
海
山
麓
に
伝
わ
る
修
験
の
舞
ー
』
鳥
海
町
教
育
委
員
会

　
　
二
〇
〇
〇

（
4
4
）
　
宮
家
準
「
教
派
修
験
の
成
立
」
『
修
験
道
組
織
の
研
究
』
春
秋
社
　
一
九
九
九
　
三
八
五
ー

　
　
三
八
九
頁

（
4
5
）
　
「
諸
宗
階
級
（
下
）
」
国
書
刊
行
会
編
『
続
々
群
書
類
従
　
第
一
二
』
平
凡
社
　
一
九
七
〇

　
　
四
四
三
ー
四
四
五
頁

（
4
6
）
　
象
潟
町
教
育
委
員
会
編
『
延
年
チ
ョ
ウ
ク
ラ
イ
ロ
舞
』
一
九
八
三
、
神
田
よ
り
子
『
蕨
岡
延

　
　
年
』
遊
佐
町
教
育
委
員
会
　
一
九
九
四
、
同
『
吹
浦
田
楽
』
同
　
一
九
九
六
、
同
『
鳥
海
山
蕨

　
　
岡
修
験
の
宗
教
民
俗
学
的
研
究
』
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
詠
歌
報
告
書
　
一
九
九
七
、
同
『
鳥

　
　
海
山
吹
浦
修
験
の
宗
教
民
俗
学
的
研
究
』
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
詠
歌
報
告
書
　
二
〇
〇
三
、

　
　
同
『
鳥
海
山
小
滝
修
験
の
宗
教
民
俗
学
的
研
究
』
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書

　
　
二
〇
〇
七

（
4
7
）
　
本
田
安
次
　
前
掲
（
1
）
に
同
、
五
三
三
－
五
三
八
頁

（
4
8
）
　
本
田
安
次
　
前
掲
（
1
）
に
同
、
五
六
八
－
五
六
九
頁

（
4
9
）
　
佐
藤
久
冶
「
鳥
海
山
信
仰
と
山
麓
修
験
」
月
光
善
弘
編
『
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
七
』
名
著

　
　
出
版
　
一
九
七
七
　
三
二
三
－
三
三
二
頁
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（
5
0
）
　
高
山
茂
　
前
掲
（
4
3
）
に
同
、
三
ー
一
六
頁

（
5
1
）
　
高
山
茂
前
掲
（
4
3
）
に
同
、
八
頁

（
5
2
）
　
高
山
茂
　
前
掲
（
4
3
）
に
同
、
二
二
頁

（
5
3
）
　
高
山
茂
　
前
掲
（
4
3
）
に
同
、
三
ー
一
六
頁

（
5
4
）
　
佐
藤
久
冶
　
前
掲
（
4
9
）
に
同
、
三
一
八
ー
三
二
九
頁

（
5
5
）
　
戸
川
安
章
「
鳥
海
山
と
修
験
道
」
前
掲
（
4
9
）
に
同
、
三
四
一
頁

（
5
6
）
　
象
潟
町
教
育
委
員
会
編
『
延
年
チ
ョ
ー
ク
ラ
イ
ロ
舞
』
一
九
八
三
　
八
ー
一
四
頁

（
5
7
）
　
進
藤
重
紀
　
『
出
羽
国
風
土
略
記
』
八
ー
六
　
歴
史
図
書
社
　
一
九
七
四

（
5
8
）
　
象
潟
町
教
育
委
員
会
編
　
前
掲
（
5
6
）
に
同
、
四
六
頁

（
5
9
）
　
前
掲
（
5
6
）
に
同
、
三
七
頁

（
6
0
）
　
前
掲
（
5
6
）
に
同
、
六
頁

（
6
1
）
　
佐
藤
久
冶
　
前
掲
（
4
9
）
に
同
、
三
一
六
頁

（
6
2
）
　
戸
川
安
章
「
鳥
海
山
と
修
験
道
」
　
前
掲
（
4
9
）
に
同
、
三
三
四
ー
三
六
一
頁

（
6
3
）
　
進
藤
重
記
　
前
掲
（
5
7
）
に
同
、
六
ー
四
六

（
6
4
）
　
神
田
よ
り
子
『
吹
浦
田
楽
』
遊
佐
町
教
育
委
員
会
　
一
九
九
六
　
四
ー
五
五
頁

（
6
5
）
　
神
田
よ
り
子
　
前
掲
（
6
4
）
に
同
、
三
〇
ー
三
五
頁

（
6
6
）
　
進
藤
重
記
著
『
出
羽
国
大
社
考
』
の
内
、
巻
二
「
両
所
宮
年
中
行
義
」
は
前
掲
『
吹
浦
田
楽
』

　
　
に
掲
載
（
句
読
点
は
筆
者
）

　
　
　

「
　

出
羽
国
大
社
考
巻
之
二

　
　
　
　
　

両
所
宮
年
中
行
義

　
　
　

正
月
元
日
よ
り
三
日
ま
て
、
社
家
鶏
明
よ
り
出
仕
、
御
燈
御
飯
衆
味
等
を
献
す
、
進
藤
家

　
　
　

祝
詞
を
申
す
、
荒
木
氏
太
鼓
を
打
。

　
　
　

同
三
日
の
晩
、
神
主
家
に
て
神
楽
あ
り
、
佐
藤
式
地
庄
太
夫
と
い
ふ
も
の
近
年
斉
藤
と
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ツ

　
　
　

称
す
獅
子
を
舞
す
、
荒
木
氏
太
鼓
を
拍
、
神
事
終
わ
り
て
神
酒
を
酌
、
明
朝
ま
て
御
鉾
を

　
　
　

祭
、
同
四
日
の
朝
式
地
宅
へ
御
鉾
獅
子
頭
を
渡
す
、
当
日
夕
飯
ま
て
饗
応
あ
り
、
朝
飯
過

　
　
　

神
宮
寺
に
て
獅
子
を
舞
す
、
其
後
社
中
社
外
御
鉾
庄
太
夫
是
を
守
護
す
獅
子
頭
を
渡
す
、

　
　
　

同
日
尾
落
臥
村
永
泉
寺
に
て
神
事
修
行
永
泉
寺
は
両
所
宮
へ
由
緒
あ
る
よ
し
言
伝
れ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ノ
ハ

　
　
　

古
実
所
見
な
し
、
終
わ
り
て
門
前
升
川
簑
輪
村
ま
で
巡
行
す
。
（
五
日
の
項
略
）

　
　
　

同
六
日
浦
辺
よ
り
由
利
郡
大
砂
川
村
迄
御
鉾
獅
子
頭
を
渡
す
、
同
村
社
内
に
入
て
巡
行
の

　
　
　

事
の
由
を
申
す
吹
浦
両
社
勧
請
に
し
て
則
両
所
大
権
現
と
称
す
、
翌
七
日
神
酒
供
物
を
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
イ
ハ
マ

　
　
　

進

し
て
獅
子
を
舞
す
、
同
日
役
所
横
山
氏
に
て
神
酒
備
進
す
、
其
後
貝
浜
通
順
行
蚊
潟
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ク

　
　
　

着
、
翌
七
日
町
奉
行
に
て
神
酒
供
物
を
捧
、
進
藤
家
御
領
内
安
全
の
旨
心
念
黙
祷
す
、
下

　
　
　

社
家
太
鼓
を
拍
獅
子
頭
を
舞
す
、
役
人
対
座
に
て
饗
応
あ
り
、
其
後
町
中
御
鉾
獅
子
頭
を

　
　
　

渡
し
終
て
、
中
田
何
某
と
い
ふ
も
の
社
家
を
饗
す
、
翌
九
日
前
川
村
長
に
て
御
鉾
を
祭
獅

　
　
　

子
頭
を
舞
し
、
大
竹
村
迄
順
行
、
御
鉾
獅
子
を
舞
す
、
翌
十
日
小
国
と
い
ふ
所
迄
順
行
、

　
　
　
　
翌

十
一
日
仁
嘉
保
平
沢
御
役
所
に
て
御
鉾
を
祭
獅
子
頭
を
舞
す
、
翌
十
二
日
平
沢
よ
り
蛸

　
　
　
　
潟
迄
海
辺
を
順
行
、
翌
十
三
日
御
鉾
本
社
へ
帰
座
、
十
五
日
月
次
の
祓
修
行
余
月
唯
之
故

　
　
　
　
に

重
て

し
る
さ
す
、
廿
八
日
月
次
の
祓
修
行
所
前
に
同
し
、

　
　
　
　

同
初
子
の
日
荒
瀬
郷
門
田
村
へ
御
鉾
獅
子
頭
を
渡
す
、
其
年
の
頭
家
に
て
御
鉾
を
祭
、
其

　
　
　
　
の
後
大
月
神
社
の
大
物
忌
月
山
両
神
の
勧
請
に
し
て
神
号
の
頭
字
を
と
れ
り
御
役
人
近
年

　
　
　
　
大
槻
と
改
し
と
そ
本
説
を
失
ふ
事
に
て
歎
に
堪
た
り
広
前
に
神
酒
供
物
を
備
進
、
神
拝
終

　
　
　
　
て

下
社
家
獅
子
頭
を
舞
す
、
夫
よ
り
新
田
目
村
へ
順
行
し
て
留
守
殿
留
守
の
事
社
記
を
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ

　
　
　
　
て

末
巻
に
し
る
す
後
商
今
井
何
某
と
い
ふ
も
の
を
神
事
の
始
と
す
、
楽
人
の
末
に
修
験
と

　
　
　
　
な
れ
る
あ
り
、
古
来
神
主
家
の
庶
子
に
し
て
御
鉾
獅
子
頭
の
止
宿
た
り
、
翌
丑
日
郡
民
安

　
　
　
　
全
の

祈

と
し
て
島
田
古
川
両
役
所
に
て
御
鉾
を
祭
獅
子
頭
を
舞
す
進
藤
家
神
拝
祝
詞
両
社

　
　
　
　
家
太
鼓
獅
子
頭
、
翌
寅
日
吉
田
新
田
村
寺
田
何
某
と
い
ふ
も
の
に
て
御
飯
神
酒
を
献
し
獅

　
　
　
　
子
舞
す
、
同
日
平
田
郷
迄
巡
行
、
上
曽
根
村
御
鉾
の
止
宿
た
り
、
其
主
は
善
性
院
と
い
へ

　
　
　
　

る
修
験
也
、
是
も
往
古
は
両
所
宮
の
神
役
人
に
し
て
、
由
理
飽
海
両
郡
御
鉾
順
行
の
供
を

　
　
　
　
つ
と
む
る
の
職
た
り
、
今
は
名
代
に
て
是
を
勤
む
、
両
郷
御
鉾
渡
し
終
り
て
巳
の
日
御
鉾

　
　
　
　
帰
座
、
夫
よ
り
遊
佐
郷
御
鉾
を
渡
す
作
法
前
の
こ
と
し
、
大
古
は
御
輿
渡
し
給
ふ
と
い
へ

　
　
　
　
り
獅
子
頭
を
被
り
て
御
輿
の
前
を
払
う
ふ
事
は
諸
書
に
見
へ
た
り
い
つ
と
な
く
御
輿
の
渡

　
　
　
　
御
し
給
ふ
事
の
絶
果
て
付
も
の
の
み
渡
る
事
歎
ケ
敷
事
也
、
両
郷
の
中
に
日
向
川
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
コ
シ
ヤ
ス
メ

　
　
　
　
船

に
召
し
る
・
こ
ろ
御
輿
を
休
め
し
地
を
今
に
神
輿
休
村
と
い
ふ
、
郡
民
御
鉾
渡
給
ふ
こ

　
　
　
　
ろ
種
籾
を
献
す
、
五
穀
の
神
に
て
座
す
ゆ
へ
に
年
穀
祈
る
義
也
、
由
理
飽
海
両
郡
は
御
敷

　
　
　
　
地
に
し
て
、
年
々
神
幸
座
し
諸
人
に
敬
神
の
儀
を
示
給
ふ
は
有
難
事
な
ら
す
や
、
羽
州
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ボ
ロ
ケ

　
　
　
　
冠
社
た
る
事
諸
人
仰
て
し
る
へ
し
、
小
縁
の
事
に
は
お
も
ふ
へ
か
ら
す
」

（
6
7
）
　
神
田
よ
り
子
『
蕨
岡
延
年
』
遊
佐
町
教
育
委
員
会
　
一
九
九
四
　
五
－
一
一
頁

（
6
8
）
　
神
田
よ
り
子
「
鳥
海
山
蕨
岡
修
験
の
胎
内
修
行
」
『
山
岳
修
験
』
第
一
七
号
　
日
本
山
岳
修

　
　
験
学
会

　
一
九
九
六
　
一
二
ー
二
六
頁

（
6
9
）
　
筒
井
裕
「
山
岳
信
仰
の
神
社
に
お
け
る
高
祖
式
の
形
成
ー
国
幣
中
社
大
物
忌
神
社
を
事
例

　
　
に
ー
」
『
歴
史
地
理
学
』
四
六
ー
一
　
二
〇
〇
四
　
三
ニ
ー
四
八
頁

（
7
0
）
　
神
田
よ
り
子
　
前
掲
（
6
7
）
に
同
、
二
八
頁

（
7
1
）
松
本
良
一
『
遊
佐
町
史
資
料
　
鳥
海
山
資
料
（
鳥
海
山
史
）
』
第
一
号
　
遊
佐
町

　
　
一
九
八
六
　
四
七
－
四
八
頁
、
一
三
一
－
一
六
二
頁

（
7
2
）
　
戸
川
安
章
「
金
峰
山
の
一
山
組
織
と
神
仏
分
離
」
前
掲
（
2
5
）
に
同
、
四
七
三
ー
四
八
入
頁

（
7
3
）
　
戸
川
安
章
「
羽
前
金
峰
山
の
修
験
道
」
戸
川
安
章
編
『
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
　
5
』
名
著

　

　
出
版
　
｝
九
七
五
　
二
＝
1
二
四
五
頁

（
7
4
）
　
戸
川
安
章
「
「
大
寺
」
と
修
験
者
」
　
前
掲
（
2
5
）
に
同
、
四
〇
〇
1
四
〇
二
頁

（
7
5
）
　
進
藤
重
記
　
前
掲
（
5
7
）
に
同
、
三
ー
八

（
7
6
）
　
戸
川
安
章
「
羽
黒
修
験
の
登
場
」
『
修
験
道
と
民
俗
』
岩
崎
美
術
社
　
一
九
七
二
　
一
五
ー
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一
七
頁

（
7
7
）
　
戸
川
安
章
校
注
『
神
道
大
系
　
神
社
編
　
出
羽
三
山
』
神
道
大
系
編
纂
会
　
解
題
は
二
六
頁
、

　
　
「
年
中
行
事
」
は
三
〇
五
ー
三
二
一
頁

（
7
8
）
　
新
房
と
は
、
こ
の
年
か
ら
初
め
て
本
社
の
堂
番
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
妻
帯
修
験
の
中
で

　
　
も
、
太
業
と
い
う
山
伏
の
仲
間
入
り
の
規
式
を
一
番
は
や
く
つ
と
め
た
者
の
こ
と
。
以
上
は
戸

　
　
川
前
掲
（
7
6
）
に
同
、
八
二
頁

（
7
9
）
　
戸
川
安
章
　
前
掲
（
7
6
）
に
同
、
八
七
頁

（
8
0
）
　
戸
川
安
章
校
注
　
前
掲
（
7
7
）
に
同
、
解
題
は
一
四
頁
、
「
羽
黒
山
縁
起
」
は
二
ー
一
四
頁

（
8
1
）
　
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
木
版
刷
本
と
し
て
刊
行
、
戸
川
安
章
解
説
『
三
山
雅
集
』
東
北

　
　
出
版
企
画
　
一
九
七
四
　
六
八
頁
、
七
二
頁

（
8
2
）
　
戸
川
安
章
　
前
掲
（
7
6
）
に
同
、
八
八
頁

（
8
3
）
　
政
次
浩
「
出
羽
三
山
信
仰
」
前
掲
（
1
2
）
に
同
、
七
八
頁

（
8
4
）
　
『
秋
田
県
史
資
料
・
古
代
中
世
編
』
一
九
六
一

（
8
5
）
　
山
路
興
造
　
前
掲
（
4
）
に
同
、
一
ー
一
八
頁

（
8
6
）
　
松
本
良
一
　
前
掲
（
7
1
）
に
同
、
四
七
ー
四
八
頁
、
二
二
一
－
一
六
二
頁

（
8
7
）
　
進
藤
重
記
　
前
掲
（
6
3
）
に
同
、
五
－
二
三

（
8
8
）
　
『
阿
久
津
延
年
』
高
畠
町
教
育
委
員
会
　
一
九
九
七
　
四
ー
一
〇
頁

（
8
9
）
　
神
田
よ
り
子
「
修
験
道
の
儀
礼
と
芸
能
ー
延
年
を
中
心
に
ー
」
『
山
岳
修
験
』
三
一
号
　
日

　
　
本
山
岳
修
験
学
会
　
二
〇
〇
三
　
一
ー
二
〇
頁

（
9
0
）
　
盛
岡
市
教
育
委
員
会
・
盛
岡
市
中
央
公
民
館
編
『
盛
岡
藩
家
老
席
日
記
　
雑
書
』
第
一
九
巻

　
　
　
東
洋
書
院
　
二
〇
〇
六
　
＝
三
二
ー
＝
二
八
頁

（
9
1
V
　
山
路
興
造
「
獅
子
の
芸
能
」
『
町
田
市
立
博
物
館
津
録
　
第
九
八
集
　
獅
子
頭
～
東
日
本
を

　
　
中
心
に
』
町
田
市
立
博
物
館
　
一
九
九
六
　
八
ー
＝
二
頁

（
9
2
）
　
小
谷
竜
介
「
東
北
地
方
に
お
け
る
熊
野
信
仰
と
獅
子
頭
」
前
掲
（
1
2
）
に
同
、
一
二
一
頁
、

　
　
一
九
｝
ー
一
九
四
頁

（
9
3
）
　
司
東
真
雄
　
前
掲
（
1
6
）
に
同
、
頁
番
号
不
掲
載

（
9
4
）
　
斉
藤
寿
胤
「
民
俗
芸
能
の
分
類
と
分
布
」
前
掲
（
1
8
）
に
同
、
九
〇
ー
九
一
頁

（
9
5
）
　
松
尾
恒
一
『
延
年
の
芸
能
史
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
一
九
九
七
　
二
四
三
ー
二
六
五
頁
、
神

　
　
田
よ
り
子
　
前
掲
（
8
9
）
に
同
、
一
ー
一
九
頁

（敬
和
学
園
大
学
国
際
文
化
学
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
（
二
〇
〇
七
年
九
月
十
四
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
八
日
審
査
終
了
）
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Shugen　Practitioners　and　the　Gongen・mai　in　the　To血oku　Region

KANDA　YOriko

　　This　paper　re－ex㎜ines　the　relationship　between　the　Gongen－mai　and　Shishi・mai（lion　head　dance），which

are　commonly　believed　to　be　linked　to　Y㎜abushi　kagura　and　bangaku，　and　Shugen　prac廿tioners　who　are　the

main　performers　of　these　dances．

　　　Starting　in　medieval　times，　Shugen　practitioners　performed　many　religious　rituals　in　response　to　requests

from　local　inhabitants　in　the　Tohoku　region．　The　practice　by　Shugen　practitioners　of　reciting　prayers　while　twirl－

ing　a　decorative　lion’s　head　in　their　o㎜domains　called“kasumiba”or“dannaba”bec㎜e　an　important　part　of

religious　activi廿es　in　certain　areas　in　Aomon，　Aldta，　Iwate　and　Yamagata　Prefectures　in　the　Namboku－cho　period．

Then　in　the　Early　Modern　period　when　Shugen　practitioners　began　to　setde　in　a　particular　area，　they　performed

dances　in　addition　to　twirling　a　lion’s　head　with　the　objective　of　maldng　reUgious　activities　better　understood　and

accepted．　One吻e　of　performance　that　spread㎜ong　these　areas　was　kagura　performed　p亘m頭ly　by　Shugen

practitioners　in　the　area　of　Iwate　Prefecture　that　had　belonged　to　the　former　N㎜bu企udal　domain．　Yasuji　Honda

has　termed　this‘㌻㎜abushi　kagura，”though　considering　the　absence　of　a　corresponding　collective　name　in　this

area，　his　term　has　taken　hold　primarily　out　of　convenience．　However，　performances　given　mainly　by　Shugen　prac－

titioners　in　Akita　and　Yamagata　Prefectures　went　by　the　name“bangaku，”which　had　been　in　use　locally　for　a　rela－

tively　long　time．　Although　not　covered　in　Honda’s　book，　Noh　dances　perfbrmed　in　Shimokita　Peninsula　in　Aomori

Pre免cture　in　the　former　Nambu　feudal　domain　had　been　introduced　by　Shugen　practitioners．

　　　However　the　Shishi－mai　played　an　important　role　in　ritual　and　religious　activity　both　for　individual　Shugen

practitioners　who　carhed　on　the　tradition　and　performed　the　dance　as　well　as　for　areas　where　Shugen　villages

were　formed　centered　on　a　particular　mountain．　It　was　also　important　because，　as　was　the　case　with　other　Bud－

dhist　temples，　Shugen　villages　fbrmed　on　a　mountain　followed　a　tradition　of　ennen　performances，　as　well　as　other

related　performing　arts泊so　nnked　to　bugakll　and　dengaku，　which　were　held　after　services　and　on　the　occasion　of

the　promo60n　or　appoin㎞ent　of　pdests　and　high－ranking　of且cials　when　dis6nguished　guests　were　in　a仕endance

［1】．In　other　words，　it　is　clear　that　we　must　take　into　consideration　that　there　was　a　link　between　Shishi’mai　and

Yamabushi　kagllra　and　bangaku，　as　well　as　between　Shishi’mai　and　ennen　and　bugaku．　This　also　illustrates　a　wid－

ening　of　the　sphere　of　involvement　of　Shugen　practitioners．　There　is，　therefbre，　a　need　to　further　examine　rituals

and　performances　involving　Shugen　practitioners　on　such　occasions．

［11Koichi　Matsuo，“Historical　Research　of　Ennen　Performances”，　Iwata　Shoin，1997，　pp．243－265；Ybriko　Kanda，

‘Rituals　and　Performing　Arts　of　Shugendo：Focusing　on　Ennen’“Sangaku　Shugen”No．31．　Association　for　Study

ofJapanese　Mountain　Religion　2003，　pp．1－20
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